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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）の見直しに係る論点 

 
１．健康診査の項目について 

（１）血糖検査について 
 ○空腹時における採血を原則としたとしても、確実に空腹時に採血が行われない場合が

あるなど、通常の血糖検査だけでは、糖尿病の疑いがある者を正確に把握することは

困難である。 
 ○一方、ヘモグロビンＡ１ｃは、過去１～３ヶ月程度の平均血糖値を反映しており、採

血の前日や当日の食事の摂取に影響を受けないため、糖尿病の疑いがある者を把握す

る上で有用であると考えられる。 
○ただし、ヘモグロビンＡ１ｃ検査は高価であり、健康診査費用を考慮した場合、必ず

しも両方の検査を実施する必要はないのではないか。 
○以上のことから、血糖検査として、ヘモグロビンＡ１ｃ検査を実施することが望まし

く、ヘモグロビンＡ１ｃ検査を実施した場合には、必ずしも通常の血糖検査を実施す

る必要はないのではないか。 
○ヘモグロビンＡ１ｃ検査を実施しない場合には、確実に空腹時に採血を行えるよう受

診者に空腹時での健診受診を徹底すべきではないか。 
 

（２）尿検査について 
 ○腎機能障害を早期に把握するためには、血清クレアチニン検査よりも、尿蛋白検査が

有効ではないか。 
○また、ヘモグロビンＡ１ｃ検査、通常の血糖検査において、糖尿病有病者・予備群を

ある程度把握することが可能であるが、血糖検査を補完するために、老人保健事業に

おける基本健康診査と同様に、尿糖検査を実施することも考えられるのではないか。 
 ○尿潜血検査については、尿蛋白検査を実施した場合、脳・心臓疾患対策として、必ず

しも、実施する必要はないのではないか。 
 
（３）血清クレアチニン 
 ○腎機能障害を早期に把握するためには、血清クレアチニン検査よりも、尿蛋白検査が

有効ではないか。 
 ○尿蛋白検査を必須項目とした場合、必ずしも、血清クレアチニン検査を実施する必要

はないのではないか。 
 
（４）尿 酸 
 ○尿酸は、メタボリックシンドロームのリスクマーカーとして重要ではあるが、尿酸値

に異常を認める者の多くは、腹囲、血圧、血液検査等で異常を認めていることが多く、

必ずしも必須検査とする必要はないのではないか。 
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２．保健指導対象者の選定方法 

（１）服薬中の者の取扱い 
○血圧降下剤等を服薬中の者については、継続的に医療機関を受診しており、栄養、運

動等を含めた必要な保健指導については、医療機関において継続的な医学的管理の一

環として行われることが適当ではないか。 

 
（２）ＬＤＬコレステロール、喫煙歴、尿酸の取扱い 
 ○脳・心臓疾患のリスクを評価する上で、内臓脂肪に着目したリスク因子については、

血圧、脂質、血糖を評価しているため、追加のリスクとしては、喫煙を用いてはどう

か。 
 
３．保健指導判定値及び受診勧奨判定値 

（１）中性脂肪及びＨＤＬコレステロールの受診勧奨判定値 

 ○中性脂肪及びＨＤＬコレステロールについては、「標準的な健診保健指導プログラム

（暫定版）」に示されている保健指導判定値と受診勧奨判定値が同じ値である。 

 ○当該判定値を満たした場合、必ずしも、服薬治療が必要なわけではないため、一律に

受診勧奨とする必要はないのではないか。 

 ○老人保健事業の基本健康診査において用いられている要医療判定値は、中性脂肪：３

００mg/dl 以上、ＨＤＬコレステロール：３５未満 mg/dl である。 

 ○今回定める受診勧奨判定値については、上記の判定値を暫定的に用いることとし、今

後、必要に応じて、見直すこととしてはどうか。 

 
（２）空腹時血糖及び HbA1c の保健指導判定値 
 ①保健指導判定値の見直し 

  ○最新の知見を踏まえて、保健指導判定値を見直す必要があるのではないか（参考資

料３参照） 

  ○保健指導判定値については、空腹時血糖 100mg/dl 以上を用いてはどうか。 

  ○ヘモグロビンＡ１ｃについては、空腹時血糖 100mg/dl に対応する 5.2 を用いてはど

うか。 

 ②随時血糖について 

  ○随時血糖については、食後３０分、２時間等、時間の経過に伴い、大きく血糖値が

変動するため、保健指導対象者を選定する上で、一律の基準である１４０mg/dl を

用いるのは不適当ではないか。 

  ○各医療保険者間において、公平な保健指導対象者の選定が行われるためには、HbA1c

の実施又は、確実な空腹時の採血を原則とすべきではないか。 

  ○そのためには、万一、空腹時に採血が行われていない場合であっても、現行の随時

血糖判定値を用いるのではなく、空腹時血糖の保健指導判定値を用いて保健指導対

象者を選定することとしてはどうか。 

○受診者への健診結果を通知する際には、食事摂取後の時間を勘案して、糖尿病の疑

いの有無等について通知することとしてはどうか。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

標準的な健診・保健指導プログラム 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

第１章 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に着目する意義 

 

平成 17 年４月に、日本内科学会等内科系 8 学会が合同でメタボリックシンドロームの

疾患概念と診断基準を示した。 

これは、内臓脂肪型肥満を共通の要因として、高血糖、脂質異常、高血圧を呈する病態

であり、それぞれが重複した場合は、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症リスクが高く、

内臓脂肪を減少させることでそれらの発症リスクの低減が図られるという考え方を基本

としている。 

すなわち、内臓脂肪型肥満に起因する糖尿病、高脂血症、高血圧は予防可能であり、ま

た、発症してしまった後でも、血糖、血圧等をコントロールすることにより、心筋梗塞等

の心血管疾患、脳梗塞等の脳血管疾患、人工透析を必要とする腎不全などへの進展や重症

化を予防することは可能であるという考え方である。 

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の概念を導入することにより、内臓脂肪

の蓄積、体重増加が血糖や中性脂肪、血圧などの上昇をもたらすとともに、様々な形で血

管を損傷し、動脈硬化を引き起こし、心血管疾患、脳血管疾患、人工透析の必要な腎不全

などに至る原因となることを詳細にデータで示すことができるため、健診受診者にとっ

て、生活習慣と健診結果、疾病発症との関係が理解しやすく、生活習慣の改善に向けての

明確な動機づけができるようになると考える。 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

第２章 健診の内容 

（１）健診項目（検査項目及び質問項目） 

 

１）基本的考え方 

 ○ 今後の新たな健診においては、糖尿病等の生活習慣病、とりわけ内臓脂肪症候群（メ

タボリックシンドローム）の該当者・予備群を減少させるため、保健指導を必要とす

る者を的確に抽出するための健診項目とする。 

  

 ○ また、質問項目は、①生活習慣病のリスクを評価するためのものであること、②保

健指導の階層化と健診結果を通知する際の「情報提供」の内容を決定する際に活用す

るものであることという考え方に基づくものとする。 

 

 ○ なお、過去の健診項目との比較や健診実施体制の確保の容易性から、既に実施され

てきている他の健康診断・健康診査等（介護保険法に基づく地域支援事業を含む）と

の関係について整理することが必要である。 

 

２）具体的な健診項目 

  「健診対象者の全員が受ける基本的な健診」と「医師が必要と判断した場合に選択的

に受ける詳細な健診（精密健診）」の項目を以下のとおりとする（ 別紙１ 参照）。 

なお、現行の健康診断・健康診査等で行われていない新たな項目については、その実

施方策等について検討を行うことが必要である。 

 

①基本的な健診の項目 

質問項目、身体計測（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲）、理学的検査（身体診察）、血圧

測定、血液化学検査（中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール） 、肝

機能検査（ＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ））、腎機能検査(血

清クレアチニン)、血糖検査（空腹時又は随時）、HbA1ｃ検査、血清尿酸検査 

 

②詳細な健診（精密健診）の項目 

心電図検査、眼底検査、検尿(尿糖、尿蛋白、尿潜血)、貧血検査（赤血球数、血色

素量〔ヘモグロビン値〕、ヘマトクリット値）のうち、現行の老人保健事業での基本

健康診査における判断基準を踏まえた一定の基準（ 別紙２ ）の下、医師が必要と判

断したものを選択 

 

３）質問項目 

  基本的な健診の項目に含まれる質問項目を別紙３とする。 
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 ③その他の健診項目 

   ４０～７４歳を対象とする健康診査においては、それぞれの法令の趣旨、目的、制

度に基づき、①の基本的な健診項目以外の項目を実施する。 

 
３）質問項目 

  基本的な健診の項目に含まれる質問項目を別紙３とする。 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

４）項目の定期的な見直し 

  健診項目等の見直しを定期的に検討するシステムについては、厚生労働科学研究費補

助金による研究班等を活用して、各学会の最新の知見に基づく、健診項目とするような

体制の在り方について検討する。 

 

（参考）現在の質問項目等について 

① 老人保健法による保健事業における基本健康診査の質問項目（現在の症状、既往歴、家族歴、

嗜好、過去の健康診査受診状況等）--具体的項目なし（※） 

 ※ 65 歳以上の者に対しては、介護予防のための生活機能評価に関する基本チェックリスト（25 項目）

が定められている。 

② 老人保健法による保健事業における生活習慣病予防に関する健康度評価のための質問票 

③  労働安全衛生法における事業者健診における質問項目（業務歴、既往歴、自覚症状、他覚症

状）--具体的項目なし 

など、制度ごとに様々である。さらに、国民健康・栄養調査なども含め他の調査においても、質

問内容が異なっている。 

例えば、喫煙歴についての質問内容の違いは以下のとおり。 
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喫煙についての質問内容 
 
（１）老人保健法による保健事業・健康度評価のための質問内容 

１ 現在の喫煙について □吸っている □過去に吸っていた □吸わない 

２ 吸い始めた年齢は   （  ）歳 

３ たばこをやめた年齢は （  ）歳 

４ １日の喫煙本数は   （  ）本 
 

（２）多くの事業所等で使用されている質問内容（国民栄養調査（～H14）と同様） 

「喫煙について」 

① 以前から（ほとんど）吸わない 

② 以前は吸っていたが今は吸わない 

③ 現在喫煙している 

④ ②、③に回答した場合→平均○○本（一日あたり）・喫煙歴○○年 

※ 留意事項（「第 5 次循環器疾患基礎調査」より） 

「以前から（ほとんど）吸わない」には、以前一時的に吸った経験があっても現在吸ってい

ない者も含める。 

「以前は吸っていたが今は吸わない」とは、以前一定期間以上（1 年以上）吸っていた経験

があり、現在吸わない者をいう。 

 

（３）国民健康・栄養調査（H15～）の質問内容 

・「あなたは、これまでにたばこを吸ったことがありますか。」 

１ 合計 100 本以上、又は６ヶ月以上吸っている（吸っていた） 

２ 吸ったことはあるが合計 100 本未満で６ヶ月未満である 

３ まったく吸ったことがない 

 

・「現在（この 1 ヶ月間）、あなたはたばこを吸っていますか。あてはまる番号を 1 つ選んで○印

をつけてください。」 

１ 毎日吸う 

２ ときどき吸っている 

３ 今は（この 1 ヶ月間）吸っていない 

※ 「現在習慣的に喫煙をしている者」の定義は、「合計 100 本以上、又は６ヶ月以上吸ってい

る者」のうち、現在（この 1 ヶ月間）「毎日吸う」又は「ときどき吸っている」者である。 

喫煙についての質問内容 
 
（１）老人保健法による保健事業・健康度評価のための質問内容 

１ 現在の喫煙について □吸っている □過去に吸っていた □吸わない 

２ 吸い始めた年齢は   （  ）歳 

３ たばこをやめた年齢は （  ）歳 

４ １日の喫煙本数は   （  ）本 
 

（２）多くの事業所等で使用されている質問内容（国民栄養調査（～H14）と同様） 

「喫煙について」 

① 以前から（ほとんど）吸わない 

② 以前は吸っていたが今は吸わない 

③ 現在喫煙している 

④ ②、③に回答した場合→平均○○本（一日あたり）・喫煙歴○○年 

※ 留意事項（「第 5 次循環器疾患基礎調査」より） 

「以前から（ほとんど）吸わない」には、以前一時的に吸った経験があっても現在吸ってい

ない者も含める。 

「以前は吸っていたが今は吸わない」とは、以前一定期間以上（1 年以上）吸っていた経験

があり、現在吸わない者をいう。 

 

（３）国民健康・栄養調査（H15～）の質問内容 

・「あなたは、これまでにたばこを吸ったことがありますか。」 

１ 合計 100 本以上、又は６ヶ月以上吸っている（吸っていた） 

２ 吸ったことはあるが合計 100 本未満で６ヶ月未満である 

３ まったく吸ったことがない 

 

・「現在（この 1 ヶ月間）、あなたはたばこを吸っていますか。あてはまる番号を 1 つ選んで○印

をつけてください。」 

１ 毎日吸う 

２ ときどき吸っている 

３ 今は（この 1 ヶ月間）吸っていない 

※ 「現在習慣的に喫煙をしている者」の定義は、「合計 100 本以上、又は６ヶ月以上吸ってい

る者」のうち、現在（この 1 ヶ月間）「毎日吸う」又は「ときどき吸っている」者である。 
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（２）健診項目の基準値等の標準化 

 

１）基本的考え方 

 ○ 現行の健診では、健診の実施機関ごとに検査法、検査機器や試薬等の違いにより基

準値、検査測定値や健診判定値が異なることもあり、異なる健診機関の間で一律に比

較を行うことは困難である。 

 

○ 一方、今後の新たな健診では、医療保険者は複数の健診機関で実施された被保険者

の健診結果のデータを一元的に管理し、リスクの高いものから優先的に保健指導をし

ていくことが必要となるため、共通の健診判定値の設定や健診検査項目毎の検査測定

値の標準化が必要である。 

 

○ また、健診項目の判定基準値については、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドロ

ーム）、糖尿病、高血圧症、高脂血症等の関係する学会のガイドラインとの整合性を

確保することが必要であり、定められた判定基準値についても、学会との連携の下、

定期的に見直しを行うシステムが必要である。 

 

２）具体的な標準化の内容 

 

①血液検査 

○ 現在検討されている健診の血液検査 10 項目(下記)については、独立行政法人産

業技術総合研究所等の協力を得て（※）、可能な限り、平成 20 年度までに標準物質

の開発を行い、検査測定値の標準化を行うことができるようにする。 

 ※  現在、特定非営利活動法人日本臨床検査標準協議会（ＪＣＣＬＳ）、独立行政法人産業技術総合研

究所等が連携し、臨床検査用の標準物質の開発を実施している。 

 

【血液検査 10 項目】 

脂質 （①中性脂肪、②ＨＤＬコレステロール、③ＬＤＬコレステロール） 

肝機能（④ＡＳＴ（ＧＯＴ）、⑤ＡＬＴ（ＧＰＴ）、⑥γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ）） 

腎機能（⑦血清クレアチニン） 

その他（⑧血糖、⑨ HbA1ｃ、⑩血清尿酸） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）健診項目の基準値等の標準化 

 

１）基本的考え方 

 ○ 現行の健診では、健診の実施機関ごとに検査法、検査機器や試薬等の違いにより基

準値、検査測定値や健診判定値が異なることもあり、異なる健診機関の間で一律に比

較を行うことは困難である。 

 

○ 一方、今後の新たな健診では、医療保険者は複数の健診機関で実施された被保険者

の健診結果のデータを一元的に管理し、リスクの高いものから優先的に保健指導をし

ていくことが必要となるため、共通の健診判定値の設定や健診検査項目毎の検査測定

値の標準化が必要である。 

 

○ また、健診項目の判定基準値については、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドロ

ーム）、糖尿病、高血圧症、高脂血症等の関係する学会のガイドラインとの整合性を

確保することが必要であり、定められた判定基準値についても、学会との連携の下、

定期的に見直しを行うシステムが必要である。 

 

２）具体的な標準化の内容 

 

①血液検査 

○ 現在検討されている健診の血液検査８項目(下記)については、独立行政法人産業

技術総合研究所等の協力を得て（※）、可能な限り、平成 20 年度までに標準物質の

開発を行い、検査測定値の標準化を行うことができるようにする。 

 ※ 現在、特定非営利活動法人日本臨床検査標準協議会（ＪＣＣＬＳ）、独立行政法人産業技術総合

研究所等が連携し、臨床検査用の標準物質の開発を実施している。 

 

【血液検査８項目】 

脂質 （①中性脂肪、②ＨＤＬコレステロール、③ＬＤＬコレステロール） 

肝機能（④ＡＳＴ（ＧＯＴ）、⑤ＡＬＴ（ＧＰＴ）、⑥γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ）） 

その他（⑦血糖、⑧ HbA1ｃ） 
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○ 血液検査の標準物質については、技術的に可能な範囲で保健指導の必要性などの判

断に用いるための判定値である「健診判定値」を持つものとする（例えば、HbA1c

であれば、5.5％（境界型の判定）及び 6.1％（糖尿病型の判定）の標準値）。 

 

血液検査項目のうち、ＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ）については日本臨

床化学会の勧告する方法が提示されており、標準法の設定は行われている。さらに、ＪＣＣＬＳにより

認証された JC-ERM（Japan Certified- enzyme reference material）も市販されており、これらを

用いた精度管理を行っている施設では十分な互換性が担保されていると考える。 

血清クレアチニン、血清尿酸については平成 19 年度までに標準物質が産業技術総合研究所から提示

される予定であり、これらを利用した精度管理が可能になり、また、血清尿酸についてはすでにＪＣＣ

ＬＳから標準物質が市販されていると聞いている。 

 

○ 平成 20 年度において、これら標準物質が市販されている場合には、健診機関は、

原則として、これら標準物質を使用し、トレーサビリティも含めた十分な精度管理

を行うことが必要である。 

 

②血圧測定、腹囲計測 

血圧測定、腹囲計測については、測定方法を統一するため、これまでの国民健康・

栄養調査等で行われてきた測定手法をもとに検討を進めていく（ 別紙４ ）。 

 

３）学会ガイドラインとの整合性 

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）、糖尿病、高血圧症、高脂血症等の判

定基準値については、これらに関係する学会のガイドラインと整合性がとれたものとす

る。 

 

４）基準値等の定期的な見直し 

健診判定基準値等の見直しを定期的に検討するシステムについては、厚生労働科学研

究費補助金による研究班等を活用して、各学会の最新の知見に基づく判定基準値とする

ような体制の在り方について検討する。 

 

※ 具体的な健診項目ごとの標準的な測定方法、判定基準については別紙５参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 血液検査の標準物質については、技術的に可能な範囲で保健指導の必要性などの判

断に用いるための判定値である「健診判定値」を持つものとする（例えば、HbA1c

であれば、5.２％（境界型の判定）及び 6.1％（糖尿病型の判定）の標準値）。 

 

血液検査項目のうち、ＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ）については日本臨床

化学会の勧告する方法が提示されており、標準法の設定は行われている。さらに、ＪＣＣＬＳにより

認証された JC-ERM（Japan Certified- enzyme reference material）も市販されており、これ

らを用いた精度管理を行っている施設では十分な互換性が担保されていると考える。 

 

○ 平成 20 年度において、これら標準物質が市販されている場合には、健診機関は、

原則として、これら標準物質を使用し、トレーサビリティも含めた十分な精度管理を

行うことが必要である。 

 

②血圧測定、腹囲計測 

血圧測定、腹囲計測については、測定方法を統一するため、これまでの国民健康・

栄養調査等で行われてきた測定手法をもとに検討を進めていく（ 別紙４ ）。 

 

３）学会ガイドラインとの整合性 

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）、糖尿病、高血圧症、高脂血症等の判

定基準値については、これらに関係する学会のガイドラインと整合性がとれたものとす

る。 

 

４）基準値等の定期的な見直し 

健診判定基準値等の見直しを定期的に検討するシステムについては、厚生労働科学研

究費補助金による研究班等を活用して、各学会の最新の知見に基づく判定基準値とする

ような体制の在り方について検討する。 

 

※ 具体的な健診項目ごとの標準的な測定方法、判定基準については別紙５参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5



標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

第３章 保健指導対象者の選定と階層化 

（１）保健指導対象者の選定と階層化の基準 

 

１）基本的考え方 

  生活習慣病の予防を期待できる内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の選定

及び階層化や、生活習慣病の有病者・予備群を適切に減少させることができたかを的確

に評価するために、保健指導対象者の選定及び階層化の標準的な数値基準が必要とな

る。 

 

２）具体的な選定・階層化の基準 

 

①内臓脂肪型肥満を伴う場合の選定 

   内臓脂肪蓄積の程度を判定するため、その基準として腹囲を用いるとともに、内臓

脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の判定基準となる高血糖、高血圧等のリス

クを評価する健診項目（血糖や血圧等の測定）を用いる。 

 

②内臓脂肪型肥満を伴わない場合の選定 

   腹囲計測によって内臓脂肪型肥満と判定されない場合にも、高血糖、高血圧等のリ

スクを評価する健診項目（血糖や血圧等の測定）を基本的な健診として実施すること

により、内臓脂肪型肥満を伴わない糖尿病、高血圧症等の個別の生活習慣病を判定す

ることができるようにする。 

 

③健診項目の判定基準 

「健診項目の基準値等の標準化」と同様に以下のようにする。 

 

血 糖 

情報提供 空腹時血糖 100mg/dl 未満、随時血糖 140mg/dl 未満、かつ、HbA1ｃ5.5％ 未満

保健指導 空腹時血糖 100mg/dl 以上 126mg/dl 未満、随時血糖 140mg/dl 以上 180mg/dl

未満、又は、HbA1ｃ5.5％以上 6.1％未満 

 受診勧奨 空腹時血糖 126mg/dl 以上、随時血糖 180mg/dl 以上、又は、HbA1ｃ6.1％ 以上

脂 質（中性脂肪、HDL コレステロール） 

情報提供 中性脂肪 150mg/dl 未満、かつ、HDL コレステロール 40mg/dl 以上 

保健指導 中性脂肪 150mg/dl 以上、又は、HDL コレステロール 40mg/dl 未満 

 受診勧奨 （同上）中性脂肪 150mg/dl 以上、又は、HDL コレステロール 40mg/dl 未満 

血 圧 

情報提供 収縮期血圧 130mmHg 未満、かつ、拡張期血圧 85mmHg 未満 

保健指導 収縮期血圧 130mmHg 以上 140mmHg 未満、又は、拡張期血圧 85mmHg 以上

90mmHg 未満 

 受診勧奨 収縮期血圧 140mmHg 以上、又は、拡張期血圧 90mmHg 以上 
 

第３章 保健指導対象者の選定と階層化 

（１）保健指導対象者の選定と階層化の基準 

 

１）基本的考え方 

  生活習慣病の予防を期待できる内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の選定

及び階層化や、生活習慣病の有病者・予備群を適切に減少させることができたかを的確

に評価するために、保健指導対象者の選定及び階層化の標準的な数値基準が必要とな

る。 

 

２）具体的な選定・階層化の基準 

 

①内臓脂肪型肥満を伴う場合の選定 

   内臓脂肪蓄積の程度を判定するため、その基準として腹囲を用いるとともに、内臓

脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の判定基準となる高血糖、高血圧等のリス

クを評価する健診項目（血糖や血圧等の測定）を用いる。 

 

②内臓脂肪型肥満を伴わない場合の選定 

   腹囲計測によって内臓脂肪型肥満と判定されない場合にも、高血糖、高血圧等のリ

スクを評価する健診項目（血糖や血圧等の測定）を基本的な健診として実施すること

により、内臓脂肪型肥満を伴わない糖尿病、高血圧症等の個別の生活習慣病を判定す

ることができるようにする。 

 

③健診項目の判定基準 

「健診項目の基準値等の標準化」については別紙５参照。 
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LDL コレステロール 

情報提供 120mg/dl 未満 

保健指導 120mg/dl 以上 140mg/dl 未満 

 受診勧奨 140mg/dl 以上 

血清尿酸 

情報提供 7.0mg/dl 未満 

保健指導 7.0mg/dl 以上 8.0mg/dl 未満 

 受診勧奨 8.0mg/dl 以上 

 

３）質問票による階層区分の変更 

健診結果による階層化を行った後、生活習慣の状況に関する質問票により、保健指導 

の対象者区分の変更を行う。 

 

４）対象者が治療中の場合 

対象者が現在医療機関において治療を行っている場合の保健指導については、事例毎 

の特性を踏まえた上で、主治医との連携の下に行うことが望ましい。 

なお、現在治療を行っている医療機関は、診療報酬における生活習慣病管理料や管理 

栄養士による外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料等を積極的に活用することが望 

まれる。 

  また、医療保険者は、生活習慣指導料等の情報を積極的に活用することが望まれる。 

 

［具体的な事例］ 

１）医療機関受診中だが、糖尿病等の生活習慣病については治療を行っていない事例 

２）医療機関で生活習慣病について治療を行っているが、健診で動機づけ支援、積極的支援の保

健指導の対象となったリスクに関連する生活習慣病については治療を行っていない事例（高血

圧の治療は行っているが、HbA1c が 5.5％以上 6.1％未満の場合） 

３）医療機関で生活習慣病について治療中であり、健診で動機づけ支援、積極的支援の保健指導

の対象となったリスクに関連する生活習慣病についても治療を行っている事例 

４）医療機関で生活習慣病について治療を行っているが、さらに生活習慣改善等の保健指導を行

う必要がある事例 
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（２）保健指導対象者の選定と階層化の方法 

 

１）基本的考え方 

○ 内臓脂肪の蓄積により、心疾患等のリスク要因（高血圧、高血糖、脂質異常等）が

増え、リスク要因が増加するほど心疾患等が発症しやすくなる。このため、保健指導

対象者の選定は、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目することが重要となる。

 

○ このため、内臓脂肪の蓄積を基本とし、リスク要因の数によって保健指導レベルを

設定していく。 

 

○ なお、内臓脂肪蓄積の寄与が比較的少ないと考えられる高血圧症、糖尿病等につい

ては、減量等を中心とした生活習慣改善をメニューとする保健指導とは異なる手法の

保健指導となる。 

 

２）具体的な選定・階層化の方法 

 

ステップ１ 

 ○ 腹囲と BMI で内臓脂肪蓄積のリスクを判定する 

  ・腹囲 M≧85cm、F≧90cm        →(1) 

  ・腹囲 M＜85cm、F＜90cm かつ BMI≧25 →(2) 

  ・(1)、(2)以外              →(3) 

 

ステップ２ 

 ○ 検査結果、質問票より追加リスクをカウントする。 

 ○ ①～③は内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の判定項目、④～⑥はその

他の関連リスクとし、④～⑥については①～③のリスクが 1 つ以上の場合にのみカウ

ントする。 

 

①血糖     a 空腹時血糖     110mg/dl 以上 又は 
（但し、(1)の動機づけ支援レベル判定及び(2)、(3)の場合には 100mg/dl）

          b 随時血糖の場合   140mg/dl 以上 又は 
          c HbA1ｃ        5.5％ 以上 又は 
          d 薬剤治療を受けている場合（質問票より） 

②脂質     a 中性脂肪      150mg/dl 以上 又は 
          b HDL コレステロール 40mg/dl 未満 又は 
          c 薬剤治療を受けている場合（質問票より） 

③血圧     a 収縮期       130mmHg 以上 又は 
          b 拡張期        85mmHg 以上 又は 
          c 薬剤治療を受けている場合（質問票より） 

 
④LDL コレステロール         120mg/dl 以上 
⑤質問票                喫煙歴あり 
⑥血清尿酸               7.0mg/dl 以上 

 

（２）保健指導対象者の選定と階層化の方法 

 

１）基本的考え方 

○ 内臓脂肪の蓄積により、心疾患等のリスク要因（高血圧、高血糖、脂質異常等）が

増え、リスク要因が増加するほど心疾患等が発症しやすくなる。このため、保健指導

対象者の選定は、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目することが重要となる。

 

○ このため、内臓脂肪の蓄積を基本とし、リスク要因の数によって保健指導レベルを

設定していくとともに、比較的若い時期（６５歳未満）に生活習慣の改善を行った方

が予防効果が期待できると考えられるため、年齢に応じた保健指導レベルの設定をし

ていく。 

 

○ その際、効果的・効率的に保健指導を実施していくためには、予防効果が多く期待

できる者を明確にし、保健指導対象者を選定する。 

 

○ 特定健康診査に相当する健診結果を提出した者に対しても、特定健康診査を受診し

た者と同様に、特定保健指導を実施する。 

 

２）具体的な選定・階層化の方法 

 

ステップ１ 

 ○ 腹囲と BMI で内臓脂肪蓄積のリスクを判定する 

  ・腹囲 M≧85cm、F≧90cm        →(1) 

  ・腹囲 M＜85cm、F＜90cm かつ BMI≧25 →(2) 

※（１）、（２）以外の者への対応については、３）留意事項参照

 

ステップ２ 

 ○ 検査結果、質問票より追加リスクをカウントする。 

 ○ ①～③は内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の判定項目、④はその他の

関連リスクとし、④喫煙歴については①から③のリスクが１つ以上場合にのみをカウ

ントする。 

 

①血糖     a 空腹時血糖     1０0mg/dl 以上 又は 
          b HbA1ｃの場合     5.２％ 以上 又は 
          c 薬剤治療を受けている場合（質問票より） 

②脂質     a 中性脂肪      150mg/dl 以上 又は 
          b HDL コレステロール 40mg/dl 未満 又は 
          c 薬剤治療を受けている場合（質問票より） 

③血圧     a 収縮期       130mmHg 以上 又は 
          b 拡張期        85mmHg 以上 又は 
          c 薬剤治療を受けている場合（質問票より） 

 
④質問票                喫煙歴あり 

8



   
標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

 

ステップ３ 

 ステップ１、２から保健指導レベルをグループ分け 

(1)の場合 

①～⑥のリスクのうち 

  追加リスクが ２以上の対象者（内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム） 

基準適合者）は    積極的支援レベル 

           ０又は１の対象者は    動機づけ支援レベル    とする。 

 

(2)の場合 

①～⑥のリスクのうち 

  追加リスクが ３以上の対象者は     積極的支援レベル 

         １又は２の対象者は    動機づけ支援レベル 

         ０の対象者は       情報提供レベル      とする。 

 

(3)の場合 

①～⑥のリスクのうち 

  追加リスクが ４以上の対象者は     積極的支援レベル 

         １から３の対象者は    動機づけ支援レベル 

         ０の対象者は       情報提供レベル      とする。 

 

（注） (3)の場合の支援法は、「内臓脂肪減少」を目的としたプログラムではなく、個人個人

の病態に応じた対応が必要。 

 

ステップ４ 

同時に実施する質問票※1 を用い、生活習慣改善の必要性を判定し、健診結果の保健指導

レベルと、質問結果の生活習慣改善の必要性との関係※2 から、追加的に保健指導のレベル

を決定する。 

 

※1 生活習慣改善の必要性を判断するための質問票 

質問項目 はい  いいえ 判定 

１．20 歳の時の体重から 10 ㎏以上増加している はい(1 点) いいえ(0 点) 1 点 

２．１回３０分以上の軽く汗をかく運動を週２日以上、１年

以上実施 

３．日常生活において歩行又は同等の身体活動を１日１時間

以上実施 

４．同世代の同性と比較して歩く速度が速い 

はい   いいえ 

はい   いいえ 

はい   いいえ 

 全て 

「いいえ」

は 1 点 

５．たばこを吸っている はい(1 点) いいえ(0 点) １点 

合     計 ＊点 

 

なお、本質問票は自記式を想定しており、回答の際の目安については、別途 Q&A を作成し、提示し

ていく。 

 

 

 

 

ステップ３ 

 ステップ１、２から保健指導レベルをグループ分け 

(1)の場合 

 ①～④のリスクのうち 

  追加リスクが  ２以上の対象者は    積極的支援レベル 

            １の対象者は    動機づけ支援レベル 

            ０の対象者は    情報提供レベル     とする。 

 

(2)の場合 

 ①～④のリスクのうち 

  追加リスクが  ３以上の対象者は    積極的支援レベル 

          １又は２の対象者は   動機づけ支援レベル 

          ０の対象者は      情報提供レベル     とする。 
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※2 健診結果の保健指導レベルと質問項目の合計点数による保健指導の判定 

健診結果の保健指導レベル 

 

 

情報提供 

レベル 

動機づけ支援 

レベル 

積極的支援 

レベル 

 

3

点 
   

 

2

点 
   

 

1

点 
   

 

質
問
項
目
の
合
計
点
数 

0

点 
  ※  

※ 印の該当者については、状況を確認の上、医療機関受診を検討する。 

 

対象者が医療機関で治療中の場合も、医療機関と連携を図り、医療機関で保健指導が
十分できない場合等には、主治医の指示の下、必要な保健指導が確保されるよう調整を
行うことが望ましい。 

なお、現在治療を行っている医療機関は、診療報酬上の生活習慣病管理料や管理栄養
士による外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料等を積極的に活用することが望まれ
る。 

また、医療保険者は、生活習慣病管理料等の情報を積極的に活用することが望まれる。
 

（例：高血圧の治療中であっても、血糖にリスクがある場合は、糖尿病予防のための保
健指導が必要であり、医療機関と連携した上で、必要な保健指導が確保されるよ
う調整することが重要。） 

 
詳細な健診（精密健診） 

  現行の老人保健事業での基本健康診査における判断基準を踏まえた一定の基準の下、
重症化の進展を早期にチェックするため、医師が必要と判断した場合は、詳細な健診（精
密健診）として、眼底検査、心電図等のうちから選択的に行うこととする。 

 
受診勧奨 

検査結果が、 
①血糖     a 空腹時血糖     126mg/dl 以上 又は  

         b 随時血糖の場合   180mg/dl 以上 又は  
         c HbA1c          6.1％ 以上     

②脂質     a 中性脂肪      150mg/dl 以上 又は 
         b HDL コレステロール 40mg/dl 未満 

③血圧     a 収縮期       140mmHg 以上 又は 
         b 拡張期        90mmHg 以上 

④血清尿酸               8.0mg/dl 以上 
⑤LDL コレステロール          140mg/dl 以上 

 
の場合で、治療が行われていない場合は、心血管病の進行予防（心疾患、脳卒中等の重
症化予防）のために治療が必要であることを指導し、治療の中断による重症化が起きな
いよう保健指導を継続することが重要である。 

なお、治療中であっても重症化を予防するためには生活習慣の改善が重要であること

から、現在治療を行っている医療機関は、診療報酬における生活習慣病管理料や管理栄

養士による外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料等を積極的に活用することが望ま

 

 

 
ステップ４ 

○ 血圧降下剤等を服薬中の者（質問票等において把握）については、継続的に医療

機関を受診しており、栄養、運動等を含めた必要な保健指導については、医療機関

において継続的な医学的管理の一環として行われることが適当であるため、医療保

険者による特定保健指導の対象としない。 

医療機関においては、生活習慣病管理料、管理栄養士による外来栄養食事指導料、

集団栄養食事指導料等を活用することが望ましい。 

なお、特定保健指導とは別に、医療保険者が、生活習慣病の有病者・予備群を減

少させるために、必要と判断した場合には、主治医の依頼又は、了解の下に、保健

指導を行うことができる。 

 

○ 市町村の一般衛生部門においては、主治医の依頼又は、了解の下に、医療保険者

と連携し、健診データ・レセプトデータ等に基づき、必要に応じて、服薬中の者の

住民に対する保健指導を行うべきである。 

 

○ 前期高齢者（６５歳以上７５歳未満）については、①予防効果が多く期待できる

６５歳までに、特定保健指導が既に行われてきていると考えられること、②日常生

活動作能力、運動機能等を踏まえ、ＱＯＬの低下に配慮した生活習慣の改善が重要

であること等の理由から、積極的支援の対象となった場合でも動機づけ支援とす

る。 

 
３）留意事項 

 ○ 医療保険者の判断により、動機づけ支援、積極的支援の対象者以外の者に対しても、

保健指導を実施することができる。 

 

○ 市町村の一般衛生部門においては、医療保険者と連携し、健診結果等のから、医療

機関を受診する必要があるにもかかわらず、医療機関を受診していない者に対する対

策、特定保健指導対象者以外の者に対する保健指導等を行うべきである。 

 
○ 特定保健指導の対象者のうち「積極的支援」が非常に多い場合は、健診結果、質問

票等によって、生活習慣の改善により予防効果が大きく期待できる者を明確にし、優

先順位をつけ保健指導を実施すべきである（第３編参照）。 

 
○ 保健指導を実施する際に、健診機関の医師が医療機関を直ちに受診する必要がある

と判断しているにもかかわらず、保健指導対象者が、医療機関を受診していない場合

は、心血管病の進行予防（心疾患、脳卒中等の重症化予防）のために治療が必要であ

ることを指導することが重要である。 

 

○ また、健診データ・レセプトデータ等に基づき、治療中断者を把握し、心血管病の

進行予防（心疾患、脳卒中等の重症化予防）のために治療の継続が必要であることを

指導することが重要である。 

積極的支援 

 

動機づけ支援 

 

情報提供 
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れる。医療機関で保健指導が十分できない場合等には、保健指導が確実に確保されるよ
う、医療機関と調整することが望ましい。 

また、医療保険者は、生活習慣病管理料等の情報を積極的に活用することが望まれる。

 

 

３）留意事項 

 ○ 健保組合や市町村などで、すべての対象者に対して、「動機づけ支援」（個別面接）

を行っている場合など、既に濃厚な保健指導を行っている場合は、あえて「情報提供」

のみの対象者を選定する必要はない。 

 

○ 保健指導の対象者のうち「積極的支援」が非常に多い場合は、健診結果によって優

先順位をつけ、最も必要な対象者に絞ることも差し支えない。ただし、年次計画を立

て、保健指導が必要な対象者に対しては、必ず保健指導が実施されるよう配慮する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）その他 

 健診結果の通知 

  医療保険者は、健診結果について、異常値を示している項目、異常値の程度、異常値

が持つ意義等について、わかりやすく受診者に通知する必要がある。 

 その際、健診機関は、別紙５に示す判定基準に、機械的に受診者の健診結果を判定値

に当てはめるのではなく、検査結果の持つ意義（例：血圧については、白衣高血圧等の

問題があり、再測定が重要であること、中性脂肪については、直前の食事摂取に影響を

受けること、血糖値については、受診勧奨判定値を超えていれば、直ちに医療機関を受

診する必要があること）、異常値の程度、年齢等を考慮した上で、医療機関を受診する

必要性を個別に医師が判断し、受診者に通知することが重要である。 

また、受診勧奨判定値を超えた場合でも、軽度の高血圧（収縮期血圧１４０～１５９

mmHg、拡張期血圧９０～９９mmHg）等であれば、服薬治療よりも、生活習慣の改

善を優先して行うことが一般的であり、特定保健指導の対象となった者については、健

診機関の医師の判断により、保健指導を優先して行い、効果が認められなかった場合に、

必要に応じて、受診勧奨を行うことが望ましい。 

 

詳細な健診 

  判断基準を踏まえた一定の基準の下、重症化の進展を早期にチェックするため、医師

が必要と判断した場合は、詳細な健診として、眼底検査、心電図等のうちから選択的に

行うこととする。 

 なお、健診機関は、基準を機械的に適用するのではなく、詳細な健診を行う必要性を

個別に医師が判断することとし、その判断理由等を医療保険者に通知するとともに、受

診者に説明することとする。 

 

肝機能検査等の取扱い 

ＬＤＬコレステロール、ＡＳＴ、ＡＬＴ、γ－GＴ等の階層化に用いられない検査結

果についても、保健指導判定値を超えている場合には、特定保健指導の際に、検査結果

に応じて、その病態、生活習慣の改善する上での留意点等をわかりやすく説明する必要

がある。 
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第４章 健診の精度管理 

内部精度管理と外部精度管理の実施 

（１）基本的考え方 

 内部精度管理、外部精度管理について、健診実施者は、「健康増進事業実施者に対する

健康診査の実施等に関する指針」における精度管理に関する事項に準拠して、精度管理

を行うものとする。 

 

（２）内部精度管理 

 内部精度管理については、原則として、特定非営利活動法人日本臨床検査標準協議会

（ＪＣＣＬＳ）、独立行政法人産業技術研究所が開発した標準物質を使用し、トレーサビ

リティも含めた十分な内部精度管理が定期的に行われ、検査値の精度が保証されている

ことが必要である。 

 

（３）外部精度管理 

 外部精度管理については、現在実施されている種々の外部精度管理事業（日本医師会、

日本臨床検査技師会、全国労働衛生団体連合会など）を定期的に受け、検査値の精度が

保証された結果であることが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 健診の精度管理 

内部精度管理と外部精度管理の実施 

（１）基本的考え方 

 内部精度管理、外部精度管理について、健診実施者は、「健康増進事業実施者に対す

る健康診査の実施等に関する指針」における精度管理に関する事項に準拠して、精度管

理を行うものとする。 

 

（２）内部精度管理 

 内部精度管理については、原則として、特定非営利活動法人日本臨床検査標準協議会

（ＪＣＣＬＳ）、独立行政法人産業技術研究所が開発した標準物質を使用し、トレーサ

ビリティも含めた十分な内部精度管理が定期的に行われ、検査値の精度が保証されてい

ることが必要である。 

 

（３）外部精度管理 

 外部精度管理については、現在実施されている種々の外部精度管理事業（日本医師会、

日本臨床検査技師会、全国労働衛生団体連合会など）を定期的に受け、検査値の精度が

保証された結果であることが必要である。 

 

 

（参 考） 

精度管理とは、健康診査の精度を保つため、その実施手順、検査の方法、検体の採取

や保存の条件、検査用機械器具、試薬、標準物質等が同一のものとなるように管理する

ことをいう。 

 これを同一の施設内で行うことを内部精度管理といい、複数の施設間で行うことを外

部精度管理という。 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

（参考）「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針」 

（平成１６年厚生労働省告示第２４２号）（抄） 

 

第二 健康診査の実施に関する事項 

二 健康診査の精度管理 

１ 健康増進事業実施者は、健康診査の精度管理(健康診査の精度を適正に保つことをいう。以下同

じ。)が生涯にわたる個人の健康管理の基盤として重要であることにかんがみ、健康診査における

検査結果の正確性を確保するとともに、検査を実施する者や精度管理を実施する者が異なる場合

においても、受診者が検査結果を正確に比較できるようにすること。また、必要のない再検査及

び精密検査を減らす等必要な措置を講じることにより健康診査の質の向上を図ること。 

２ 健康増進事業実施者は、健康診査を実施する際には、この指針に定める内部精度管理(健康診査

を行う者が自身で行う精度管理をいう。以下同じ。)及び外部精度管理(健康診査を行う者以外の

者が行う精度管理をいう。以下同じ。)を適切に実施するよう努めること。また、当該精度管理の

実施状況を当該健康増進事業の対象者に周知するよう努めること。 

３ 健康増進事業実施者は、健康診査の実施に関する内部精度管理として、次に掲げる事項を考慮

した規程を作成する等適切な措置を講じるよう努めること。 

(一) 健康診査の実施の管理者の配置等管理体制に関する事項 

(二) 健康診査の実施の手順に関する事項 

(三) 健康診査の安全性の確保に関する事項 

(四) 検査方法、検査結果の基準値、判定基準等検査結果の取扱いに関する事項 

(五) 検体の採取条件、検体の保存条件、検体の提出条件等検査の実施に関する事項 

(六) 検査用機械器具、試薬、標準物質等の管理について記録すること及びその記録を保存するこ

とに関する事項 

(七) 検査結果の保存及び管理に関する事項 

４ 健康増進事業実施者は、健康診査に関する外部精度管理として、全国規模で実施される外部精

度管理調査を定期的に受けること、複数の異なる外部精度管理調査を受けること等により、自ら

実施する健康診査について必要な外部精度管理を実施するよう努めること。 

５ 健康増進事業実施者は、健康診査の実施の全部又は一部を委託する場合は、委託先に対して前

二号に規定する内部精度管理及び外部精度管理を適切に実施するよう要請するとともに、当該内

部精度管理及び外部精度管理を適切に実施しているかについての報告を求める等健康診査の実施

につき委託先に対して適切な管理を行うこと。 

６ 健康増進事業実施者は、研修の実施等により健康診査を実施する者の知識及び技能の向上を図

るよう努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針」 

（平成１６年厚生労働省告示第２４２号）（抄） 

 

第二 健康診査の実施に関する事項 

二 健康診査の精度管理 

１ 健康増進事業実施者は、健康診査の精度管理(健康診査の精度を適正に保つことをいう。以下同

じ。)が生涯にわたる個人の健康管理の基盤として重要であることにかんがみ、健康診査における

検査結果の正確性を確保するとともに、検査を実施する者や精度管理を実施する者が異なる場合

においても、受診者が検査結果を正確に比較できるようにすること。また、必要のない再検査及

び精密検査を減らす等必要な措置を講じることにより健康診査の質の向上を図ること。 

２ 健康増進事業実施者は、健康診査を実施する際には、この指針に定める内部精度管理(健康診査

を行う者が自身で行う精度管理をいう。以下同じ。)及び外部精度管理(健康診査を行う者以外の

者が行う精度管理をいう。以下同じ。)を適切に実施するよう努めること。また、当該精度管理の

実施状況を当該健康増進事業の対象者に周知するよう努めること。 

３ 健康増進事業実施者は、健康診査の実施に関する内部精度管理として、次に掲げる事項を考慮

した規程を作成する等適切な措置を講じるよう努めること。 

(一) 健康診査の実施の管理者の配置等管理体制に関する事項 

(二) 健康診査の実施の手順に関する事項 

(三) 健康診査の安全性の確保に関する事項 

(四) 検査方法、検査結果の基準値、判定基準等検査結果の取扱いに関する事項 

(五) 検体の採取条件、検体の保存条件、検体の提出条件等検査の実施に関する事項 

(六) 検査用機械器具、試薬、標準物質等の管理について記録すること及びその記録を保存する

ことに関する事項 

(七) 検査結果の保存及び管理に関する事項 

４ 健康増進事業実施者は、健康診査に関する外部精度管理として、全国規模で実施される外部精

度管理調査を定期的に受けること、複数の異なる外部精度管理調査を受けること等により、自ら

実施する健康診査について必要な外部精度管理を実施するよう努めること。 

５ 健康増進事業実施者は、健康診査の実施の全部又は一部を委託する場合は、委託先に対して前

二号に規定する内部精度管理及び外部精度管理を適切に実施するよう要請するとともに、当該内

部精度管理及び外部精度管理を適切に実施しているかについての報告を求める等健康診査の実施

につき委託先に対して適切な管理を行うこと。 

６ 健康増進事業実施者は、研修の実施等により健康診査を実施する者の知識及び技能の向上を図

るよう努めること。 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

第５章 健診データ等の電子化 

（１）健診データ提出の電子的標準様式 

（健診機関等→医療保険者、医療保険者→医療保険者） 

 

１）基本的考え方 

○ 今後の新たな健診における、健診データの流れとして以下の場面が考えられる。 

（ 別紙６ 参照）

 

 ① 健康診査実施機関・保健指導実施機関→医療保険者〔法第 28 条〕 

 

 ②（被扶養者の健診を行った）医療保険者 

→（被扶養者所属の）医療保険者〔法第 26 条〕 

 

 ③（異動元の）医療保険者→（異動先の）医療保険者〔法第 27 条〕 

 

 ④ 労働安全衛生法に基づく健診を実施した事業者 

→（当該労働者所属の)医療保険者〔法第 27 条〕 

 

また、健康診査等の実施状況などについては、以下の流れが考えられる。 

 ⑤ 医療保険者→国、都道府県〔法第 15 条〕、支払基金〔法第 142 条〕 

 

  ※〔 〕内の法とは、「高齢者の医療の確保に関する法律」。 

 

○ 今回の新たな健診において、医療保険者には、被保険者の健診を実施する様々な健

診機関や、被扶養者の健診を実施する他の医療保険者、さらには労働安全衛生法に基

づく健診を実施する事業者などから、健診データが送付されてくることとなり、複数

の経路で複雑に情報のやりとりが行われる。このことから、データの互換性を確保し、

継続的に多くのデータを蓄積していくためには、国が電子的な標準様式を設定するこ

とが望ましいと考えられる。 

 

○ さらに、医療保険者ごとに健診・保健指導の実績を評価する際にも、膨大なデータ

を取り扱うことから、電子的標準様式が設定されることが必要と考えられる。 

 

○ また、電子的標準様式は、将来的に健診項目の変更、追加、削除、順番の変更等が

あっても対応が容易となるよう定めることが必要である。 

 

○ 個人情報の保護には十分に留意する。 

 

○ 人間ドック等他の健診のデータも、この電子的標準様式で収集できるようにする。

 

 ○ 収集された電子的情報はバックアップのために、複数の場所に保存する。 

 

 

 

 

第５章 健診データ等の電子化 

（１）健診データ提出の電子的標準様式 

（健診機関等→医療保険者、医療保険者→医療保険者） 

 

１）基本的考え方 

○ 今後の新たな健診における、健診データの流れとして以下の場面が考えられる。 

（ 別紙６ 参照）

 

 ① 健康診査実施機関・保健指導実施機関→医療保険者〔法第 28 条〕 

 

 ②（被扶養者の健診を行った）医療保険者 

→（被扶養者所属の）医療保険者〔法第 26 条〕 

 

 ③（異動元の）医療保険者→（異動先の）医療保険者〔法第 27 条〕 

 

 ④ 労働安全衛生法に基づく健診を実施した事業者 

→（当該労働者所属の)医療保険者〔法第 27 条〕 

 

また、健康診査等の実施状況などについては、以下の流れが考えられる。 

 ⑤ 医療保険者→国、都道府県〔法第 15 条〕、支払基金〔法第 142 条〕 

 

  ※〔 〕内の法とは、「高齢者の医療の確保に関する法律」。 

 

○ 今回の新たな健診において、医療保険者には、被保険者の健診を実施する様々な健

診機関や、被扶養者の健診を実施する他の医療保険者、さらには労働安全衛生法に基

づく健診を実施する事業者などから、健診データが送付されてくることとなり、複数

の経路で複雑に情報のやりとりが行われる。このことから、データの互換性を確保し、

継続的に多くのデータを蓄積していくためには、国が電子的な標準様式を設定するこ

とが望ましいと考えられる。 

 

○ さらに、医療保険者ごとに健診・保健指導の実績を評価する際にも、膨大なデータ

を取り扱うことから、電子的標準様式が設定されることが必要と考えられる。 

 

○ また、電子的標準様式は、将来的に健診項目の変更、追加、削除、順番の変更等が

あっても対応が容易となるよう定めることが必要である。 

 

○ 個人情報の保護には十分に留意する。 

 

○ 人間ドック等他の健診のデータも、この電子的標準様式で収集できるようにする。

 

 ○ 収集された電子的情報はバックアップのために、安全性の確保された複数の場所に

保存することが望ましい。 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

２）具体的な様式 

○ 前ページ①「健診機関等→医療保険者」の提出様式は、以下の要件を満たす「別添

の様式」（ 別紙７、別紙８ ）とする。 

・ 特定のメーカーのハード、ソフトに依存しない形式にすること 

・ 将来、システム変更があった場合でも対応が可能な形式にすること 

・ 健診機関、医療保険者等の関係者が対応できる方式とすること 

※ 研究班等で作成したフリーソフトを配布する。 

 

○ 前ページ②、③、④の提出様式についても、同様の標準様式ですることを考慮する。

 

○ 前ページ⑤の提出様式については、国、都道府県においては、「健康日本 21」及び

都道府県健康増進計画の見直し及び進捗状況の把握のために、各医療保険者から健

診・保健指導実施状況報告が必要であり、そのための標準様式も必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）具体的な様式 

○ 前ページ①「健診機関等→医療保険者」の提出様式は、以下の要件を満たす「別添

の様式」（ 別紙７、別紙８ ）とする。 

・ 特定のメーカーのハード、ソフトに依存しない形式にすること 

・ 将来、システム変更があった場合でも対応が可能な形式にすること 

・ 健診機関、医療保険者等の関係者が対応できる方式とすること 

※ 研究班等で作成したフリーソフトを配布する。 

 

○ 前ページ②、③、④の提出様式についても、同様の標準様式ですることを考慮する。

 

○ 前ページ⑤の提出様式のうち、国、都道府県が、全国医療費適正化計画及び都道府

県医療費適正化計画の進捗状況や実績の評価のために、各医療保険者から収集する健

診・保健指導実施状況については、各医療保険者から支払基金への報告様式を利用す

ることが考えられる。 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

（２）健診項目の標準コードの設定 

 

１）基本的考え方 

○ 今後の新たな健診において、電子化された膨大な健診データが継続的に取り扱われ

ることになる。その際に、健診項目についても、標準的な表記方法で皆が統一的に使

用しなければ、同一の検査であるかどうかについて、電子的に判断できない。そのた

め、標準的な表記方法として健診項目ごとに標準コードを設定することが必要となる。

 

 ○  血液検査データの標準コードは日本臨床検査医学会が作成した JLAC10（ジェイラ

ックテン）を標準的なものとする。 

 

 ○ 質問票についても、標準的な質問項目の設定とその標準コードの設定が必要である。

 

２）具体的な標準コード 

○ 血液検査データについては、既存の JLAC10 コード（運用コード）を使用する。

 

○ 質問項目、身長等の JLAC10 コードのない項目については、JLAC10 のコード体

系に準じたコードを検討し、標準コードとして設定する。 

 

※  なお、国がフォーマットを定め、上記標準コードはタグの“名称”が決定していることから、

標準コード不要論もあるが、今後の拡張性を考慮し、利用する。 

 

 

（参考） 

標準コードの例。（JLAC10 の運用コード〔6 桁〕を使用） 

303610 トリグリセライド 

303850 ＨＤＬコレステロール 

303890 ＬＤＬコレステロール 

300340 ＡＳＴ（ＧＯＴ） 

300390 ＡＬＴ（ＧＰＴ） 

300690 γーＧＴ（γーＧＴＰ） 

302110 クレアチニン(血清) 

302700 空腹時血糖 

302710 随時血糖 

302880 HbA1ｃ 

3021８0 尿酸(血清) 

 

 

 

（２）健診項目の標準コードの設定 

 

１）基本的考え方 

○ 今後の新たな健診において、電子化された膨大な健診データが継続的に取り扱われ

ることになる。その際に、健診項目についても、標準的な表記方法で皆が統一的に使

用しなければ、同一の検査であるかどうかについて、電子的に判断できない。そのた

め、標準的な表記方法として健診項目ごとに標準コードを設定することが必要となる。

 

 ○  血液検査データの標準コードは日本臨床検査医学会が作成した JLAC10（ジェイラ

ックテン）を標準的なものとする。 

 

 ○ 質問票についても、標準的な質問項目の設定とその標準コードの設定が必要である。 

 

２）具体的な標準コード 

○ 血液検査データについては、既存の JLAC10 コード（運用コード）を使用する。

 

○ 質問項目、身長等の JLAC10 コードのない項目については、JLAC10 のコード体

系に準じたコードを検討し、標準コードとして設定する。 

 

※ なお、国がフォーマットを定め、上記標準コードはタグの“名称”が決定していることから、

標準コード不要論もあるが、今後の拡張性を考慮し、利用する。 

 

 

（参考） 

標準コードの例。（JLAC10 の運用コード〔6 桁〕を使用） 

303610 トリグリセライド 

303850 ＨＤＬコレステロール 

303890 ＬＤＬコレステロール 

300340 ＡＳＴ（ＧＯＴ） 

300390 ＡＬＴ（ＧＰＴ） 

300690 γーＧＴ（γーＧＴＰ） 

302700 空腹時血糖 

302710 随時血糖 

302880 HbA1ｃ 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

（３）健診機関・保健指導機関コードの設定 

１）基本的考え方 

○ 医療保険者が被保険者の健診データを管理するためには、健診機関ごとのデータを

一括で管理することになる。特に、被保険者の医療保険者間異動があった場合、医療

保険者毎に異なった健診機関、保健指導機関のコードを設定していては、十分な分析

と評価が出来ない恐れがある。 

 

○ 糖尿病等の生活習慣病有病者・予備群を確実に減らすためには、事業の評価を行う

ため、健診機関、保健指導機関毎のデータ比較が可能となるよう、健診機関、保健指

導機関コードの設定が必要と考えられる。 

 

○ なお、医療機関の場合は、既にある保険医療機関コードを活用することが考えられ

るが、二重に発番がなされていないことを確認する必要がある。 

 

２）具体的なコードの設定 

都道府県や国が健診機関コード、保健指導機関コードを設定することは事務的に

困難と考えられるため、 

① 健診機関が医療機関の場合は、保険医療機関番号を代用し、保険医療機関として登

録がなされていない健診機関や保健指導機関については、例えば、既存の電話番号を

利用することで対応する 

② 第三者機関が別途、新たに発行する 

等の方法が可能かどうか検討を行う。 

 

○具体的な健診機関コードの設定手順 

・ 保険医療機関である場合、既存の保険医療機関コードを活用して、 

「都道府県番号（2 桁）＋000(3 桁)＋固有番号（7 桁）＋登録年（2 桁）＋種別番

号（1 桁、医科なら 1）の計 15 桁」とする。 

※ 二重発番の可能性もあるため、制度開始時（2008（平成２０）年４月１日）に存在する

保険医療機関は、固有番号の後ろに 08（2 桁）、2008（平成２０）年度以降新たに登録

された保険医療機関については、発番された年の西暦下 2 桁を置く。 

・ 保険医療機関としてのコードを有さない機関については、000(3 桁)＋固有番号（7

桁）の部分を、機関の所有する既存の番号（電話番号の下 10 桁※）に置き換え、コ

ードとする。 

※ 以後、電話番号が変更されても最初に登録した電話番号を使い続けることが必要と考え

る。 

 ・ 保健指導のみ実施する機関については、1 桁の新たな種別番号を設定する必要があ

る。 

 

○健診機関コード情報の収集・台帳の整理 

都道府県毎の保険者協議会等において、上記の手順に従ったコード設定を行い、健

診機関コード情報を収集・整理していくこととする。 

 

（３）健診機関・保健指導機関コードの設定 

１）基本的考え方 

○ 医療保険者が被保険者の健診データを管理するためには、健診機関ごとのデータを

一括で管理することになる。特に、被保険者の医療保険者間異動があった場合、医療

保険者毎に異なった健診機関、保健指導機関のコードを設定していては、十分な分析

と評価が出来ない恐れがある。 

 

○ 糖尿病等の生活習慣病有病者・予備群を確実に減らすためには、事業の評価を行う

ため、健診機関、保健指導機関毎のデータ比較が可能となるよう、健診機関、保健指

導機関コードの設定が必要と考えられる。 

 

○ なお、医療機関の場合は、既にある保険医療機関コードを活用することが考えられ

るが、二重に発番がなされていないことを確認する必要がある。 

 

２）具体的なコードの設定 

都道府県や国が健診機関コード、保健指導機関コードを設定することは事務的に

困難と考えられるため、 

① 健診機関が医療機関の場合は、保険医療機関番号を代用し、保険医療機関として登

録がなされていない健診機関や保健指導機関については、例えば、既存の電話番号を

利用することで対応する 

② 第三者機関が別途、新たに発行する 

等の方法が可能かどうか検討を行う。 

 

○具体的な健診機関コードの設定手順 

・ 保険医療機関である場合、既存の保険医療機関コードを活用して、 

「都道府県番号（2 桁）＋000(3 桁)＋固有番号（7 桁）＋登録年（2 桁）＋種別番

号（1 桁、医科なら 1）の計 15 桁」とする。 

※ 二重発番の可能性もあるため、制度開始時（2008（平成２０）年４月１日）に存在す

る保険医療機関は、固有番号の後ろに 08（2 桁）、2008（平成２０）年度以降新たに登

録された保険医療機関については、発番された年の西暦下 2 桁を置く。 

・ 保険医療機関としてのコードを有さない機関については、000(3 桁)＋固有番号（7

桁）の部分を、機関の所有する既存の番号（電話番号の下 10 桁※）に置き換え、コ

ードとする。 

※ 以後、電話番号が変更されても最初に登録した電話番号を使い続けることが必要と考え

る。 

 ・ 保健指導のみ実施する機関については、1 桁の新たな種別番号を設定する必要があ

る。 

 

○健診機関コード情報の収集・台帳の整理 

支払基金、国保連合会等の特定健診・保健指導の支払いを代行する機関において、

上記の手順に従ったコード設定を行い、健診機関コード情報を一元的に収集・整理す

ると共に関係者間で共有していくことが考えられる。 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

（４）生涯を通じた健診情報のデータ管理を行う場合の留意点 

１）基本的考え方 

○ 医療保険者、被保険者・被扶養者が生涯を通じて健康情報を活用できるユニークコ

ード（「健診データ登録番号」）の設定は、個人情報の保護に十分配慮して行う必要が

ある。 

 

○ 健診データのやりとりは複数の経路で複雑に行われ、継続的にデータを蓄積してい

くこととなり、同一人物のものであるかどうかを確認して行く必要があることから、

一意性を保つことができる整理番号の設定やデータの互換性が必要である。 

 

＜健診データのやりとり＞ 

① 健康診査実施機関・保健指導実施機関→医療保険者〔法第 28 条〕 

② （被扶養者の健診を行った）医療保険者→（被扶養者の所属する）医療保険者〔法第 26 条〕

③ （異動元の）医療保険者→（異動先の）医療保険者〔法第 27 条〕 

④ 労働安全衛生法に基づく健診を行った事業者 

→（当該労働者の所属する）医療保険者〔法第 27 条〕 

※〔 〕内の法とは、「高齢者の医療の確保に関する法律」。 

（なお、⑤医療保険者→国、都道府県等については、第４編第３章を参照。） 

 

２）健診データ登録番号の設定手順 

医療保険者は、被保険者・被扶養者ごとに健診データを整理するため、一定のルール

に基づき、一意性を保つことができる登録番号の設定を以下の手順で行う。 

 

○ 既存の保険者番号（法別番号と都道府県番号を含んだ 8 桁の数字）と一意性のある

個人の固有番号（例：現在被保険者・被扶養者が使用している被保険者番号、職員番

号、健診整理番号など）を併せて健診データ登録番号とする。 

 

○ 固有番号は、一度個人に発行した後は、その同じ番号を別の個人に再発行しないこ

とが必要である。例えば、被保険者番号の場合は発行年度の西暦の下２桁を追加する

ことで一意性を保つことができると考えられる。 

 

○ 被保険者番号では個人毎の番号でない場合もあるため、枝番号を追加することで対

応することが考えられる。 

 

○ 医療保険者間を異動した場合は、前に所属していた医療保険者で使用していた健診

データ登録番号（例：平成 20 年４月 1 日現在に所属していた医療保険者で交付され

た番号）が健診データとともに持ち運ばれることで、異動後の医療保険者は被保険者

の健診データを管理することが可能となる。 

 

○ また、被保険者の希望により異動したところで全く新しい番号を発行してもらうこ

とも可能となると考えられる。 

 

（４）生涯を通じた健診情報のデータ管理を行う場合の留意点 

１）基本的考え方 

○ 医療保険者は、被保険者・被扶養者ごとに健診データを整理するため、一意性を保

つことができる個人の固有番号を利用することが考えられる。なお、この場合は、個

人情報の保護に十分配慮して行う必要がある。 

 

２）個人の固有番号等を利用する場合の考え方 

○ 既存の保険者番号（法別番号と都道府県番号を含んだ 8 桁の数字）と一意性のある

個人の固有番号（例：現在被保険者・被扶養者が使用している被保険者の記号・番号、

職員番号、健診整理番号など）を用いる。 

 

○ 固有番号は、一度個人に発行した後は、その同じ番号を別の個人に再発行しないこ

とが必要である。例えば、被保険者番号の場合は発行年度の西暦の下２桁を追加する

ことで一意性を保つことができると考えられる。 

 

○ 被保険者証の記号・番号が個人毎の番号となっていない場合もあるため、生年月日

やカタカナ名等、他の項目と組み合わせて個人を識別するか、枝番号を追加すること

で対応することが考えられる。 

 

○ 医療保険者間を異動した場合は、前に所属していた医療保険者において、健診デー

タ管理に用いられて記号・番号を、異動した医療保険者において新しい被保険者番号

等を発行し、差し替えることで、異動後の医療保険者は被保険者の健診データを管理

することが可能となる。 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

（５）特定健診における健診結果の保存年限 

 

１）基本的考え方 

○ 蓄積された健診データを使用することにより効果的・効率的な健診・保健指導を実

施することが可能となると考える。また、生涯を通じた自己の健康管理の観点からも

継続的な健診データが必要である。 

 

○ このため、原則として、医療保険者は被保険者の生涯（４０歳から７４歳）を通じ

てデータを保存し参照できるようにする。 

 

２）具体的な保存年限 

① ４０歳から７４歳までの被保険者・被扶養者が加入者となっている限りは当該医療

保険者が保存 

② 医療保険者の被保険者でなくなった時以降は、次の医療保険者に引き継がれるまで

か、空白期間ができるだけ生じないよう、例えば 1 年程度の一定期間が経過するまで

保存 

③ 原則、４０歳以降の全データを次の医療保険者へ引き継ぐ 

等の考え方を原則として、関係機関（医療保険者団体等）と調整の上、具体的な保存年

限を設定していく。 

 

〔参考〕他制度における保存年限 

・老人保健法（老健事業） 

基本健康診査 特段の規定なし 

がん検診   3 年間（通知） 

・労働安全衛生法（事業者健診） 

   一般定期健康診断 5 年間（規則） 

   特殊健診 5 年、7 年（じん肺）、30 年（放射線、石綿、特定化学物質の一部） 

   ※じん肺 5 年→7 年（S53） 

    理由：少なくとも前２回分の記録（3 年以内毎の健診）が必要であるから。 

・政管健保 生活習慣病予防検診 5 年を目途 

・診療録（カルテ） 5 年間（医師法第 24 条） 

・レセプト（診療報酬明細書等） 5 年間（政府管掌健康保険、国民健康保険） 

（健康保険組合は、組合毎に適当な保存期間を設定できる） 

 

例: 兵庫県尼崎市役所においては、職員の健診記録は原則として、在籍している限り保存するこ 

  ととなっている。この長期保存データを遡って見た場合、心筋梗塞等の重症化した者は、10

    年以上前から肥満があり、中性脂肪も併せて高いことなどが確認され、早期の段階で介入すれ

    ば予防することができたのではないかという評価が可能となり、さらに、今後同様の状況にあ

る者に対して、優先的に介入するなどの戦略を立てることができる。 

 

 

５）特定健診における健診結果の保存年限の考え方 

 

１）基本的考え方 

○ 医療保険者は、蓄積された健診データを使用することにより効果的・効率的な健

診・保健指導を実施することが可能となると考える。また、被保険者・被扶養者は、

生涯を通じた自己の健康管理の観点から、継続的な健診データが必要である。 

 

○ このため、医療保険者や被保険者・被扶養者は、できる限り長期間、健診データを

保存し参照できるようにすることが望ましい。 

 

２）具体的な保存年限 

① ４０歳から７４歳までの被保険者・被扶養者が加入者となっている限りは当該医療

保険者が保存することが望ましい。 

② 医療保険者の被保険者でなくなった時以降は、次の医療保険者に引き継がれるまで

か、空白期間ができるだけ生じないよう、例えば 1 年程度の一定期間が経過するまで

保存する必要がある。 

③ 被保険者が希望する場合には、４０歳以降の全データを次の医療保険者へ引き継ぐ

必要がある。 

④ 他法令の健康診断結果等の保存年限等を参考とした上で、関係機関（医療保険者団

体等）の意見を踏まえ、具体的な保存年限を設定していく必要がある。 

 

〔参考〕他制度における保存年限 

・老人保健法（老健事業） 

基本健康診査 特段の規定なし 

がん検診   3 年間（通知） 

・労働安全衛生法（事業者健診） 

   一般定期健康診断 5 年間（規則） 

   特殊健診 5 年、7 年（じん肺）、30 年（放射線、特定化学物質の一部）、40 年（石綿）

   ※じん肺 5 年→7 年（S53） 

    理由：少なくとも前２回分の記録（3 年以内毎の健診）が必要であるから。 

・政管健保 生活習慣病予防検診 5 年を目途 

・診療録（カルテ） 5 年間（医師法第 24 条） 

・レセプト（診療報酬明細書等） 5 年間（政府管掌健康保険、国民健康保険） 

（健康保険組合は、組合毎に適当な保存期間を設定できる） 

 

例: 兵庫県尼崎市役所においては、職員の健診記録は原則として、在籍している限り保存するこ

 ととなっている。この長期保存データを遡って見た場合、心筋梗塞等の重症化した者は、10 年

 以上前から肥満があり、中性脂肪も併せて高いことなどが確認され、早期の段階で介入すれば

 予防することができたのではないかという評価が可能となり、さらに、今後同様の状況にあ る者

に対して、優先的に介入するなどの戦略を立てることができる。 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

第６章 健診の実施に関するアウトソーシング 

（１）基本的考え方 

 ○ アウトソーシングを推進することにより、利用者の利便性に配慮した健診（例えば、

土日・祝日に行うなど）を実施するなど対象者のニーズを踏まえた対応が可能となり、

健診の受診率の向上が図られる。一方で、精度管理が適切に行われないなど健診の質

が考慮されない価格競争となることも危惧されるため、質の低下に繋がることがない

よう委託先における健診の質を確保することが不可欠である。 

 

○ 医療保険者が事業者1へ健診の実施を委託する場合には、委託基準を作成し、本プロ

グラムに定める内容の健診が適切に実施される事業者を選定する必要がある。なお、

健診・保健指導の事業の企画及び評価については医療保険者自らが行う。 

 

 ○ 委託先の事業者は、健診の実施機関ごとに測定値及びその判定等が異ならないよう、

健診の精度管理を適切に行う必要がある。 

 

 ○ 医療保険者は、委託契約期間中には、健診が適切に実施されているかについてモニ

タリングを行うことが重要である。 

 

○ 個人情報については、その性格と重要性を十分認識し、適切に取り扱わなければな

らず、特に、医療分野は、「個人情報の保護に関する基本方針」（平成１６年４月２日

閣議決定）等において、個人情報の性質や利用方法等から、特に適正な取扱いの厳格

な実施を確保する必要がある分野の一つとされていることから、委託先の事業者は個

人情報を適切に取り扱わなければならない。なお、健診結果等の情報を取り扱う業務

のみを委託する場合にも、委託先の事業者は次ページ（２）④に定める健診結果等の

情報の取扱いに関する基準を遵守することが求められる。 

 

 ○ 医療保険者が基準を満たしている委託先を選定しやすいようにするため、保険者協

議会等においてホームページを作成し、事業者の申告に基づき、事業者の各種情報を

掲載するなどの方策を検討する必要がある。 

 

○ なお、巡回型・移動型で健診を行う場合も、委託先の事業者の施設で行う基準と同

じとする必要がある。 

 

 
 １医療保険者から健診業務の委託を受けて健診を実施する事業者をいう。 

 

※ 医療保険者自らが実施する場合も本基準と同じ基準を満たす必要があるかに

ついては、今後、更に検討が必要。 

第６章 健診の実施に関するアウトソーシング 

（１）基本的考え方 

 ○ アウトソーシングを推進することにより、利用者の利便性に配慮した健診（例えば、

土日・祝日に行うなど）を実施するなど対象者のニーズを踏まえた対応が可能となり、

健診の受診率の向上が図られる。一方で、精度管理が適切に行われないなど健診の質

が考慮されない価格競争となることも危惧されるため、質の低下に繋がることがない

よう委託先における健診の質を確保することが不可欠である。 

 

 ○ 健診機関は、敷地内禁煙にするなど、健康増進に関する取組みを積極的に行う必要

がある。 

 

○ 医療保険者が事業者1へ健診の実施を委託する場合には、委託基準を作成し、本プロ

グラムに定める内容の健診が適切に実施される事業者を選定する必要がある。なお、

健診・保健指導の事業の企画及び評価については医療保険者自らが行う。 

 

 ○ 委託先の事業者は、健診の実施機関ごとに測定値及びその判定等が異ならないよ

う、健診の精度管理を適切に行う必要がある。 

 

 ○ 医療保険者は、委託契約期間中には、健診が適切に実施されているかについてモニ

タリングを行うことが重要である。 

 

○ 個人情報については、その性格と重要性を十分認識し、適切に取り扱わなければな

らず、特に、医療分野は、「個人情報の保護に関する基本方針」（平成１６年４月２日

閣議決定）等において、個人情報の性質や利用方法等から、特に適正な取扱いの厳格

な実施を確保する必要がある分野の一つとされていることから、委託先の事業者は個

人情報を適切に取り扱わなければならない。なお、健診結果等の情報を取り扱う業務

のみを委託する場合にも、委託先の事業者は次ページ（２）④に定める健診結果等の

情報の取扱いに関する基準を遵守することが求められる。 

 

 ○ 医療保険者が基準を満たしている委託先を選定しやすいようにするため、保険者協

議会等においてホームページを作成し、事業者の申告に基づき、事業者の各種情報を

掲載するなどの方策を検討する必要がある。 

 

○ なお、巡回型・移動型で健診を行う場合も、委託先の事業者の施設で行う基準と同

じとする必要がある。 

 
 １医療保険者から健診業務の委託を受けて健診を実施する事業者をいう。 

※ 医療保険者自らが実施する場合も本基準と同じ基準を満たす必要がある。 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

（２）具体的な基準 

①人員に関する基準 

ａ 本プログラムに定める内容の健診を適切に実施するために必要な医師、臨床検査

技師及び看護師等が確保されていること。 

 

 ②施設又は設備等に関する基準 

  ａ 本プログラムに定める内容の健診を適切に実施するために必要な施設及び設備を有

していること。 

ｂ 検査や診察を行う際、受診者のプライバシーが十分に保護される施設（部屋）が

確保されていること。 

ｃ 救急時における応急処置のための設備を有していること。 

ｄ 健診が実施される施設の敷地内が全面禁煙とされていること。 

 

③精度管理に関する基準 

ａ 本プログラムにおいて定める検査項目では、標準物質による内部精度管理が定期

的に行われ、検査値の精度が保証されていること。 

  ｂ 現在実施されている種々の外部精度管理調査（日本医師会、日本臨床検査技師会、

全国労働衛生団体連合会など）を定期的に受け、検査値の精度が保証されている結

果であること。 

  ｃ 健診の精度管理上の問題点があった場合に、適切な対応策が講じられること。 

 

④健診結果等の情報の取扱いに関する基準 

ａ 本プログラムにおいて定める電子的標準様式により、医療保険者に対して健診結

果を安全かつ速やかにＣＤ－Ｒ等の電磁的方式により提出すること。 

ｂ 健診の受診者本人への通知に関しては、国が定める標準的な様式により行われる

ようにすること。 

ｃ 受診者の健診結果や心電図等の健診記録が適切に保存・管理されていること。 

ｄ 個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及びこれに基づくガ

イドライン（「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイド

ライン」（平成１６年１２月２４日厚生労働省）、「健康保険組合等における個人情報

の適切な取扱いのためのガイドライン」（平成１６年１２月２７日厚生労働省）、

「国民健康保険組合における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（平成

１７年４月１日厚生労働省）等）等を遵守すること。 

ｅ 健診結果の電子媒体による保存等については、「医療情報システムの安全管理に関 す

るガイドライン」（平成１７年３月厚生労働省）を遵守すること。 

ｆ 健診結果の分析等を委託する際には、本来必要とされる情報の範囲に限って提供

すべきであり、個人情報をマスキングすることや個人が特定できない番号を付すこ

となどにより、当該個人情報を匿名化すること。 

 

 

（２）具体的な基準 

①人員に関する基準 

ａ 本プログラムに定める内容の健診を適切に実施するために必要な医師、看護師等

が質的・量的に確保されていること。 

ｂ 常勤の管理者が置かれていること。ただし、管理上支障がない場合は、健康診断

機関の他の職務に従事し、又は同一の敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従

事することができるものとする。 

 

 ②施設又は設備等に関する基準 

  ａ 本プログラムに定める内容の健診を適切に実施するために、必要な施設及び設備

を有していること。 

ｂ 検査や診察を行う際、受診者のプライバシーが十分に保護される施設（部屋）が

確保されていること。 

ｃ 救急時における応急処置のための体制を整えていること。 

ｄ 健康増進法第２５条に定める受動喫煙の防止措置が講じられていること。 

 

③精度管理に関する基準 

ａ 本プログラムにおいて定める検査項目では、標準物質による内部精度管理が定期

的に行われ、検査値の精度が保証されていること。 

  ｂ 現在実施されている種々の外部精度管理調査（日本医師会、日本臨床検査技師会、

全国労働衛生団体連合会など）を定期的に受け、検査値の精度が保証されている結

果であること。 

  ｃ 健診の精度管理上の問題点があった場合に、適切な対応策が講じられること。 

ｄ 検査を外部から委託する場合にあたっては、委託を受けた事業者においてａ-ｃ

の措置が講じられていること 

 

④健診結果等の情報の取扱いに関する基準 

ａ 本プログラムにおいて定める電子的標準様式により、医療保険者に対して健診結

果を安全かつ速やかにＣＤ－Ｒ等の電磁的方式により提出すること。 

ｂ 健診の受診者本人への通知に関しては、国が定める標準的な様式に準拠して行わ

れるようにすること。 

ｃ 受診者の健診結果等が適切に保存・管理されていること。 

ｄ 正当な理由がなく、その業務上知り得た健診受診者の情報を漏らしてはならな

い。 

ｅ 個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及びこれに基づくガ

イドライン（「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イドライン」（平成１６年１２月２４日厚生労働省）、「健康保険組合等における
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 個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（平成１６年１２月２７日厚生労 

働省）、「国民健康保険組合における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライ

安全管理に関するガイドライン」（平成１７年３月厚生労働省）を遵守すること。 

ｆ 医療保険者の委託を受けて健診結果を保存する場合には、「医療情報システムの

安全管理に関するガイドライン」（平成１７年３月厚生労働省）を遵守すること。 

ｇ 健診結果の分析等を行うため、医療保険者の委託を受けて健診結果を外部に提供

する場合は、本来必要とされる情報の範囲に限って提供すべきであり、個人情報を

マスキングすることや個人が特定できない番号を付すことなどにより、当該個人情

報を匿名化すること。 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

⑤運営等に関する基準 

ａ 対象者にとって受診が容易になるよう、利用者の利便性に配慮した健診（例えば、

土日・祝日に行うなど）を実施するなど受診率を上げるよう取り組むこと。 

  ｂ 医療保険者の求めに応じ、医療保険者が適切な健診の実施状況を確認する上で必

要な資料の提出等を速やかに行うこと。 

  ｃ 健診実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該健診実施者の資質の

向上に努めていること。 

ｄ 本プログラムに定める内容の健診を適切かつ継続的に実施することができる財務

基盤を有すること。 

ｅ 医療保険者から受託した業務の一部の再委託が行われる場合には、医療保険者が

委託先と委託契約を締結するに当たり、当該委託契約において、再委託先との契約

において本基準に掲げる事項を遵守することを明記すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤運営等に関する基準 

ａ 対象者にとって受診が容易になるよう、利用者の利便性に配慮した健診（例えば、

土日・祝日に行うなど）を実施するなど受診率を上げるよう取り組むこと。 

  ｂ 医療保険者の求めに応じ、医療保険者が適切な健診の実施状況を確認する上で必

要な資料の提出等を速やかに行うこと。 

  ｃ 健診実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該健診実施者の資質の

向上に努めていること。 

ｄ 本プログラムに定める内容の健診を適切かつ継続的に実施することができる財

務基盤を有すること。 

ｅ 医療保険者から受託した業務の一部の再委託が行われる場合には、医療保険者が

委託先と委託契約を締結するに当たり、当該委託契約において、再委託先との契約

において本基準に掲げる事項を遵守することを明記すること。 

ｆ 次に掲げる事項の運営についての重要事項に関する規程を定め、健康診断機関の

みやすい場所に当該規定の概要等の掲示や、ホームページ上での掲載等を通じて、

当該規程の内容を広く周知すること。 

 一 事業の目的及び運営の方針 

 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 三 健康診査の実施日及び実施時間 

 四 健康診断の内容及び価格その他の費用の額 

 五 通常の事業の実施地域 

 六 緊急時における対応 

 七 その他運営に関する重要事項 

ｇ 健康診断実施者に身分を証する書類を携行させ、健診受診者から求められたとき

は、これを掲示すること。 

ｈ 健康診断実施者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うととも

に、健康診断機関の設備及び備品等について、衛生的な管理を行うこと。 

ｉ 健康診断機関について、虚偽又は誇大な広告を行わないこと。 

ｊ 健診受診者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるた

めの窓口を設置する等の必要な措置を講じるとともに、苦情を受け付けた場合に

は。当該苦情の内容等を記録すること。 

ｋ 従業者及び会計に関する諸記録を整備すること。 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

  老人保健事業 労働安全衛生

健康診査 定期健康診断

質　問 (問　診） ○ ○ ○

診 計 身長 ○ ○ □

体重 ○ ○ ○

察 測 肥満度・標準体重 ○ ○ ○

腹囲 ○ 新規追加
メタボリックシンドローム判定基準の項目であるた
め。

視　　力 ○

等 聴　　力 ○

理学的所見（身体診察） ○ ○ ○

血圧 ○ ○ ○

脂 総コレステロール定量 ○ ■ 廃止
（間接法にてLDL-Cを算出する際は、実際に測定
する）

中性脂肪 ○ ○ ■

質 HDLーコレステロール ○ ○ ■

LDLーコレステロール ○ 新規追加
独立した心血管危険因子の判定指標として有用で
あるため。

肝 ＡＳＴ（ＧＯＴ） ○ ○ ■

機 ＡＬＴ（ＧＰＴ） ○ ○ ■

能 γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ） ○ ○ ■

代 空腹時血糖 ○ ○ ■1

謝 尿　　糖 半定量 □ ○ □ 必須→選択
血糖、HbA1ｃ測定により、より正確な診断が可能で
あるため。

系 血清尿酸 ○ 新規追加
メタボリックシンドローム判定時の参考指標として
有用であるため。

ヘモグロビンＡ１Ｃ ○ □ ■1 選択→必須 高血糖状態の判定をより正確に行うため。

ヘマトクリット値 □ □

血色素測定 □ □ ■

赤血球数 □ □ ■

尿 尿蛋白 半定量 □ ○ ○ 必須→選択
血清クレアチニン等である程度の腎障害は判定で
きるため。

・ 潜　　血 □ ○ 必須→選択

腎機能 尿沈渣

血清クレアチニン ○ ○

心機能 12誘導心電図 □ □ ■

肺 胸部X線 ○

喀痰細胞診 □

眼底検査 □ □

○…　必須項目

□…　医師の判断に基づき選択的に実施する項目

■…　35歳及び40歳以上の者については必須項目、それ以外のものについては

　　　　医師の判断に基づき選択的に実施する項目

■1… いずれかの項目の実施で可

新健診と老健事
業との比較

備考

新健診と各種健診の健診項目の比較

血
液
一
般

新健診

別紙１

 
 

  老人保健事業

基本健康診査

質　問 (問　診） ○ ○

診 計 身長 ○ ○

体重 ○ ○

察 測 肥満度・標準体重 ○ ○

腹囲 ○ 新規追加
メタボリックシンドローム判定基準の項目であるた
め。

理学的所見（身体診察） ○ ○

血圧 ○ ○

脂 総コレステロール定量 ○ 廃止
（間接法にてLDL-Cを算出する際は、実際に測定
する）

中性脂肪 ○ ○

質 HDLーコレステロール ○ ○

LDLーコレステロール ○ 新規追加
独立した心血管危険因子の判定指標として有用で
あるため。

肝 ＡＳＴ（ＧＯＴ） ○ ○

機 ＡＬＴ（ＧＰＴ） ○ ○

能 γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ） ○ ○

代 空腹時血糖 ■ ○
ヘモグロビンＡ１ｃ検査を実施した場合には、必ず
しも、空腹時血糖を実施する必要がないため。

謝 尿　　糖 半定量 ○ ○

系 ヘモグロビンＡ１Ｃ ■ □

ヘマトクリット値 □ □

血色素測定 □ □

赤血球数 □ □

尿 尿蛋白 半定量 ○ ○

・ 潜　　血 ○ 廃止
尿蛋白検査を実施した場合には、必ずしも、尿潜
血を実施する必要がないため。

腎機能 血清クレアチニン ○ 廃止
腎機能障害の早期把握が尿蛋白検査により可能
であるため。

心機能 □ □

眼底検査 □ □

○…　必須項目

□…　医師の判断に基づき選択的に実施する項目

■… いずれかの項目の実施で可

12誘導心電図

特定健康診査と老健
事業との比較

備考

新健診と各種健診の健診項目の比較

血
液
一
般

特定健康診査

別紙１

 

 
24



 
標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

 

「詳細な健診（精密健診）」項目の選定について 

 

 精密健診項目の選定に当たっては、以下の基準に該当する者について、特に配慮すると

ともに、受診者の性、年齢、前年の健診結果等についても考慮する。 

 なお、他の医療機関において行った最近の結果が明らかで、再度検査を行う必要がない

と判断される者、又は現に高血圧、心臓病等の疾患により医療機関において管理されてい

る者は、下記の条件に該当する場合であっても、医師の判断により選択検査の一部又は全

部を省略して差し支えない。 

 

 

（１）心電図検査 

○収縮期血圧 140mmHg 以上又は拡張期血圧 90mmHg 以上 

○質問票・質問項目（4～7）※のうち、1 項目以上該当する者 

○肥満（内臓脂肪型肥満を有する者、又は BMI>25 の者） 

○不整脈又は心雑音の認められる者 

 

（２）眼底検査 

 ○心電図検査対象者のうち医師が必要と認める者 

 ○特に、糖尿病が疑われる者（HbA1c6.1％以上）、又は糖尿病の既往歴がある者 

  

（３）尿検査（尿糖、尿蛋白、尿潜血） 

 ○糖尿病あるいは腎疾患の既往歴を有する者のうち医師が必要と認める者 

 

（４）貧血検査 

 ○貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者 

 

※質問票・質問項目（4～７） 

 質問項目 回答 

4 医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、

治療を受けたことがありますか。 

①はい②いいえ

5 医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれた

り、治療を受けたことがありますか。 

①はい②いいえ

6 医師から、慢性の腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透

析）を受けたことがありますか。 

①はい②いいえ

7 現在、たばこを習慣的に吸っている。 

（※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計 100 本以上、又は

６ヶ月以上吸っている者」であり、最近 1 ヶ月間も吸っている者） 

①はい②いいえ

 

 

 

「詳細な健診」項目の選定について 

 

 以下の基準に該当する者のうち、医師が必要と認める者については、詳細な健診を実施

する（基準に該当した者すべてに対して当該健診を実施することは適当ではなく、受診者

の性、年齢等を踏まえ、医師が個別に判断する必要がある）。その際、健診機関の医師は、

当該健診を必要と判断した理由を医療保険者へ示すとともに、受診者に説明すること。 

 なお、他の医療機関において行った最近の結果が明らかで、再度検査を行う必要がない

と判断される者、現に高血圧、心臓病等の疾患により医療機関において管理されている者

については、詳細な健診を行う必要はない。また、健康診査の結果から、医療機関として

直ちに受診する必要がある者については、受診を勧奨する。 

 

（１）心電図検査 

○前年の健診結果等において、①血圧、②脂質、③血糖、④肥満の全ての項目について、

以下の基準に該当した者 

 

（２）眼底検査 

○前年の健診結果等において、①血圧、②脂質、③血糖、④肥満の全ての項目について、

以下の基準に該当した者 

 

（３）貧血検査 

 ○貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者 

 

 

【判定基準】 

 ①血糖    ａ 空腹時血糖       100mg/dl 以上 又は 
          ｂ HbA1ｃの場合       5.２％ 以上 

②脂質    ａ 中性脂肪        150mg/dl 以上 又は 
          ｂ HDL コレステロール   40mg/dl 未満 

③血圧    ａ 収縮期       130mmHg 以上   又は 
          ｂ 拡張期        85mmHg 以上 

④肥満    ａ 腹囲 M≧85cm、F≧90cm       又は 

          ｂ BMI≧25 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

 

標準的な質問票 

 質問項目 回答 分野 リソース 

1-3 現在、a からｃの薬の使用の有無  服薬歴 

1 a． 血圧を下げる薬 ①はい ②いいえ 服薬歴 

2 b． インスリン注射又は血糖を下げる薬 ①はい ②いいえ 服薬歴 

 

3 c． コレステロールを下げる薬 ①はい ②いいえ 服薬歴 

国民健康・栄養調

査（H16）の問診項

目に準拠 

4 医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にか

かっているといわれたり、治療を受けたこと

がありますか。 

①はい ②いいえ 既往歴 糖 尿 病 実 態 調 査

（H14）の問診項目

に準拠 

5 医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）に

かかっているといわれたり、治療を受けたこ

とがありますか。 

①はい ②いいえ 既往歴 糖 尿 病 実 態 調 査

（H14）の問診項目

に準拠 

6 医師から、慢性の腎不全にかかっているとい

われたり、治療（人工透析）を受けたことが

ありますか。 

①はい ②いいえ 既往歴 糖 尿 病 実 態 調 査

（H14）の問診項目

に準拠 

7 現在、たばこを習慣的に吸っている。 

（※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、

「合計 100 本以上、又は６ヶ月以上吸っている

者」であり、最近 1 ヶ月間も吸っている者） 

①はい ②いいえ 喫煙 国民健康・栄養調

査（H16）の問診項

目に準拠 

8 20 歳の時の体重から 10kg 以上増加してい

る。 

①はい ②いいえ 体重 保健指導分科会 

9 1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日

以上、1 年以上実施 

①はい ②いいえ 運動 保健指導分科会 

10 日常生活において歩行又は同等の身体活動

を 1 日 1 時間以上実施 

①はい ②いいえ 運動 保健指導分科会 

11 同世代の同性と比較して歩く速度が速い。 ①はい ②いいえ 運動 保健指導分科会 

12 この 1 年間で体重の増減が±3 ㎏以上あっ

た。 

①はい ②いいえ 体重 保健指導分科会 

13 早食い・ドカ食い・ながら食いが多い。 ①はい ②いいえ 栄養 保健指導分科会 

14 就寝前の 2 時間以内に夕食を取ることが週

に 3 回以上ある。 

①はい ②いいえ 栄養 保健指導分科会 

15 夜食や間食が多い。 ①はい ②いいえ 栄養 保健指導分科会 

16 朝食を抜くことが多い。 ①はい ②いいえ 栄養 保健指導分科会 

17 ほぼ毎日アルコール飲料を飲む。 ①はい ②いいえ 栄養 保健指導分科会 

18 睡眠で休養が得られている。 ①はい ②いいえ 休養 保健指導分科会 

 
 

 

 

 

 

標準的な質問票 

 質問項目 回答 分野 リソース 

1-3 現在、a からｃの薬の使用の有無  服薬歴

1 d． 血圧を下げる薬 ①はい ②いいえ 服薬歴

2 e． インスリン注射又は血糖を下げる薬 ①はい ②いいえ 服薬歴

3 f． コレステロールを下げる薬 ①はい ②いいえ 服薬歴

国民健康・栄養調

査（H16）の問診項

目に準拠 

4 医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にか

かっているといわれたり、治療を受けたこと

がありますか。 

①はい ②いいえ 既往歴 糖 尿 病 実 態 調 査

（H14）の問診項目

に準拠 

5 医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）に

かかっているといわれたり、治療を受けたこ

とがありますか。 

①はい ②いいえ 既往歴 糖 尿 病 実 態 調 査

（H14）の問診項目

に準拠 

6 医師から、慢性の腎不全にかかっているとい

われたり、治療（人工透析）を受けたことが

ありますか。 

①はい ②いいえ 既往歴 糖 尿 病 実 態 調 査

（H14）の問診項目

に準拠 

7 現在、たばこを習慣的に吸っている。 

（※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、

「合計 100 本以上、又は６ヶ月以上吸っている

者」であり、最近 1 ヶ月間も吸っている者） 

①はい ②いいえ 喫煙 国民健康・栄養調

査（H16）の問診項

目に準拠 

8 20 歳の時の体重から 10kg 以上増加してい

る。 

①はい ②いいえ 体重 保健指導分科会 

9 1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日

以上、1 年以上実施 

①はい ②いいえ 運動 保健指導分科会 

10 日常生活において歩行又は同等の身体活動

を 1 日 1 時間以上実施 

①はい ②いいえ 運動 保健指導分科会 

11 同世代の同性と比較して歩く速度が速い。 ①はい ②いいえ 運動 保健指導分科会 

12 この 1 年間で体重の増減が±3 ㎏以上あっ

た。 

①はい ②いいえ 体重 保健指導分科会 

13 早食い・ドカ食い・ながら食いが多い。 ①はい ②いいえ 栄養 保健指導分科会 

14 就寝前の 2 時間以内に夕食を取ることが週

に 3 回以上ある。 

①はい ②いいえ 栄養 保健指導分科会 

15 夜食や間食が多い。 ①はい ②いいえ 栄養 保健指導分科会 

16 朝食を抜くことが多い。 ①はい ②いいえ 栄養 保健指導分科会 

17 ほぼ毎日アルコール飲料を飲む。 ①はい ②いいえ 栄養 保健指導分科会 

18 睡眠で休養が得られている。 ①はい ②いいえ 休養 保健指導分科会 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

 

血圧測定、腹囲計測等の手順（測定時の留意点） 

 

血圧測定、腹囲計測等については、これまで老人保健法による健康診査及び国民健康・

栄養調査等で行われてきた測定手法に準じ、以下のように実施すること。 

 

 

（１）血圧測定 

血圧測定については、「循環器病予防ハンドブック」（社団法人日本循環器管理研究協議

会編）を参考とする。 

なお、測定回数は原則 2 回とし、その 2 回の測定値の平均値をもって、提出データとす

ること。現場の実施状況に応じて、1 回測定についても可とする。 

 

（２）腹囲計測 

メタボリックシンドロームの診断基準に基づき、立位、軽呼気時、臍レベルで測定する。

脂肪蓄積が著明で臍が下方に偏位している場合は肋骨下縁と前上腸骨棘の中点の高さで測

定する。より詳細については、平成 16 年国民健康・栄養調査必携（厚生労働省）を参考

とする（「標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）」添付資料の学習教材集に掲載）。

なお、具体的な測定方法の映像については、独立行政法人国立健康・栄養研究所のホー

ムページ（http://www.nih.go.jp/eiken/）に掲載する（予定）。 

 

（３）検尿 

測定手技及び判定については、「循環器病予防ハンドブック」等を参考とする。 

 

（４）眼底検査 

手技については、「循環器病予防ハンドブック」等を参考とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

血圧測定、腹囲計測等の手順（測定時の留意点） 

 

血圧測定、腹囲計測等については、これまで老人保健法による健康診査及び国民健

康・栄養調査等で行われてきた測定手法に準じ、以下のように実施すること。 

 

 

（１）血圧測定 

血圧測定については、「循環器病予防ハンドブック」（社団法人日本循環器管理研究協議

会編）を参考とする。 

なお、測定回数は原則 2 回とし、その 2 回の測定値の平均値をもって、提出データとす

ること。現場の実施状況に応じて、1 回測定についても可とする。 

 

（２）腹囲計測 

メタボリックシンドロームの診断基準に基づき、立位、軽呼気時、臍レベルで測定する。

脂肪蓄積が著明で臍が下方に偏位している場合は肋骨下縁と前上腸骨棘の中点の高さで

測定する。より詳細については、平成 16 年国民健康・栄養調査必携（厚生労働省）を参

考とする（「標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）」添付資料の学習教材集に掲

載）。 

なお、具体的な測定方法の映像については、独立行政法人国立健康・栄養研究所のホー

ムページ（http://www.nih.go.jp/eiken/）に掲載する（予定）。 

 

（３）検尿 

測定手技及び判定については、「循環器病予防ハンドブック」等を参考とする。 

 

（４）眼底検査 

手技については、「循環器病予防ハンドブック」等を参考とする。 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

番号
項目コード
（JLAC10）

項目名 保健指導判定値 受診勧奨判定値 データタイプ 単位 検査方法 備考

1 303610 トリグリセライド 150 150 数字 mg/dl 1:酵素比色法・グリセロール消去
空腹時の測定を原則とした判定
値

数字 mg/dl 2:酵素ＵＶ法・グリセロール消去
空腹時の測定を原則とした判定
値

2 303850 ＨＤＬコレステロール 39 39 数字 mg/dl 直接法（非沈殿法）

3 303890 ＬＤＬコレステロール 120 140 数字 mg/dl 直接法（非沈殿法） 実測値あるいは計算値かを入力

4 302700 空腹時血糖 100 126 数字 mg/dl 1:ヘキソキナーゼ・ＵＶ法

数字 mg/dl 2:ブドウ糖酸化酵素電極法

数字 mg/dl 3:ブドウ糖脱水素酵素法

302710 随時血糖 140 （180） 数字 mg/dl 1:ヘキソキナーゼ・ＵＶ法 食後時間「hhmm（時・分表記）」

数字 mg/dl 2:ブドウ糖酸化酵素電極法 食後時間「hhmm（時・分表記）」

数字 mg/dl 3:ブドウ糖脱水素酵素法 食後時間「hhmm（時・分表記）」

5 302160 血清尿酸 7.0 8.0 数字 mg/dl 1:ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法 小数点以下1桁

数字 mg/dl 2:ウリカーゼ・ＵＶ法 小数点以下1桁

6 302880 ＨｂＡ１ｃ 5.5 6.1 数字 % 1:不安定分画除去ＨＰＬＣ法 小数点以下1桁

数字 % 2:免疫学的方法 小数点以下1桁

7 300340 GOT（ＡＳＴ） 46 50 数字 IU/I 37℃ ＪＳＣＣ標準化対応法

8 300390 GPT（ＡＬＴ） 40 50 数字 IU/I 37℃ ＪＳＣＣ標準化対応法

9 300690
γーＧＴ（γーＧＴ
Ｐ） 80 100 数字 IU/I 37℃ ＩＦＣＣ（ＪＳＣＣ）標準化対応法

10 302110 血清クレアチニン
1.2（男性）
1.0（女性）

1.4（男性）
1.1（女性）

数字 mg/dl 1:酵素法 小数点以下1桁

数字 mg/dl 2:Jaffe直接レート法 小数点以下1桁

数字 mg/dl 3:ドライケミストリ法 小数点以下1桁

11 200060
血色素量［ヘモグロ
ビン値］

13.0（男性）
12.0（女性）

12.0（男性）
11.0（女性）

数字 g/dl 自動血球算定装置

小数点以下1桁(血色素量の上
限値については、健診判定値、
受診勧奨判定値とも男性18.0、
女性16.0とすることを検討する。）

※11のデータ基準については、WHOの貧血の判定基準、人間ドック学会作成の「人間ドック成績判定及び事後指導に関するガイドライン」のデータ等に基づく。

※検査方法については、それぞれの検査項目毎に90％以上をカバーするものを記載した。

健診検査項目の健診判定値

データ基準

※1～3のデータ基準については日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患診療ガイドライン」、４については日本糖尿病学会「糖尿病治療ガイド」、５については日本痛風・核酸代謝学会
「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン」の各判定基準に基づく。

※7～1０のデータ基準については人間ドック学会作成の「人間ドック成績判定及び事後指導に関するガイドライン」に基づく。今後関連学会における検討等により、修正を加えていく。

※6のデータ基準については日本糖尿病学会メタボリックシンドローム（予備群）検討委員会の検討結果に基づく。
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番号
項目コード
（JLAC10）

項目名 保健指導判定値 受診勧奨判定値 データタイプ 単位 検査方法 備考

1 血圧（収縮期） 130 140 数字 mmHg

2 血圧（拡張期） 85 90 数字 mmHg

3 303610 トリグリセライド 150 300 数字 mg/dl 1:酵素比色法・グリセロール消去
空腹時の測定を原則とした判定
値

数字 mg/dl 2:酵素ＵＶ法・グリセロール消去
空腹時の測定を原則とした判定
値

4 303850 ＨＤＬコレステロール 39 34 数字 mg/dl 直接法（非沈殿法）

5 303890 ＬＤＬコレステロール 120 140 数字 mg/dl 直接法（非沈殿法） 実測値あるいは計算値かを入力

6 302700 空腹時血糖 100 126 数字 mg/dl 1:ヘキソキナーゼ・ＵＶ法

数字 mg/dl 2:ブドウ糖酸化酵素電極法

数字 mg/dl 3:ブドウ糖脱水素酵素法

7 302880 ＨｂＡ１ｃ 5.2 6.1 数字 % 1:不安定分画除去ＨＰＬＣ法 小数点以下1桁

数字 % 2:免疫学的方法 小数点以下1桁

8 300340 GOT（ＡＳＴ） 31 61 数字 IU/I 37℃ ＪＳＣＣ標準化対応法

9 300390 GPT（ＡＬＴ） 31 61 数字 IU/I 37℃ ＪＳＣＣ標準化対応法

10 300690
γーＧＴ（γーＧＴ
Ｐ） 51 101 数字 IU/I 37℃ ＩＦＣＣ（ＪＳＣＣ）標準化対応法

11 200060
血色素量［ヘモグロ
ビン値］

13.0（男性）
12.0（女性）

12.0（男性）
11.0（女性）

数字 g/dl 自動血球算定装置

小数点以下1桁(血色素量の上
限値については、健診判定値、
受診勧奨判定値とも男性18.0、
女性16.0とすることを検討する。）

※11のデータ基準については、WHOの貧血の判定基準、人間ドック学会作成の「人間ドック成績判定及び事後指導に関するガイドライン」のデータ等に基づく。

※項目名については原則JLAC10の表記と同様。（一部については、日本臨床検査医学会コード委員会にて検討中のもの）

※検査方法については、それぞれの検査項目毎に90％以上をカバーするものを記載した。

健診検査項目の健診判定値

データ基準

※1～2のデータ基準については日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン」の判定基準に基づく。

※8～10のデータ基準については日本消化器病学会肝機能研究班意見書に基づく。

※6～7のデータ基準については日本糖尿病学会「糖尿病治療ガイド」等の判定基準に基づく。

※3～5のデータ基準については日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患診療ガイドライン」等の判定基準に基づく。
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

※5

番号
条件
※1

項目コード
（JLAC10）

項目名 データ値 下限値 上限値 データタイプ 単位
基準範囲外

※3
検査の実施

※4
検査方法 備考

1 ○ ファイル形式識別記号 英数

2 ○ ファイル仕様番号 数字

3 ○ 送付元種別 英数

4 ○ 送付元機関番号 数字

5 ○ 送付元名称 漢字

6 ○ 送付先種別 英数

7 ○ 送付先機関番号 数字

8 ○ 送付先名称 漢字

9 ○ ファイル生成日付 年月日 yyyy/mm/dd

10 ○ ファイル更新日付 年月日 yyyy/mm/dd

11 ○ 格納記録数 数字

12 ○ 作成日付 年月日 yyyy/mm/dd

13 ○ 健診機関番号 数字 例：電話番号

14 ○ 健診機関名称 漢字

15 ○ 実施日付 年月日 yyyy/mm/dd

16 ○ 保険者番号 数字

17 ○ 健診データ登録番号 数字

18 ○ 受診者の生年月日 年月日 yyyy/mm/dd

19 ○ 受診者の性別 コード 1:男、2:女

20 ○ 受診者の郵便番号 数字 7桁の郵便番号、健診受診時に本人に確認

31 ○ 身長 数字 cm 小数点以下1桁

32 ○ 体重 数字 kg 小数点以下1桁

33 ○ ＢＭＩ 数字 kg/m
2 小数点以下1桁

34 ○ 腹囲 数字 cm 小数点以下1桁

35 ○ 理学的検査（身体診察） コード 1:異常所見あり、2:異常所見なし

36 ○ 血圧（収縮期） 数字 mmHg

37 ○ 血圧（拡張期） 数字 mmHg

38 ○ 303610 トリグリセライド 数字 mg/dl 1:酵素比色法・グリセロール消去

数字 mg/dl 2:酵素ＵＶ法・グリセロール消去

39 ○ 303850 ＨＤＬコレステロール 数字 mg/dl 直接法（非沈殿法）

40 ○ 303890 ＬＤＬコレステロール 数字 mg/dl 直接法（非沈殿法） 実測値あるいは計算値かを入力

41 ○ 300340 AST(GOT) 数字 IU/I 37℃ ＪＳＣＣ標準化対応法

42 ○ 300390 ALT(GPT) 数字 IU/I 37℃ ＪＳＣＣ標準化対応法

43 ○ 300690 γ-GT(γ-GTP) 数字 IU/I 37℃ ＩＦＣＣ（ＪＳＣＣ）標準化対応法

44 ■1 302700 空腹時血糖 数字 mg/dl 1:ヘキソキナーゼ・ＵＶ法

数字 mg/dl 2:ブドウ糖酸化酵素電極法

数字 mg/dl 3:ブドウ糖脱水素酵素法

45 ■1 302710 随時血糖 数字 mg/dl 1:ヘキソキナーゼ・ＵＶ法 食後時間「hhmm（時・分表記）」

数字 mg/dl 2:ブドウ糖酸化酵素電極法 食後時間「hhmm（時・分表記）」

数字 mg/dl 3:ブドウ糖脱水素酵素法 食後時間「hhmm（時・分表記）」

46 ○ 302160 血清尿酸 　 数字 mg/dl 1:ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法 小数点以下1桁

数字 mg/dl 2:ウリカーゼ・ＵＶ法 小数点以下1桁

47 ○ 302880 ＨｂＡ１ｃ 数字 % 1:不安定分画除去ＨＰＬＣ法 小数点以下1桁

数字 % 2:免疫学的方法 小数点以下1桁

48 ○ 302110 血清クレアチニン 数字 mg/dl 1:酵素法 小数点以下1桁

数字 mg/dl 2:Jaffe直接レート法 小数点以下1桁

数字 mg/dl 3:ドライケミストリ法 小数点以下1桁

49 □ 101170 尿糖 コード 1:試験紙法（機械読み取り） 1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋

コード 2:試験紙法（目視法） 1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋

50 □ 200080 ヘマトクリット値 数字 % 自動血球算定装置 小数点以下1桁

51 □ 200060 血色素量［ヘモグロビン値］ 数字 g/dl 自動血球算定装置 小数点以下1桁

52 □ 200030 赤血球数 数字 万/mm
3 自動血球算定装置

53 □ 100030 尿蛋白 コード 1:試験紙法（機械読み取り） 1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋

コード 2:試験紙法（目視法） 1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋

54 □ 100170 尿潜血 コード 1:試験紙法（機械読み取り） 1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋

コード 2:試験紙法（目視法） 1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋

55 □ 心電図 コード 専門医により決定

56 □ 眼底検査 コード 専門医により決定

101 ○ 服薬１（血圧） コード 1:はい、2:いいえ

102 ○ 服薬２（血糖） コード 1:はい、2:いいえ

103 ○ 服薬３（脂質） コード 1:はい、2:いいえ

104 ○ 既往歴１（脳血管） コード 1:はい、2:いいえ

105 ○ 既往歴２（心血管） コード 1:はい、2:いいえ

106 ○ 既往歴３（腎不全・人工透析） コード 1:はい、2:いいえ

107 ○ 喫煙 コード 1:はい、2:いいえ

108 ○ ２０歳からの体重変化 コード 1:はい、2:いいえ

109 ○ 食習慣 コード 1:はい、2:いいえ

110 ○ ３０分以上の運動習慣 コード 1:はい、2:いいえ

111 ○ 歩行又は身体活動 コード 1:はい、2:いいえ

112 ○ 歩行速度 コード 1:はい、2:いいえ

113 ○ 1年間の体重変化 コード 1:はい、2:いいえ

114 ○ 食べ方1（早食い等） コード 1:はい、2:いいえ

115 ○ 食べ方２（就寝前） コード 1:はい、2:いいえ

116 ○ 食べ方３（夜食/間食） コード 1:はい、2:いいえ

117 ○ 飲酒 コード 1:はい、2:いいえ

118 ○ 睡眠 コード 1:はい、2:いいえ

1001 保健指導機関番号 数字 例：電話番号

1002 保健指導機関名称 漢字

1003 保健指導実施日付 年月日 yyyy/mm/dd、積極的支援については最初に指導を行った日

1004 支援レベルⅠ コード
1:積極的支援、2:動機づけ支援、3:情報提供　（健診結果に基
づき階層化された区分）

1005 支援レベルⅡ コード
1:積極的支援、2:動機づけ支援、3:情報提供　（質問票により
階層化された区分）

1006 支援レベルⅢ コード
1:積極的支援、2:動機づけ支援、3:情報提供　（最終的に実施
された保健指導区分）

1007 指導形態（動機づけ支援） コード
0:情報提供、積極的支援、1:個別指導、2:集団指導（グループ
ワーク）、3:混合型

1008 実施内容（積極的支援） コード
0:動機づけ支援、情報提供のみ、1:栄養改善重視型、2:運動
改善重視型、3:併用型、4:その他（減量を目的としないもの）

1009 目標腹囲 数字 cm

1010 目標体重 数字 kg

1011 目標達成期間 数字 月

1012
一日の削減（又は増加）目標エネ
ルギー量

数字 kcal

1013 運動による目標エネルギー量 数字 kcal

1014 食事による目標エネルギー量 数字 kcal

1015 最終的な腹囲 数字 cm

1016 最終的な体重 数字 kg

1017 保健指導を行った期間 数字 月

1018 計画上の指導回数 数字 回

1019 実際の指導回数 数字 回

1020
保健指導による生活習慣の改善
（運動習慣１）

コード 0:変化なし、1:改善、２：悪化

1021
保健指導による生活習慣の改善
（運動習慣２）

コード 0:変化なし、1:改善、２：悪化

1022
保健指導による生活習慣の改善
（喫煙）

コード 0:変化なし、1:改善、２：悪化

（表の説明）

※1　条件：○…必須項目、□…医師の判断に基づき選択的に実施する項目、■1…いずれかの項目の実施で可

※2　データ基準下限値、上限値：使用する検査機器、試薬等が異なるため検査機関ごとに設定した値を入力する。　

※3　基準範囲外：健診データが別途定める入力最小値以下の場合は「以下」、入力最大値以上の場合は「以上」を入力する。

電子的標準様式イメージ

データ基準※2 データ値コメント
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※5

番号
条件
※1

項目コード
（JLAC10）

項目名 データ値 下限値 上限値 データタイプ 単位
基準範囲外

※3
検査の実施

※4
検査方法 備考

1 ○ ファイル形式識別記号 英数

2 ○ ファイル仕様番号 数字

3 ○ 送付元種別 英数

4 ○ 送付元機関番号 数字

5 ○ 送付元名称 漢字

6 ○ 送付先種別 英数

7 ○ 送付先機関番号 数字

8 ○ 送付先名称 漢字

9 ○ ファイル生成日付 年月日 yyyy/mm/dd

10 ○ ファイル更新日付 年月日 yyyy/mm/dd

11 ○ 格納記録数 数字

12 ○ 作成日付 年月日 yyyy/mm/dd

13 ○ 健診機関番号 数字 例：電話番号

14 ○ 健診機関名称 漢字

15 ○ 実施日付 年月日 yyyy/mm/dd

16 ○ 保険者番号 数字

17 ○ 健診データ登録番号 数字

18 ○ 受診者の生年月日 年月日 yyyy/mm/dd

19 ○ 受診者の性別 コード 1:男、2:女

20 ○ 受診者の郵便番号 数字 7桁の郵便番号、健診受診時に本人に確認

31 ○ 身長 数字 cm 小数点以下1桁

32 ○ 体重 数字 kg 小数点以下1桁

33 ○ ＢＭＩ 数字 kg/m
2 小数点以下1桁

34 ○ 腹囲 数字 cm 小数点以下1桁

35 ○ 理学的検査（身体診察） コード 1:異常所見あり、2:異常所見なし

36 ○ 血圧（収縮期） 数字 mmHg

37 ○ 血圧（拡張期） 数字 mmHg

38 ○ 303610 トリグリセライド 数字 mg/dl 1:酵素比色法・グリセロール消去

数字 mg/dl 2:酵素ＵＶ法・グリセロール消去

39 ○ 303850 ＨＤＬコレステロール 数字 mg/dl 直接法（非沈殿法）

40 ○ 303890 ＬＤＬコレステロール 数字 mg/dl 直接法（非沈殿法） 実測値あるいは計算値かを入力

41 ○ 300340 AST(GOT) 数字 IU/I 37℃ ＪＳＣＣ標準化対応法

42 ○ 300390 ALT(GPT) 数字 IU/I 37℃ ＪＳＣＣ標準化対応法

43 ○ 300690 γ-GT(γ-GTP) 数字 IU/I 37℃ ＩＦＣＣ（ＪＳＣＣ）標準化対応法

44 ■1 302700 空腹時血糖 数字 mg/dl 1:ヘキソキナーゼ・ＵＶ法

数字 mg/dl 2:ブドウ糖酸化酵素電極法

数字 mg/dl 3:ブドウ糖脱水素酵素法

45 ■1 302710 随時血糖 数字 mg/dl 1:ヘキソキナーゼ・ＵＶ法 食後時間「hhmm（時・分表記）」

数字 mg/dl 2:ブドウ糖酸化酵素電極法 食後時間「hhmm（時・分表記）」

数字 mg/dl 3:ブドウ糖脱水素酵素法 食後時間「hhmm（時・分表記）」

46 ○ 302160 血清尿酸 　 数字 mg/dl 1:ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法 小数点以下1桁

数字 mg/dl 2:ウリカーゼ・ＵＶ法 小数点以下1桁

47 ○ 302880 ＨｂＡ１ｃ 数字 % 1:不安定分画除去ＨＰＬＣ法 小数点以下1桁

数字 % 2:免疫学的方法 小数点以下1桁

48 ○ 302110 血清クレアチニン 数字 mg/dl 1:酵素法 小数点以下1桁

数字 mg/dl 2:Jaffe直接レート法 小数点以下1桁

数字 mg/dl 3:ドライケミストリ法 小数点以下1桁

49 □ 101170 尿糖 コード 1:試験紙法（機械読み取り） 1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋

コード 2:試験紙法（目視法） 1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋

50 □ 200080 ヘマトクリット値 数字 % 自動血球算定装置 小数点以下1桁

51 □ 200060 血色素量［ヘモグロビン値］ 数字 g/dl 自動血球算定装置 小数点以下1桁

52 □ 200030 赤血球数 数字 万/mm3 自動血球算定装置

53 □ 100030 尿蛋白 コード 1:試験紙法（機械読み取り） 1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋

コード 2:試験紙法（目視法） 1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋

54 □ 100170 尿潜血 コード 1:試験紙法（機械読み取り） 1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋

コード 2:試験紙法（目視法） 1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋

55 □ 心電図 コード 専門医により決定

56 □ 眼底検査 コード 専門医により決定

101 ○ 服薬１（血圧） コード 1:はい、2:いいえ

102 ○ 服薬２（血糖） コード 1:はい、2:いいえ

103 ○ 服薬３（脂質） コード 1:はい、2:いいえ

104 ○ 既往歴１（脳血管） コード 1:はい、2:いいえ

105 ○ 既往歴２（心血管） コード 1:はい、2:いいえ

106 ○ 既往歴３（腎不全・人工透析） コード 1:はい、2:いいえ

107 ○ 喫煙 コード 1:はい、2:いいえ

108 ○ ２０歳からの体重変化 コード 1:はい、2:いいえ

109 ○ 食習慣 コード 1:はい、2:いいえ

110 ○ ３０分以上の運動習慣 コード 1:はい、2:いいえ

111 ○ 歩行又は身体活動 コード 1:はい、2:いいえ

112 ○ 歩行速度 コード 1:はい、2:いいえ

113 ○ 1年間の体重変化 コード 1:はい、2:いいえ

114 ○ 食べ方1（早食い等） コード 1:はい、2:いいえ

115 ○ 食べ方２（就寝前） コード 1:はい、2:いいえ

116 ○ 食べ方３（夜食/間食） コード 1:はい、2:いいえ

117 ○ 飲酒 コード 1:はい、2:いいえ

118 ○ 睡眠 コード 1:はい、2:いいえ

1001 保健指導機関番号 数字 例：電話番号

1002 保健指導機関名称 漢字

1003 保健指導実施日付 年月日 yyyy/mm/dd、積極的支援については最初に指導を行った日

1004 支援レベルⅠ コード
1:積極的支援、2:動機づけ支援、3:情報提供　（健診結果に基
づき階層化された区分）

1005 支援レベルⅡ コード
1:積極的支援、2:動機づけ支援、3:情報提供　（質問票により
階層化された区分）

1006 支援レベルⅢ コード
1:積極的支援、2:動機づけ支援、3:情報提供　（最終的に実施
された保健指導区分）

1007 指導形態（動機づけ支援） コード
0:情報提供、積極的支援、1:個別指導、2:集団指導（グループ
ワーク）、3:混合型

1008 実施内容（積極的支援） コード
0:動機づけ支援、情報提供のみ、1:栄養改善重視型、2:運動
改善重視型、3:併用型、4:その他（減量を目的としないもの）

1009 目標腹囲 数字 cm

1010 目標体重 数字 kg

1011 目標達成期間 数字 月

1012
一日の削減（又は増加）目標エネ
ルギー量

数字 kcal

1013 運動による目標エネルギー量 数字 kcal

1014 食事による目標エネルギー量 数字 kcal

1015 最終的な腹囲 数字 cm

1016 最終的な体重 数字 kg

1017 保健指導を行った期間 数字 月

1018 計画上の指導回数 数字 回

1019 実際の指導回数 数字 回

1020
保健指導による生活習慣の改善
（運動習慣１）

コード 0:変化なし、1:改善、２：悪化

1021
保健指導による生活習慣の改善
（運動習慣２）

コード 0:変化なし、1:改善、２：悪化

1022
保健指導による生活習慣の改善
（喫煙）

コード 0:変化なし、1:改善、２：悪化

（表の説明）

※1　条件：○…必須項目、□…医師の判断に基づき選択的に実施する項目、■1…いずれかの項目の実施で可

※2　データ基準下限値、上限値：使用する検査機器、試薬等が異なるため検査機関ごとに設定した値を入力する。　

※3　基準範囲外：健診データが別途定める入力最小値以下の場合は「以下」、入力最大値以上の場合は「以上」を入力する。

電子的標準様式イメージ

データ基準※2 データ値コメント
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番号 項目名 データタイプ 入力最小値 入力最大値
少数点以下

の桁数
単位

基準範囲外
※1

検査の実施
※2

備考

31 身長 数字 100.0 250.0 1 cm

32 体重 数字 20.0 250.0 1 kg

33 ＢＭＩ 数字 10.0 100.0 1 kg/m
2

34 腹囲 数字 40.0 250.0 1 cm

36 血圧（収縮期） 数字 60 300 0 mmHg

37 血圧（拡張期） 数字 30 150 0 mmHg

38 トリグリセライド 数字 10 2000 0 mg/dl

39 ＨＤＬコレステロール 数字 10 500 0 mg/dl

40 ＬＤＬコレステロール 数字 20 1000 0 mg/dl

41 ＡＳＴ（ＧＯＴ） 数字 0 1000 0 IU/I 37℃

42 ＡＬＴ（ＧＰＴ） 数字 0 1000 0 IU/I 37℃

43 γーＧＴ（γーＧＴＰ） 数字 0 1000 0 IU/I 37℃

44 空腹時血糖 数字 20 600 0 mg/dl

45 随時血糖 数字 20 1000 0 mg/dl

46 血清尿酸 数字 0.0 20.0 1 mg/dl

47 ＨｂＡ１ｃ 数字 3.0 20.0 1 %

48 血清クレアチニン 数字 0.0 20.0 1 mg/dl

50 ヘマトクリット値 数字 0.0 100.0 1 %

51 血色素量［ヘモグロビン値］ 数字 0.0 30.0 1 g/dl

52 赤血球数 数字 0 1000 0 万/mm
3

1002 実施度（コンプライアンス） 数字 0 100 0 %

1003 効果１（腹囲） 数字 1 cm

1004 効果２（体重） 数字 1 kg

（表の説明）

※１　基準範囲外：健診データが入力最小値以下の場合は「L」、入力最大値以上の場合は「H」を入力する。

※２　検査の実施：健診データが未入力で検査未実施の場合は「未実施」を入力する。

データ範囲のチェック

別紙７-2

 

 

番号 項目名 データタイプ 入力最小値 入力最大値
少数点以下

の桁数
単位

基準範囲外
※1

検査の実施
※2

備考

31 身長 数字 100.0 250.0 1 cm

32 体重 数字 20.0 250.0 1 kg

33 ＢＭＩ 数字 10.0 100.0 1 kg/m2

34 腹囲 数字 40.0 250.0 1 cm

36 血圧（収縮期） 数字 60 300 0 mmHg

37 血圧（拡張期） 数字 30 150 0 mmHg

38 トリグリセライド 数字 10 2000 0 mg/dl

39 ＨＤＬコレステロール 数字 10 500 0 mg/dl

40 ＬＤＬコレステロール 数字 20 1000 0 mg/dl

41 ＡＳＴ（ＧＯＴ） 数字 0 1000 0 IU/I 37℃

42 ＡＬＴ（ＧＰＴ） 数字 0 1000 0 IU/I 37℃

43 γーＧＴ（γーＧＴＰ） 数字 0 1000 0 IU/I 37℃

44 空腹時血糖 数字 20 600 0 mg/dl

47 ＨｂＡ１ｃ 数字 3.0 20.0 1 %

50 ヘマトクリット値 数字 0.0 100.0 1 %

51 血色素量［ヘモグロビン値］ 数字 0.0 30.0 1 g/dl

52 赤血球数 数字 0 1000 0 万/mm3

1002 実施度（コンプライアンス） 数字 0 100 0 %

1003 効果１（腹囲） 数字 1 cm

1004 効果２（体重） 数字 1 kg

（表の説明）

※１　基準範囲外：健診データが入力最小値以下の場合は「L」、入力最大値以上の場合は「H」を入力する。

※２　検査の実施：健診データが未入力で検査未実施の場合は「未実施」を入力する。

データ範囲のチェック
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健診データ電子的フォーマット（イメージ） 

＊<>内のタグ名等は実際には英語表記の可能性もあり

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?> 

<健診データファイル> 

<定義部 識別番号="c001" 仕様番号="1.0.0"> 

<!-- 送付元 --> 

<送付元種別>1</送付元種別> 

<送付元機関番号>0103123412341</送付元機関番号> 

<送付元機関名称>健診機関Ａ</送付元機関名称> 

<!-- 送付先 --> 

<送付先種別>0</送付先種別> 

<送付先機関番号>06123456</送付先機関番号> 

<送付先機関名称>Ａ健康保険組合</送付先機関名称> 

<!-- ファイル情報 --> 

<ファイル生成日付 年="2008" 月="10" 日="01"/> 

<ファイル更新日付 年="2008" 月="10" 日="01"/> 

<格納記録数>2</格納記録数> 

</定義部> 

<記録部> 

<!-- 特定健診 １人目 --> 

<健康診査記録 番号="1"> 

<基本> 

<作成日付 年="2008" 月="07" 日="30"/> 

<健診機関番号>0103123412341</健診機関番号> 

<健診機関名称>健診機関Ａ</健診機関名称> 

<健診区分>03</健診区分> 

<実施日付 年="2008" 月="07" 日="20"/> 

<健診データ登録番号>03123456781234567801</健診データ登録番号> 

<生年月日 年="1958" 月="07" 日="20"/> 

<性別>M</性別>  

</基本> 

<記録> 

<健診項目 名称="身長" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="cm" データタイプ="数値" データコメント 

="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="174.2" 判定コード=""/> 

 

<健診項目 名称="体重" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="kg" データタイプ="数値" データコメント

="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="69.8" 判定コード=""/> 

 

<健診項目 名称="BMI" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="kg/m2" データタイプ="数値" データコメン

ト="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="23.0" 判定コード=""/> 

 

<健診項目 名称="腹囲" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="cm" データタイプ="数値" データコメント

="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="78.0" 判定コード=""/> 

 

<健診項目名称="収縮期血圧" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="mmHg" データタイプ="数値" デー

タコメント="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="124" 判定コード=""/> 

 

<健診項目 名称=" 拡張期血圧" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="mmHg" データタイプ="数値" デ

ータコメント="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="70" 判定コード=""/> 

 

<健診項目 名称="随時血糖" JLAC10="302710" 基準下限="20" 基準上限="1000" 単位="mg/dl" データタイプ="

数値" データコメント="食後時間 120 分" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="1650" 判定コード="H"/> 

 

<健診項目 名称="HbA1C" JLAC10="302880" 基準下限="3.0" 基準上限="20.0" 単位="%" データタイプ="数値"

データコメント="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="5.1" 判定コード=""/> 

･･･ 
 

 

 

健診データ電子的フォーマット（イメージ） 

＊<>内のタグ名等は実際には英語表記の可能性もあり

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?> 

<健診データファイル> 

<定義部 識別番号="c001" 仕様番号="1.0.0"> 

<!-- 送付元 --> 

<送付元種別>1</送付元種別> 

<送付元機関番号>0103123412341</送付元機関番号> 

<送付元機関名称>健診機関Ａ</送付元機関名称> 

<!-- 送付先 --> 

<送付先種別>0</送付先種別> 

<送付先機関番号>06123456</送付先機関番号> 

<送付先機関名称>Ａ健康保険組合</送付先機関名称> 

<!-- ファイル情報 --> 

<ファイル生成日付 年="2008" 月="10" 日="01"/> 

<ファイル更新日付 年="2008" 月="10" 日="01"/> 

<格納記録数>2</格納記録数> 

</定義部> 

<記録部> 

<!-- 特定健診 １人目 --> 

<健康診査記録 番号="1"> 

<基本> 

<作成日付 年="2008" 月="07" 日="30"/> 

<健診機関番号>0103123412341</健診機関番号> 

<健診機関名称>健診機関Ａ</健診機関名称> 

<健診区分>03</健診区分> 

<実施日付 年="2008" 月="07" 日="20"/> 

<健診データ登録番号>03123456781234567801</健診データ登録番号> 

<生年月日 年="1958" 月="07" 日="20"/> 

<性別>M</性別>  

</基本> 

<記録> 

<健診項目 名称="身長" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="cm" データタイプ="数値" データコメント 

="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="174.2" 判定コード=""/> 

 

<健診項目 名称="体重" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="kg" データタイプ="数値" データコメント

="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="69.8" 判定コード=""/> 

 

<健診項目 名称="BMI" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="kg/m2" データタイプ="数値" データコメン

ト="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="23.0" 判定コード=""/> 

 

<健診項目 名称="腹囲" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="cm" データタイプ="数値" データコメント

="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="78.0" 判定コード=""/> 

 

<健診項目名称="収縮期血圧" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="mmHg" データタイプ="数値" デー

タコメント="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="124" 判定コード=""/> 

 

<健診項目 名称=" 拡張期血圧" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="mmHg" データタイプ="数値" デ

ータコメント="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="70" 判定コード=""/> 

 

<健診項目 名称="随時血糖" JLAC10="302710" 基準下限="20" 基準上限="1000" 単位="mg/dl" データタイプ="

数値" データコメント="食後時間 120 分" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="1650" 判定コード="H"/> 

 

<健診項目 名称="HbA1C" JLAC10="302880" 基準下限="3.0" 基準上限="20.0" 単位="%" データタイプ="数値"

データコメント="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="5.1" 判定コード=""/> 

･･･ 
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･･･ 

･･･ 
<健診項目 名称=" 既往歴 3（腎不全・人工透析）" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="" データタイ

プ 

="コード" データコメント="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="1" 判定コード="" ></健診項目> 

</記録> 

</健康診査記録>  

 

<!-- 特定健診 ２人目 --> 

<健康診査記録 番号="2"> 

･･･ 

･･･ 

･･･ 
</健康診査記録> 

</記録部> 

</健診データファイル> 

<!-- ファイル終了 --> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･ 

･･･ 
<健診項目 名称=" 既往歴 3（腎不全・人工透析）" JLAC10="" 基準下限="" 基準上限="" 単位="" データタイ

プ 

="コード" データコメント="" 検査手法="標準" 方法コメント="" 値="1" 判定コード="" ></健診項目> 

</記録> 

</健康診査記録>  

 

<!-- 特定健診 ２人目 --> 

<健康診査記録 番号="2"> 

･･･ 

･･･ 

･･･ 
</健康診査記録> 

</記録部> 

</健診データファイル> 

<!-- ファイル終了 --> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

第３章 保健指導の実施 

（１）基本的事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）対象者ごとの保健指導プログラムについて 

保健指導プログラムは、対象者の保健指導の必要性ごとに「情報提供」、「動

機づけ支援」、「積極的支援」に区分されるが、各保健指導プログラムの目標

を明確化した上で、サービスを提供する必要がある。 

「情報提供」では、健診結果の提供にあわせて、個人の生活習慣やその改

善に関する基本的な情報を提供する。「動機づけ支援」及び「積極的支援」

については、対象者の生活状況をアセスメントし、対象者とともに目標を設定

して、具体的な支援を行う。対象者が自己実践できるよう適切に支援すると

ともに、その生活習慣が継続できるためのフォローアップを行う。 

また、保健指導プログラムの提供に際しては、既存の保健事業との組み合

わせや社会資源の活用、地域又は職域で行われている健康づくりのためのポ

ピュレーションアプローチとも関連づけていくことが重要である。 

さらに、「積極的支援」においては、対象者の保健指導の必要性に応じてさ

まざまな手段や内容を組み合わせながらプログラムを展開し、多職種・他機

関が支援を行う場合には、適宜、保健指導実施者間で関係者会議を開催し、

対象者の課題や目標を共有して支援を行う。 

なお、保健指導プログラムは毎年同じ内容を繰り返すことなく、3 年から

5 年を目安として、常に改善に努めることが必要である。 

第３章 保健指導の実施 

（１）基本的事項 

１）標準的な保健指導プログラムについて 

  生活習慣病予備群に対する保健指導とは、対象者の生活を基盤とし、対象

者が自らの生活習慣における課題に気づき、健康的な行動変容の方向性を自

らが導き出せるように支援することである。保健指導の重要な点は、対象者

に必要な行動変容に関する情報を提示し、自己決定できるように支援するこ

とであり、そのことによって、対象者が健康的な生活を維持できるよう支援

することである。 

  しかしながら、保健指導の効果に関する研究は、エビデンスとして蓄積さ

れつつあるものの、現時点では、実践レベルでの検証が不十分である。その

ため、本プログラムでは、現段階で考えられる、最低限実施すべき保健指導

と望ましい保健指導について記載する。 

これら保健指導の要件については、高齢者医療確保法の施行後において、

保健指導実施機関による多種多様な保健指導の実績・成果を蓄積・分析する

中で、最低限実施すべき要件の評価を行うとともに、有効な保健指導の要件

を整理していくこととする。 

 また、今後は保健指導を実施する機関が創意工夫することにより、より有

効な保健指導の内容や実施形態等が明らかとなり、提供される保健指導にそ

れらが反映されることが期待される。 

 なお、本プログラムは、保健指導の実施状況を踏まえ、必要に応じて見直

しを検討することとする。 

 

２）対象者ごとの保健指導プログラムについて 

保健指導プログラムは、対象者の保健指導の必要性ごとに「情報提供」、「動

機づけ支援」、「積極的支援」に区分されるが、各保健指導プログラムの目標

を明確化した上で、サービスを提供する必要がある。 

「情報提供」とは、対象者が生活習慣病や健診結果から自らの身体状況を

認識するとともに、健康な生活習慣の重要性に対する理解と関心を深め、生

活習慣を見直すきっかけとなるよう、健診結果の提供にあわせて、個人の生

活習慣やその改善に関する基本的な情報を提供することをいう。 

「動機づけ支援」とは、 

① 対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取

組を継続的に行うことができるようになることを目的として、 

② 医師、保健師又は管理栄養士の面接・指導のもとに行動計画を策定し、

③ 医師、保健師、管理栄養士又は栄養指導若しくは運動指導に関する専門

的知識及び技術を有すると認められる者が 

④ 生活習慣の改善のための取組に係る動機付けに関する支援を行うとと

もに、 

⑤ 計画の策定を指導した者が、計画の実績評価（計画策定の日から６ヶ月

以上経過後に行う評価をいう。）を行う 
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２）保健指導の実施者 

保健指導は、医師、保健師、管理栄養士が中心となって担うこととするが、

効果的な保健指導を行うためには、保健指導のための一定の研修を修了した

者が行うことが望ましい。なお、医師に関しては、保健指導のための一定の

研修を修了し、認定資格を有する者（日本医師会認定健康スポーツ医など）

がおり、これらのものを活用することが望ましい。 

「動機づけ支援」、「積極的支援」のプログラムの中で行われる食生活・運

動に関する指導は、食生活・運動の専門的知識を有する者が行うことが適当

である。また、それらの支援においては、グループワークをあわせて用いる

ことは効果的であり、その場合は、地域内の種々の関係者の協力を得て実施

する。 

 

※ このような考え方を踏まえつつも、これまで医療保険者により行われてき

た保健事業の実施体制等の現状を踏まえ、期限を定めた経過措置を設けるか

どうか等について、今後、更に検討が必要（例えば、看護師の位置づけなど）。 

保健指導をいう。 

「積極的支援」とは、 

① 対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取 

組を継続的に行うことができるようになることを目的として、 

② 医師、保健師又は管理栄養士の面接・指導のもとに行動計画を策定し、 

③ 医師、保健師、管理栄養士又は栄養指導若しくは運動指導に関する専門的

知識及び技術を有すると認められる者が 

④ 生活習慣の改善のための、対象者による主体的な取組に資する適切な働き

かけを相当な期間継続して行うとともに、 

⑤ 計画の策定を指導した者が、計画の進捗状況評価と計画の実績評価を行う

保健指導をいう。 

 

「積極的支援」の実施に関しては、対象者の保健指導の必要性に応じてさま

ざまな手段や内容を組み合わせながら支援プログラムを展開し、多職種・他機

関が支援を行う場合には、適宜、保健指導実施者間で関係者会議を開催し、対

象者の課題や目標を共有して支援を行う必要がある。 

また、支援プログラムの提供に際しては、既存の保健事業との組み合わせや

社会資源の活用、地域又は職域で行われている健康づくりのためのポピュレー

ションアプローチとも関連づけていくことが重要である。 

なお、支援プログラムは毎年同じ内容を繰り返すことなく、3 年から 5 年

を目安として、常に改善に努めることが必要である。 

 

３）保健指導の実施者 

保健指導は、医師、保健師、管理栄養士が中心となって担うこととする。 

「動機づけ支援」や「積極的支援」において、①初回の面接、②対象者の行

動目標・支援計画の作成、③保健指導の評価に関する業務を行う者は、医師、

保健師、管理栄養士であること。ただし法施行後５年間に限り、一定の保健指

導の実務経験のある看護師も行うことができる。 

「動機づけ支援」、「積極的支援」のプログラムのうち、食生活・運動に関す

る対象者の支援計画に基づく実践的指導は、医師、保健師、管理栄養士、その

他食生活、運動指導に関する専門的知識及び技術を有する者（健康・体力づく

り事業財団が認定する健康運動指導士や事業場における労働者の健康保持増

進のための指針に基づく運動指導、産業栄養指導、産業保健指導担当者等）が

実施する。また、それらの実践的指導においては、グループ支援をあわせて用

いることが効果的であり、その場合は、地域内の種々の関係者の協力を得るこ

とが重要である。 

保健指導において、禁煙指導を提供する場合には、禁煙指導には、禁煙補助

剤の活用が有効であることから医師、薬剤師と連携するなど、保健指導の内容

や対象者の心身などを考慮し、他職種との連携を図ることが望ましい。 

なお、医師に関しては、保健指導のための一定の研修を修了し、認定資格を

有する者（日本医師会認定健康スポーツ医等）を活用することが望ましい。 
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以上のような考え方を踏まえつつも、これまで医療保険者や事業所において

看護師による保健事業がなされている現状を踏まえ、医師、保健師、管理栄養

士の配置が進むことが期待される高齢者医療確保法の施行後５年に限り、看護

師についても、面接による生活習慣の改善に係る行動計画の策定等を行えるこ

ととする。 

  さらに、保健指導を実施する者は、保健指導のための一定の研修を修了して

いることが望ましい。 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

３）「情報提供」に活用するための質問票（表３） 

健診時に行う生活習慣に関する質問票は、第 2 編第 3 章に記述したように

保健指導の区分を判定するために使用することに加え、「情報提供」、「動機づ

け支援」、「積極的支援」の保健指導を実施する際にも活用する。 

「情報提供」の内容を判断するための質問票は、個別に食生活、運動習慣

等の情報を提供するために下記１１項目について質問を行う。 

例えば、質問票項目３が「０点」の対象者には、運動や身体活動の必要性

や身近な運動施設の紹介などを、また、質問票項目７が「１点」の対象者に

は食習慣と肥満の関係や健康に及ぼす影響などを健診結果表に情報提供とし

て載せるなど、対象者個々人の生活習慣を見直すきっかけとなるような情報

提供を行うこととする。 

なお、健診時の質問票は受診者全員に行うことから、できる限り科学的根

拠のある項目数に絞り、また、簡潔な表現とした。 

 

 

表３ 「情報提供」の内容を判断する質問票 

質 問  項 目 
はい  いいえ

（1 点）   （0 点）
判 定

１．20 歳の時の体重から 10 ㎏以上増加している はい   いいえ 1 点 

２．１回３０分以上の軽く汗をかく運動を週２日以上、

１年以上実施 
はい   いいえ ０点 

３．日常生活において歩行又は同等の身体活動を１日 

１時間以上実施 
はい   いいえ ０点 

４．同世代の同性と比較して歩く速度が速い はい   いいえ ０点 

５．たばこを吸っている はい   いいえ １点 

６．この 1 年間で体重の増減が±3 ㎏以上あった はい   いいえ 1 点 

７．早食い・ドカ食い・ながら食いが多い はい   いいえ 1 点 

８．夜食や間食が多い はい   いいえ 1 点 

９．朝食を抜くことが多い はい   いいえ 1 点 

１０．ほぼ毎日アルコール飲料を飲む はい   いいえ 1 点 

１１．睡眠で休養が得られている はい   いいえ ０点 

 注：情報提供の判断は、判定項目の点数により判断する。 

 

 

 

 

 

４）「情報提供」に活用するための質問票（表３） 

健診時に行う生活習慣に関する質問票は、第 2 編第 3 章に記述したように

保健指導の区分を判定するために使用することに加え、「情報提供」、「動機づ

け支援」、「積極的支援」の保健指導を実施する際にも活用することができる。

「情報提供」の内容を判断するための質問票としては、個別に食生活、運動

習慣等の情報を提供するために必要な項目（例えば、表３に挙げた 11 項目）

が考えられる。 

例えば、質問票項目３が「０点」の対象者には、運動や身体活動の必要性や

身近な運動施設の紹介などを、また、質問票項目７が「１点」の対象者には食

習慣と肥満の関係や健康に及ぼす影響などを健診結果表に情報提供として載

せるなど、対象者個々人の生活習慣を見直すきっかけとなるような情報提供を

行うこととする。 

なお、健診時の質問票は受診者全員に行うことから、できる限り科学的根拠

のある項目数に絞り、また、簡潔な表現とした。 

 

表３ 「情報提供」の内容を判断する質問票 

質 問  項 目 
はい  いいえ

（1 点）   （0 点）
判 定

１．20 歳の時の体重から 10 ㎏以上増加している はい   いいえ 1 点 

２．１回３０分以上の軽く汗をかく運動を週２日以上、

１年以上実施 
はい   いいえ ０点 

３．日常生活において歩行又は同等の身体活動を１日 

１時間以上実施 
はい   いいえ ０点 

４．同世代の同性と比較して歩く速度が速い はい   いいえ ０点 

５．たばこを吸っている はい   いいえ １点 

６．この 1 年間で体重の増減が±3 ㎏以上あった はい   いいえ 1 点 

７．早食い・ドカ食い・ながら食いが多い はい   いいえ 1 点 

８．夜食や間食が多い はい   いいえ 1 点 

９．朝食を抜くことが多い はい   いいえ 1 点 

１０．ほぼ毎日アルコール飲料を飲む はい   いいえ 1 点 

１１．睡眠で休養が得られている はい   いいえ ０点 

 注：情報提供の判断は、判定項目の点数により判断する。 

 

 

 

 

 
 
 
 

37



 
標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

４）「動機づけ支援」「積極的支援」に必要な詳細な質問票 

「動機づけ支援」、「積極的支援」の実施に当たり、保健指導対象者の生活

習慣及び行動変容のステージ（準備状態）を把握し、どのような生活習慣の

改善が必要なのかをアセスメントするために、詳細な質問票を実施する。 

詳細な質問票は、対象者自身が自分の生活習慣を振り返るきっかけとする

ほか、対象者の生活習慣の変化が把握できることから、生活習慣改善の評価

にも活用できる。 

詳細な質問票の例としては、次のような項目が考えられる。 

①食生活習慣 

食事の内容、量及び間食や外食の習慣などを把握する。 

②身体活動状況 

身体活動の種類・強度・時間・回数を把握する。 

③運動習慣 

日常的に実施している運動の種類・頻度・1 日当たりの実施時間等、

運動習慣の有無と程度に関する情報を把握する。 

④休養・睡眠 

休養の取り方、睡眠時間などの状況を把握する。 

⑤飲酒状況 

飲酒量、頻度など飲酒の状況を把握する。 

⑥喫煙状況 

過去の喫煙や禁煙状況を把握する。 

⑦健康意識 

対象者の主観的健康観を把握する。 

⑧生活習慣改善に関する行動変容のステージ（準備状態） 

生活習慣に関する行動変容のステージ（準備状態）を把握する（次ペ

ージ※を参照）。 

⑨過去にとった健康行動 

健康のために、過去に何か実施したことがあるか把握する。 

⑩その他 

ストレスの有無や対処方法などについて把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）「動機づけ支援」「積極的支援」に必要な詳細な質問票 

「動機づけ支援」、「積極的支援」の実施に当たっては、保健指導対象者の

生活習慣及び行動変容のステージ（準備状態）を把握し、どのような生活習

慣の改善が必要なのかをアセスメントする必要があることから、詳細な質問

票を実施することが望ましい。 

詳細な質問票は、対象者自身が自分の生活習慣を振り返るきっかけとする

ほか、対象者の生活習慣の変化が把握できることから、生活習慣改善の評価

にも活用できる。 

詳細な質問票の例としては、次のような項目が考えられる。 

①食生活習慣 

食事の内容、量及び間食や外食の習慣などを把握する。 

②身体活動状況 

身体活動の種類・強度・時間・回数を把握する。 

③運動習慣 

日常的に実施している運動の種類・頻度・1 日当たりの実施時間等、

運動習慣の有無と程度に関する情報を把握する。 

④休養・睡眠 

休養の取り方、睡眠時間などの状況を把握する。 

⑤飲酒状況 

飲酒量、頻度など飲酒の状況を把握する。 

⑥喫煙状況 

過去の喫煙や禁煙状況を把握する。 

⑦健康意識 

対象者の主観的健康観を把握する。 

⑧生活習慣改善に関する行動変容のステージ（準備状態） 

生活習慣に関する行動変容のステージ（準備状態）を把握する（次ペ

ージ※を参照）。 

⑨過去にとった保健行動 

健康のために、過去に何か実施したことがあるか把握する。 

⑩その他 

ストレスの有無や対処方法などについて把握する。 
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※ 行動変容ステージとは、行動変容に対する準備段階のことで、次の 5 つ

のステージに分けられる。ステージごとに支援方法を変え、ステージが改

善していけるように支援する。 

無関心期：６ヶ月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がない時期 

関 心 期：６ヶ月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がある時期 

準 備 期：１ヶ月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がある時期 

実 行 期：明確な行動変容が観察されるが、その持続がまだ６ヶ月未満である時期

維 持 期：明確な行動変容が観察され、その期間が６ヶ月以上続いている時期  

※ 行動変容ステージとは、行動変容に対する準備段階のことで、次の 5 つ

のステージに分けられる。ステージごとに支援方法を変え、ステージが改

善していけるように支援する。 

無関心期：６ヶ月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がない時期 

関 心 期：６ヶ月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がある時期 

準 備 期：１ヶ月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がある時期 

実 行 期：明確な行動変容が観察されるが、その持続がまだ６ヶ月未満である時期

維 持 期：明確な行動変容が観察され、その期間が６ヶ月以上続いている時期  

標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

 

 

 

５）保健指導の際に活用する支援材料 

保健指導の実施にあたっては、支援のための材料、学習教材等を整備する

ことが必要であるが、これらは、常に最新の知見、情報に基づいたものにし

ていくことが重要であり、常に改善が必要である。 

また、支援のための材料等は、対象者に対するもののみでなく、保健指導

を担当する者に対するものも必要となる。さらに、それぞれ支援のための材

料 等 は 何をめざして使用するのかということを明らかにしてわかりやすくま

とめていくことと、地域の実情や職域の状況に応じた工夫をしていくことが

重要となる。 

 

①アセスメントに関する支援材料 

   対象者の課題の明確化のために、身体状況、生活習慣、健康に関する意

識、家族の状況、仕事の状況等についてアセスメントを行うための材料で

ある。 

 

②行動目標設定のための支援材料 

行動目標を設定し、評価をしていくための材料である。 

 

③知識の提供・生活習慣改善のための支援材料（学習教材） 

生活習慣病や内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に関する知

識、生活習慣に係る意識啓発や実際に生活習慣を改善するための具体的な

方法を提供するための材料である。 

 

④自己実践を支援するための支援材料（特に継続的に支援するための材料）

 対象者が設定した行動目標の達成のために活用する実践状況の記録、通

信による支援等のための材料である。 

 

 

 

 

６）保健指導の際に活用する支援材料 

保健指導の実施にあたっては、支援のための材料、学習教材等を整備する

ことが必要であるが、これらは、常に最新の知見、情報に基づいたものにし

ていくことが重要であり、常に改善が必要である。 

また、支援のための材料等は、対象者に対するもののみでなく、保健指導

を担当する者に対するものも必要となる。さらに、それぞれ支援のための材

料等は何をめざして使用するのかということを明らかにしてわかりやすくま と

めていくことと、地域の実情や職域の状況に応じた工夫をしていくことが重

要となる。 

 

①アセスメントに関する支援材料 

   対象者の課題の明確化のために、身体状況、生活習慣、健康に関する意

識、家族の状況、仕事の状況等についてアセスメントを行うための材料で

ある。 

 

②行動目標設定のための支援材料 

行動目標を設定し、評価をしていくための材料である。 

 

③知識の提供・生活習慣改善のための支援材料（学習教材） 

生活習慣病や内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に関する知

識、生活習慣に係る意識啓発や実際に生活習慣を改善するための具体的な

方法を提供するための材料である。 

 

④自己実践を支援するための支援材料（特に継続的に支援するための材料）

 対象者が設定した行動目標の達成のために活用する実践状況の記録、通

信による支援等のための材料である。 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

⑤保健指導実施者用の材料 

   保健指導を担当する職員間で支援内容、実施内容、個別相談や集団教室

の実施方法や実施状況の記録等に関する材料である。 

 

６）記録とデータ管理 

保健指導の記録の要点として、次の４点があげられる。 

a 対象者の状況が経時的に把握ができること 

b 経時的な結果から保健指導の評価ができること 

c 他の保健指導を担当する者と情報を共有できること 

（担当者が変更となっても継続的な支援が可能） 

d 対象者本人の要求があれば閲覧可能とすること 

内容は、個々の対象者ごとに目標、モニタリングすべき指標（検査データ、

具体的な行動など）、個別相談や集団教室等で提供したサービスと対象者の状

況、行動変容に対する本人の意欲（可能であれば本人の言葉で記録する）、本

人が「支援者」に期待していることなどを記録する。 

なお、これらの内容は、定量的に記録する内容と定性的に記録する内容が

あるが、両者とも必要な内容であるため、定性的な記録の内容については、

簡潔にかつ明確に記載していくことが重要となる。 

健診結果及び保健指導の記録の管理にあたっては、管理すべきデータ、整

理すべきデータを決定し、データベースを作成して管理することが必要であ

る。 

  また、データベースを作成して管理される保健指導の記録の保存年限につ

いては、健診結果の具体的な保存年限と同様に、関係機関（医療保険者団体

等）と調整の上、設定していく。 

 

 

 

（２）「情報提供」「動機づけ支援」「積極的支援」の内容 

保健指導は健診受診者全員に対して行うが、健診結果と質問票の結果を判

定し、保健指導の必要性（生活習慣病リスク）に応じて「情報提供」、「動機

づけ支援」、「積極的支援」に区分して実施する。 

これらの保健指導がめざすところは、対象者の行動変容とセルフケア（自

己管理）ができるようになることであるが、それぞれの保健指導では、生活

習慣改善の必要性や行動変容の準備状況等から、具体的な支援内容や方法・

頻度等が異なっている。また、「積極的支援」については、対象者への動機づ

けも合わせて行うものである。表４に各保健指導の概要を示すが、この内容

は、それぞれの保健指導として行うべき最低のものを記述しており、より充

実した、また、効果的な内容の保健指導を行うことが望ましい。 

⑤保健指導実施者用の材料 

   保健指導を担当する職員間で支援内容、実施内容、個別相談や集団教室

の実施方法や実施状況の記録等に関する材料である。 

 

７）記録とデータ管理 

保健指導の記録の利点として、次の４点があげられる。 

a 対象者の状況が経時的に把握ができること 

b 経時的な結果から保健指導の評価ができること 

c 他の保健指導を担当する者と情報を共有できること 

（担当者が変更となっても継続的な支援が可能） 

d 対象者本人の要求があれば閲覧可能とすること 

内容は、個々の対象者ごとに目標、モニタリングすべき指標（検査データ、

具体的な行動など）、個別支援やグループ支援等で提供したサービスと対象者

の状況等が中心となるが、以上に加えて、行動変容に対する本人の意欲（可

能であれば本人の言葉で記録する）、本人が「支援者」に期待していることな

ども記録することが望ましい。 

また、個々の対象者に事業者へ必要なデータを移行することの了解を取

り、その旨を記録することも必要である。 

なお、これらの内容には、定量的に記録する内容と定性的に記録する内容

があるが、両者とも必要な内容であるため、定性的な記録の内容については、

簡潔にかつ明確に記載していくことが重要となる。 

健診結果及び保健指導の記録の管理にあたっては、管理すべきデータ、整

理すべきデータを決定し、可能な限り、データベースを作成して管理するこ

とが望ましい。また、データベースの作成の有無に関わらず、管理される保

健指導の記録の保存年限は、5 年間とする。 

 

（２）「情報提供」「動機づけ支援」「積極的支援」の内容 

保健指導は健診受診者全員に対して行うが、健診結果の結果を判定し、保

健指導の必要性（生活習慣病リスク）に応じて「情報提供」、「動機づけ支援」、

「積極的支援」に区分して実施する。（※） 

これらの保健指導がめざすところは、対象者の行動変容とセルフケア（自

己管理）ができるようになることであるが、それぞれの保健指導では、生活

習慣改善の必要性や行動変容の準備状況等から、具体的な支援内容や方法・

頻度等が異なっている。 

（※） 「情報提供」は高齢者医療確保法第 24 条の特定保健指導ではないが、

同法第 2３条により保険者が結果通知を行う際に、個人の生活習慣やその改善

に関する基本的な情報を提供することを義務づける。 

 

（３）支援の際の留意点 

  対象者の保健行動が定着するよう一定の期間継続して支援を行うた

め、対象者が参加しやすい条件を整える。 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

 

 対象者によっては、ＩＴなどを活用し、効率的な支援を工夫すると良

い。 

  いくつかの支援手段（メニュー）を組み入れ、対象者の状況や要望

に応じてメニューを選択できる等、柔軟な仕組みとすることを考える。

  支援プログラムには、食生活や運動などの実習・講習会などを取り

入れ、対象者が自分の生活習慣に気づき、改善できるものが有効であ

る。 

  また、個別支援のみでなく、グループ支援により、参加者同士の交

流をはかり、グループダイナミクスを活用して対象者の自己効力感を

高めることも重要である。 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

表４ 階層化した保健指導（情報提供、動機づけ支援、積極的支援）の概要 

情報提供 動機づけ支援 積極的支援

支援の特徴
（めざすと

ころ）

対象者が生活習慣病についての理解を
深め、自らの生活習慣を見直すきっか
けとなる支援

保健指導終了後、対象者がすぐに実践（行動）に
移り、継続できるような支援

プログラム中に対象者が実践に取り組みながら、自己効力感
を高め、プログラム終了後には継続ができるような支援

対象者
生活習慣病健診受診者全員 健診結果・質問票から、生活習慣の改善が必要な

者で、生活習慣を変えるに当たって意思決定の支
援が必要な者

健診結果・質問票から、生活習慣の改善が必要な者で、
専門職等による継続的なきめ細やかな支援が必要な者

期間 健診結果と同時 30分程度～１日 ３ヶ月～６ヶ月程度
支援頻度 1回 原則１回 定期的かつ頻回

プログラム
の

プロセス

健診結果と質問票に基づいた健康に関
する情報を機械的に作成
　　↓
対象者に配布

アセスメント
（健診の結果、詳細な質問票等）
　　↓
健診結果と現在の生活習慣の意味づけ
　　↓
対象者自らが取り組むべき目標、実践可能な行動
目標、評価時期等を設定（行動計画の作成）
　　↓
評価（６ヶ月後）

アセスメント
（健診の結果、詳細な質問票等）
　　↓
健診結果と現在の生活習慣の意味づけ
　　↓
対象者自らが取り組むべき目標、実践可能な行動目標、評価
時期を設定（行動計画の作成）
　　↓
設定した目標達成に向けた実践
　　↓
中間評価
取り組んでいる実践と結果についての評価と再アセスメント
必要時、行動目標・具体策の再設定
　　↓
取り組みの継続もしくは再設定した目標達成に向けた実践
　　↓
最終評価
目標の達成度と実践の継続の確認

内容

・
・
・

・

・

健診結果の見方
内臓脂肪症候群、生活習慣病について
生活習慣病に関する基本的な知識と対
象者の生活習慣の関連
対象者個人の生活習慣状況に合わせた
情報提供
身近な社会資源

・

・

・
・

詳細な質問票による健康度の評価と主観的健康観
との乖離等
生活習慣病の知識と生活習慣の関連性に関する説
明（知識・情報の獲得、健康的な生活習慣を継続
することの必要性の理解）
ライフスタイルに合致した行動目標の設定
評価時期の設定

・
・

・
・

・

・
※

詳細な質問票による健康度の評価と主観的健康観との乖離等
生活習慣病の知識と生活習慣の関連性に関する説明（知識・
情報の獲得、健康的な生活習慣を継続することの必要性の理
解）
生活習慣の改善に対する動機づけ
実技、講習会など（栄養・食生活、運動、その他対象者が自
分にあった方法を見つける選択肢の提示）
個別相談（対象者の行動変容のステージにあわせた個別具体
的な相談、定期的・継続的に実施）
行動目標、評価の時期の設定
評価と実践内容の継続支援
「無関心期」「関心期」にある場合は、対象者に合わせた
フォローアップを行う

支援形態

紙媒体、IT、結果説明会等 ・
・
・

個別面接
集団指導（グループワークや学習会等）
ＩＴ（双方向）

・
・
・
・

個別面接
集団指導
小集団（グループワーク、自助グループ等）
通信、ＩＴ等

単独又は
組み合わせる

 

 

 

 

１）「情報提供」 

①目的（めざすところ） 

対象者が健診結果から、自らの身体状況を認識するとともに、生活習慣

を見直すきっかけとする。 

 

②対象者 

健診受診者全員を対象とする。 

 

③支援頻度・期間 

年１回、健診結果と同時に実施する。 

 

④内容 

全員に画一的な情報を提供するのではなく、健診結果や質問票から対象

者個人の生活習慣の見直しや改善に必要な情報を提供する。その際、健診

結果や健診時の質問票をもとに、対象者の状況にあわせた内容とする。特

に問題とされることがない者に対しては、健診結果の見方や健康の保持増

進に役立つ内容の情報を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）保健指導の実施要件 

１）「情報提供」 

①目的（めざすところ） 

対象者が健診結果から、自らの身体状況を認識するとともに、生活習慣

を見直すきっかけとする。 

 

②対象者 

健診受診者全員を対象とする。 

 

③支援頻度・期間 

年１回、健診結果と同時に実施する。 

 

④支援内容 

全員に画一的な情報を提供するのではなく、健診結果や健診時の質問票

から対象者個人に合わせた情報を提供する必要がある。 

健診結果や質問票から、特に問題とされることがない者に対しては、健

診結果の見方や健康の保持増進に役立つ内容の情報を提供する。 
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ａ 健診結果 

     健診の意義（自分自身の健康状態を認識できる機会、日頃の生活習

慣が健診結果に表れてくる等）や健診結果の見方（データの表す意味

を自分の身体で起きていることと関連づけられる内容）を説明する。

また、健診結果の経年変化をグラフでわかりやすく示す。 

   ｂ 生活習慣 

     内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）や生活習慣病に関す

る基本的な知識と、対象者の行っているどのような生活習慣が生活習

慣病を引き起こすかということや、食事バランスガイドや運動指針に

基づいた食生活と運動習慣のバランス等について、質問票から得られ

た 対象者の状況にあわせて具体的な改善方法の例示などを情報提供す

る。対象者個人の健康状態や生活習慣から、重要度の高い情報を的確

に提供することが望ましい。 

   ｃ 社会資源 

     対象者の身近で活用できる健康増進施設、運動教室なども掲載する。  

 

⑤支援形態 

対象者や医療保険者の特性に合わせ、支援手段を選択する。主な手段と

しては、次のようなものが考えられる。 

   ａ 健診結果に合わせて情報提供用紙を送付する。 

   ｂ  職域等で日常的に IT が活用されていれば、個人用情報提供画面へア

クセスする。 

   ｃ 結果説明会で配布する など。 

 

２）「動機づけ支援」 

①目的（めざすところ） 

対象者への個別対応により、対象者が自らの生活習慣を振り返り、行動

目標を立てることができるとともに、保健指導終了後、対象者がすぐに実

践（行動）に移り、その生活が継続できることをめざす。 

 

②対象者 

健診結果・質問票から、生活習慣の改善が必要と判断された者で、生活

習慣を変えるに当たって、意思決定の支援が必要な者を対象とする。 

 

③支援期間・頻度 

原則 1 回の支援を想定するが、1 対 1 の面接を３０分程度行う場合や、

１日のプログラム（グループワークや学習会等）で実施する場合などがあ

る。 

 

 

ａ 健診結果 

     健診の意義（自分自身の健康状態を認識できる機会、日頃の生活習

慣が健診結果に表れてくる等）や健診結果の見方（データの表す意味

を自分の身体で起きていることと関連づけられる内容）を説明する。

また、健診結果の経年変化をグラフでわかりやすく示す。 

   ｂ 生活習慣 

     内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）や生活習慣病に関す

る基本的な知識と、対象者の行っているどのような生活習慣が生活習

慣病を引き起こすかということや、食事バランスガイドや運動指針に

基づいた食生活と運動習慣のバランス等について、質問票から得られ

た対象者の状況にあわせて具体的な改善方法の例示などを情報提供

する。対象者個人の健康状態や生活習慣から、重要度の高い情報を的

確に提供することが望ましい。 

   ｃ 社会資源 

     対象者の身近で活用できる健康増進施設、運動教室なども掲載する。  

 

⑤支援形態 

対象者や医療保険者の特性に合わせ、支援手段を選択する。主な手段と

しては、次のようなものが考えられる。 

   ａ 健診結果に合わせて情報提供用紙を送付する。 

   ｂ 職域等で日常的にＩＴが活用されていれば、個人用情報提供画面を

利用する。 

   ｃ 結果説明会で情報提供用紙を配布する。 

 

２）「動機づけ支援」 

①目的（めざすところ） 

対象者への個別対支援又はグループ支援により、対象者が自らの生活

習慣を振り返り、行動目標を立てることができるとともに、保健指導終了

後、対象者がすぐに実践（行動）に移り、その生活が継続できることをめ

ざす。 

 

②対象者 

健診結果・質問票から、生活習慣の改善が必要と判断された者で、生

活習慣を変えるに当たって、意思決定の支援が必要な者を対象とする。 

 

③支援期間・頻度 

原則 1 回の支援 
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④内容 

対象者本人が、自分の生活習慣の改善点・伸ばすべき行動等に気づき、

自ら目標を設定し行動に移すことができる内容とする。 

詳細な質問票において対象者の生活習慣や行動変容のステージ（準備状

態）を把握し、対象者の生活習慣改善を動機づけるために次に示す支援を

行う。 

   ａ 健診結果及びその推移を確認し、生活習慣と健診結果の関係を理解

する。 

   ｂ 詳細質問票による生活習慣の振り返りを行い、対象者本人の健康状

態の認識を促し、生活習慣改善のための動機づけを図る。 

   ｃ 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）や生活習慣病に関す

る知識と対象者本人の生活が及ぼす影響を結びつける。 

   ｄ 生活習慣を改善することで得られるメリットと現状の生活を続ける

ことによるデメリットがわかる内容とする。 

   ｅ 対象者個人の考えやライフスタイルを尊重し、対象者本人が達成可

能な目標を設定できるよう支援する。 

   ｆ 対象者が目標を達成するために必要な社会資源を紹介し、有効に活

用できるように支援する。 

 

⑤支援形態 

双方向の個別面接を基本とするが、グループワークや学習会等において

も、必ず対象者が個人として受け止められる面接を実施し、一人ひとりの

目標設定を確認する。効果的な支援方法として、フォローアップが必要と

判断される場合は、個別面接・小集団・電話・メール等の双方向のコミュ

ニケーションがとれる手段を利用することが望ましい。 

 

⑥評価（個人目標の評価） 

設定した個人の行動目標が達成されているか、身体状況や生活習慣に変

化が見られたかについて、原則 6 ヶ月後に支援後の評価を行うこととす

るが、必要に応じてより早期に評価時期を設定し、対象者が自ら評価する

とともに、保健指導実施者による評価を行う。 

 

 

 

 

３）「積極的支援」 

①目的（めざすところ） 

「動機づけ支援」に加えて、定期的・継続的な支援により、対象者が自

らの生活習慣を振り返り、行動目標を設定し、目標達成に向けた実践（行

動）に取り組みながら、プログラム終了後には、その生活が継続できるこ

とをめざす。 

 

④内容 

対象者本人が、自分の生活習慣の改善点・伸ばすべき行動等に気づき、

自ら目標を設定し行動に移すことができる内容とする。 

詳細な質問票において対象者の生活習慣や行動変容のステージ（準備状

態）を把握し、対象者の生活習慣改善を動機づけるために次に示す支援を

行う。 
 

  ａ 面接による支援 

  生活習慣と健診結果の関係の理解や生活習慣の振り返り、メタボリッ

クシンドロームや生活習慣病に関する知識と対象者本人の生活が及ぼ

す影響、生活習慣の振り返り等から生活習慣改善の必要性を説明する。

  生活習慣を改善するメリットと現在の生活を続けるデメリットにつ

いて説明する。 
  栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導をする。 
  対象者の行動目標や評価時期の設定を支援する。必要な社会資源を紹

介し、有効に活用できるように支援する。 
  体重・腹囲の計測方法について説明する。 
  生活習慣の振り返り、行動目標や評価時期について話し合う。 
  対象者とともに行動目標・行動計画を作成する。    

  
  ｂ ６か月後の評価 

  ６か月後の評価は、個別の対象者に対する保健指導の効果に関するも

のである。 
  設定した個人の行動目標が達成されているか、身体状況や生活習慣に

変化が見られたかについて評価を行う。 

  必要に応じてより早期に評価時期を設定し、対象者が自ら評価すると

ともに、保健指導実施者による評価を行う。 
 

⑤支援形態 

ａ 面接による支援 

  １人 20 分以上の個別支援、又は 1 グループ 80 分以上のグループ支

援（１グループは８名以下とする） 

  ｂ ６か月後の評価 
  ６か月後の評価は、通信等を利用して行う。 

 

 

３）「積極的支援」 

①目的（めざすところ） 

「動機づけ支援」に加えて、定期的・継続的な支援により、対象者が自

らの生活習慣を振り返り、行動目標を設定し、目標達成に向けた実践（行

動）に取り組みながら、支援プログラム終了後には、その生活が継続でき

ることをめざす。 
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②対象者 

健診結果・質問票から、生活習慣の改善が必要な者で、そのために専門

職による継続的できめ細やかな支援が必要な者。 

 

③支援期間・頻度 

初回に 1 対 1 の面接を 30 分程度行い、3 ヶ月～6 ヶ月の一定期間に

わたり、各種支援方法（個別面接・グループワーク・実技・実習・IT 活

用等）を組み合わせたプログラムを作成し、継続的に実施する。 

 

④内容 

詳細な質問票において対象者の生活習慣や行動変容のステージ（準備状

態）を把握し、健診結果やその経年変化等から、対象者自らが自分の身体

に起こっている変化への理解を促すとともに、対象者の健康に関する考え

を受け止め、対象者が考える将来の生活像を明確にした上で、行動変容の

必要性を実感できるような働きかけを行い、具体的に実践可能な行動目標

を対象者が選択できるように支援する。具体的に達成可能な行動目標は何

か（対象者にできること）優先順位をつけながら一緒に考え、対象者自身

が選択できるように支援する。 

支援者は対象者の行動目標を達成するために必要な支援計画をたて、行

動が継続できるように定期的・継続的に介入する。 

積極的支援期間を終了するときには、対象者が改善した行動を継続する

ように意識づけを行う必要がある。 

 

⑤「無関心期」「関心期」にある対象者への支援 

行動変容のステージ（準備状態）が「無関心期」「関心期」にある対象

者については、個別面接を中心とした支援を継続して行い、行動変容に対

する意識の変化をめざす。行動目標を設定し、目標達成に向けた実践に取

り組むプログラムを実施することは避け、対象者にあわせたフォローアッ

プを行う。 

 

 

 

②対象者 

健診結果・質問票から、生活習慣の改善が必要な者で、そのために専

門職による継続的できめ細やかな支援が必要な者。 

 

③支援期間・頻度 

3 ヶ月以上継続的に支援する。 

 

④内容 

詳細な質問票において対象者の生活習慣や行動変容のステージ（準備

状態）を把握し、健診結果やその経年変化等から、対象者自らが自分の

身体に起こっている変化への理解を促すとともに、対象者の健康に関す

る考えを受け止め、対象者が考える将来の生活像を明確にした上で、行

動変容の必要性を実感できるような働きかけを行い、具体的に実践可能

な行動目標を対象者が選択できるように支援する。具体的に達成可能な

行動目標は何か（対象者にできること）優先順位をつけながら一緒に考

え、対象者自身が選択できるように支援する。 

支援者は対象者の行動目標を達成するために必要な支援計画をたて、

行動が継続できるように定期的・継続的に介入する。 

積極的支援期間を終了するときには、対象者が改善した行動を継続す

るように意識づけを行う必要がある。 

 

 〈初回時の面接による支援〉 

 動機づけ支援と同様の支援 

〈３か月以上の継続的な支援〉 

  ３か月以上の継続的な支援については、ポイント制を導入し、支援Ａで

160 ポイント以上、支援Ｂで 20 ポイント以上の 180 ポイント以上の

支援を実施することを必須とする。 

  この場合、支援Ａを支援Ｂで、あるいは支援Ｂを支援Ａに代えることは

できないものとする。 

支援Ａ（積極的関与タイプ） 

  生活習慣の振り返りを行い、行動計画の実施状況の確認や必要に応

じた支援をする。 
   栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導をする。 
   取り組んでいる実践と結果についての評価と再アセスメント、必要

時、行動目標・計画の設定を行う。（中間評価） 
支援Ｂ（励ましタイプ） 

   行動計画の実施状況の確認と確立された行動を維持するために賞賛

や励ましを行う。 
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⑥支援形態 

行動が定着するよう一定の期間継続して支援を行うため、対象者が参加

しやすい条件を整えることが必要である。対象者によっては、ＩＴなどを

活用し、効率的な支援を工夫すると良い。いくつかの支援手段（メニュー）

を組み入れ、対象者の状況や要望に応じてメニューを選択できる等、柔軟

な仕組みとすることを考える。 

プログラムには、食生活や運動などの実習・講習会などを取り入れ、対象

者が自分の生活習慣に気づき、改善できるプログラムが有効である。また、

個別支援のみでなく、同様の課題を持つ者を集めたグループ等のグループ

ワークや小集団の学習会等で、参加者同士の交流をはかり、グループダイ

ナミクスを活用して対象者の自己効力感を高めることも重要である。 

 

⑦評価（個人目標の評価） 

設定した個人の行動目標が達成されているか、身体状況や生活習慣に変

化が見られたかについて、支援終了後（6 ヶ月後）に評価を行うが、必要

に応じて早期に評価時期を設定し、対象者が自ら評価するとともに、保健

指導実施者による評価を行う。その際、短期的な評価により目標の見直し

を行い、わずかな生活習慣の変化や意識の変化についても積極的に評価し、

励ましていくことで、行動の継続に対する対象者の意欲を高めることも重

要である。 

目標が達成された場合は、新たな目標を設定し、達成されていない場合

は、達成されなかった原因を明らかにし、必要に応じて目標や支援内容の

見直しを行う。 

 

 〈６か月後の評価〉 
  ６か月後の評価は、個別の対象者に対する保健指導の効果に関する

ものである。 
  設定した個人の行動目標が達成されているか、身体状況や生活習慣

に変化が見られたかについて評価を行う。 
 必要に応じてより早期に評価時期を設定し、対象者が自ら評価するととも

に、保健指導実施者による評価を行う 
⑤支援形態 

〈初回時の面接による支援形態〉 

 動機づけ支援と同様の支援 

〈３か月以上の継続的な支援〉 

支援Ａ（積極的関与タイプ） 

  個別支援、グループ支援、電話Ａ、e-mailA から選択して支援する

こととする（電話Ａ、e-mailA とは、e-mail、ＦＡＸ、手紙等により、

初回面接支援の際に作成した特定保健指導実施経過報告書の実施状況

について記載したものの提出を受け、それらの記載に基づいた支援を

いう）。 

支援Ｂ（励ましタイプ） 

  電話Ｂ、e-mailＢから選択して支援することとする。 

 〈６か月後の評価〉 
  ６か月後の評価は、通信等を利用して行う。 

  継続的な支援の最終回と一体的に実施しても構わない。 

 

 ⑥支援ポイント 

 個別支援 

   基本的なポイント；５分 20 ポイント 

   最低限の介入量；10 分 

   ポイントの上限；１回３０分以上実施した場合でも１２０ポイント

までのカウントとする。 

 グループ支援 

   基本的なポイント；10 分 10 ポイント 

   最低限の介入量；40 分 

   ポイントの上限；１回１２０分以上実施した場合でも１２０ポイン

トまでのカウントとする。  

 電話Ａ 

   基本的なポイント；５分１５ポイント 

   最低限の介入量；5 分 

   ポイントの上限；１回２０分以上実施した場合でも６０ポイントま

でのカウントとする。  

 電話Ｂ 

   基本的なポイント；５分 10 ポイント 

   最低限の介入量；5 分 

   ポイントの上限；１回 10 分以上実施した場合でも 20 ポイントま

でのカウントとする。  
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 e-mailＡ 

   基本的なポイント；１往復 40 ポイント 

   最低限の介入量；１往復  

 e-mailＢ 

   基本的なポイント；１往復 5 ポイント 

   最低限の介入量；１往復 

 ⑦留意点 

（支援ポイントについて） 

  １日に１回の支援のみカウントする。同日に複数の支援を行った場

合、最もポイントの高い支援形態のもののみをカウントする。 

  保健指導と直接関係のない情報のやりとり（保健指導に関する専門

的知識・技術の必要ない情報：次回の約束や雑談は含まない） 

  電話及び e-mail による支援においては、双方向による情報のやり取

り（一方的な情報の提供（ゲームやメーリングリストによる情報提供）

は含まない（情報提供を含む））。 

  電話又は e-mail のみで継続的な支援を行う場合には、e-mail、Ｆ

ＡＸ、手紙等により、初回面接支援の際に作成した行動計画の実施状

況について記載したものの提出を受けること。なお、当該行動計画表

の提出や、作成を依頼するための e-mail 等によるやり取りは、継続的

な支援としてカウントしない。 

  行動変容ステージが無関心期、関心期の場合は行動変容のための動

機づけを継続することもある。 

 

⑧積極的支援の例 

 a 支援パターン１（個別支援を中心とした例） 

 b 支援パターン２（個別支援と電話を組み合わせた例） 

 c 支援パターン３（電話、e-mail を中心とした例） 
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⑧ 積極的支援の例 
a 支援パターン１（継続的な支援において個別支援を中心とした例） 

合計ポイント 
支援の 
種類 

回数 時期 支援形態 
支援 
時間 

（分） 

獲得 
ポイント 支援A 

ポイント

支援B 
ポイント

支援内容 

初回 
面接 

１ ０ 個別支援 ２０    ① 生活習慣と健診結果の関係の理解や生活習慣の振り返り、メタボリックシンドロームや生

活習慣病に関する知識と対象者本人の生活が及ぼす影響、生活習慣の振り返り等から生活

習慣改善の必要性を説明する。 
② 生活習慣を改善するメリットと現在の生活を続けるデメリットについて説明する。 
③ 栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導をする。 
④ 対象者の行動目標や評価時期の設定を支援する。必要な社会資源を紹介し、有効に活用で

きるように支援する。  
⑤ 体重・腹囲の計測方法について説明する。 
⑥ 生活習慣の振り返り、行動目標や評価時期について対象者と話し合う。 
⑦ 対象者とともに行動目標・支援計画を作成する。 

２ ２週間後 電話B ５ １０  １０ 

３ 
個別支援 
(中間評価 ) 

２０ ８０ ８０  

４ 

１か月後 

e-mail B ５ ５  １５ 

５ ２か月後 個別支援 ２０ ８０ １６０  

継続的な

支援 

６ ３か月後 e-mail B ５ ５  ２０ 

① 生活習慣の振り返りを行い、行動計画の実施状況の確認や必要に応じた支援をする。 
② 中間評価を行う。 
③ 栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導をする。 
④ 行動計画の実施状況の確認と確立された行動を維持するために賞賛や励ましを行う。 

評価 ７ ６か月後      ① 身体状況や生活習慣に変化が見られたかについて確認する。 
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b 支援パターン２（継続的な支援において個別支援と電話を組み合わせた例） 
 

合計ポイント 
支援の 
種類 

回数 時期 支援形態 
支援 
時間 

（分） 

獲得 
ポイント 支援A 

ポイント

支援B 
ポイント

支援内容 

初回 
面接 

１ ０ グループ

支援 
８０    ① 生活習慣と健診結果の関係の理解や生活習慣の振り返り、メタボリックシンドロームや生

活習慣病に関する知識と対象者本人の生活が及ぼす影響、生活習慣の振り返り等から生活

習慣改善の必要性を説明する。 
② 生活習慣を改善するメリットと現在の生活を続けるデメリットについて説明する。 
③ 栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導をする。 
④ 対象者の行動目標や評価時期の設定を支援する。必要な社会資源を紹介し、有効に活用で

きるように支援する。  
⑤ 体重・腹囲の計測方法について説明する。 
⑥ 生活習慣の振り返り、行動目標や評価時期についてグループメンバーと話し合う。 
⑦ 対象者とともに 1 人ずつ行動目標・支援計画を作成する。 

２ ２週間後 電話B ５ １０  １０ 

３ 電話A ２０ ６０ ６０  
４ 

１か月後 
e-mail B ５ ５  １５ 

５ ２か月後 
電話A 

(中間評価 ) 
２０ ６０ １２０  

６ e-mail B ５ ５  ２０ 

継続的な

支援 

７ 
３か月後 

個別支援 １０ ４０ １６０  

① 生活習慣の振り返りを行い、行動計画の実施状況の確認や必要に応じた支援をする。 
② 中間評価を行う。 
③ 栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導をする。 
④ 行動計画の実施状況の確認と確立された行動を維持するために賞賛や励ましを行う。 

評価 ８ ６か月後      ① 身体状況や生活習慣に変化が見られたかについて確認する。 
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ｃ 支援パターン３（継続的な支援において電話、e-mailを中心とした例） 
○受診勧奨者は継続的な支援において個別支援が必要であり、このパターンを用いることはできない。 
 

合計ポイント 
支援の 
種類 

回数 時期 支援形態 
支援 
時間 

（分） 

獲得 
ポイント 支援A 

ポイント

支援B 
ポイント

支援内容 

初回 
面接 

１ ０ 個別支援 ２０    ①  生活習慣と健診結果の関係の理解や生活習慣の振り返り、メタボリックシンドロームや生

活習慣病に関する知識と対象者本人の生活が及ぼす影響、生活習慣の振り返り等から生活

習慣改善の必要性を説明する。 
②  生活習慣を改善するメリットと現在の生活を続けるデメリットについて説明する。 
③  栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導をする。 
④  対象者の行動目標や評価時期の設定を支援する。必要な社会資源を紹介し、有効に活用で

きるように支援する。  
⑤  体重・腹囲の計測方法について説明する。 
⑥  生活習慣の振り返り、行動目標や評価時期について対象者と話し合う。  
⑦  対象者とともに行動目標・支援計画を作成する。 

２ ２週間後 e-mail B ５ ５  ５ 

３ 
電話  A 
(中間評

価) 
２０ ６０ ６０  

４ 

１か月後 

e-mail B ５ ５  １０ 

５ e-mail A １ ４０ １００  
６ 

２か月後 
電話B ５ １０  ２０ 

継続的な

支援 
 

７ ３か月後 電話  A ２０ ６０ １６０  

①  生活習慣の振り返りを行い、行動計画の実施状況の確認や必要に応じた支援をする。 
②  中間評価を行う。 
③  栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導をする。 
④  行動計画の実施状況の確認と確立された行動を維持するために賞賛や励ましを行う。 

評価 ８ ６か月後      ① 身体状況や生活習慣に変化が見られたかについて確認する。 
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版） 修正案 

 ⑨支援計画及び実施報告書 

  

 ⑩行動計画実施状況把握のためのチェックリストの具体的な例 
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1 保健指導対象者名 ２　保険者名（番号） 番号

3 保健指導機関名（番号）・保健指導責任者名

保健指導支援機関名 番号 保健指導責任者名

4 保健指導レベル

５　保健指導コース名

○

6 保健指導支援期間

7 初回面接による支援の支援形態・実施する者の職種

8 継続的な支援の支援形態・ポイント ９　実施体制表

個別 グループ 電話A 電話B

2 （回） 160 （Ｐ）

0 （回） 0 （Ｐ）

0 （回） 0 （Ｐ）

1 （回） 10 （Ｐ）

0 （回） 0 （Ｐ）

2 （回） 10 （Ｐ）

5 （回） 180 （Ｐ）

10 保健指導の評価

１） 中間評価

計画 個別支援

実施 個別支援

２） ６か月後の評価

計画 個別支援

実施 個別支援

11 行動目標・行動計画

実施する者の職種

実施する者の職種

○

グループ

電話A

電話B

e-mailA

実績

e-mailA e-mailB

合計

①１日３０分間歩く
②体重を毎日測定する
③夜食の回数を週７回から週３回
に減らす

 
 ６ヶ月後に体重を３㎏減少する

3ヶ月（　7月9日～　10月　9日）

ポイント支援形態

個別

平成18年9月10日

平成19年1月9日

平成19年1月9日

行動計画

設定日時

行動目標

計画

積極的支援

支援期間

回数

実施する者の職種

e-mailB

実績

個別　・　グループ

変更理由

 
 ６ヶ月後に体重を３㎏減少する

①１日３０分間歩く
②体重を毎日測定する

○

⑨支援計画及び実施報告書（案）

動機づけ支援

支援形態

予定

予定

3ヶ月

個別　・　グループ

平成18年7月9日

実施年月日 支援形態

実施年月日 支援形態

平成18年9月10日

　行動目標・計画の設定及び
変更

○年○月○日

○

平成18年9月10日（中間評価）

A社

B社

C社

D社

○

○ ○

初回面接時に記入 支援プログラムの終了時時に記入 ６ヶ月評価時に記入
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12 保健指導の実施状況

１） 初回面接による支援

 
保
健
指
導
者
名

 

（
職
種

）

 
実
施
年
月
日

 
実
施
時
間

 
腹
囲

（
増
減
数

）

 
体
重

（
増
減
数

）

 
血
圧

（
増
減
数

）

一
日
の
削
減

（
又
は
増
加

）

合
計
エ
ネ
ル
ギ
ー

量

（
①
＋
②

）

（
増
減
数

）

①
運
動
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

量

（
増

減
数

）

②
食
事
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

量

（
増

減
数

）

９５
　　　　　cm

７９
　　　　　ｋｇ

１５0/９５
　　　mmHg

２００
　　　kcal

60
　　　kcal

140
　　　kcal

(    ー５   ) (    ー５   ) ( -10／-5) (  -200  ) (  ー60  ) (  -140  )

○○　○○ 平成18年7月9日 20分

( 保健師)

２） 継続的な支援

（１） 個別・グループ・電話Ａ・e-mailＡによる支援　（支援Ａ）

 
保
健
指
導
者
名

 

（
職
種

）

 
実
施
年
月
日

 
実
施
時
間

 
腹
囲

（
増
減
数

）

 
体
重

（
増
減
数

）

 
血
圧

（
増
減
数

）

合
計
ポ
イ
ン
ト

○○　○○ 平成18年7月9日 20分

cm kg mmHg

( 保健師) (            ) (            ) (            )

○○　○○
○　○○○

平成18年9月10日 20分

cm kg mmHg

(保健師・
 運動指導

士 )
(            ) (            ) (            )

cm kg mmHg

(            ) (            ) (            ) (            )

支
援
ポ
イ
ン
ト

80

80

生活習慣
改善の状況

・朝３０分間歩いてい
る。
・時間を決めて体重測
定

保健指導実施内容

・生活習慣の振り返り
・食生活において改善可能
な項目を提示

・生活習慣と健診結果の関
係について
・標準的な食事量、運動量
の目安の提示
・生活習慣の振り返り
・行動目標および計画の策
定

160

保健指導
実施形態
1．個別
2．グループ
3．電話A
4．E-mailA
（実施時間）

1．個別
　（　20分）
2．グループ
　（　　分）
3．電話A
　（　　分）
4．E-mailA
　(　　分）

1．個別
　（　　分）
2．グループ
　（　　分）
3．電話A
　（　　分）
4．E-mailA
　(　　分）

2
回
目

(

中
間
評
価

)

3
回
目

4
回
目

目
標
値

初
回

1．個別
　（　20分）
2．グループ
　（　　分）
3．電話A
　（　　分）
4．E-mailA
　(　　分）

保健指導実施内容

　保健指導
　実施形態
　1．個別
　2．グループ
　（実施時間）

1．個別
　（　20分）

2．グループ
　（　　分）

禁煙指導
の有無

禁煙指導
　あり　　□
　なし　　□

禁煙指導
　あり　　□
　なし　　□

禁煙指導
　あり　　□
　なし　　□
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（２） 電話Ｂによる支援　(支援Ｂ）

合
計
ポ
イ
ン
ト

1

2

3

4

5

6

7

8

（３） ｅ－mailＢによる支援　(支援Ｂ）

合
計
ポ
イ
ン
ト

1

2

3

4

5

6

7

8

13 ６ヶ月後の評価

 
保
健
指
導
者
名

 

（
職
種

）

 
実
施
年
月
日

 
実
施
時
間

 
腹
囲

（
増
減
数

）

 
体
重

（
増
減
数

）

 
血
圧

（
増
減
数

）

○○　○○ 平成18年7月9日 20分

cm kg mmHg

( 保健師) (            ) (            ) (            )

生活習慣
改善の状況

６
ヶ
月
後
の
評
価

・朝夕３０分間ずつ歩い
ている。
・時間を決めて体重測
定

保健指導
実施形態
1．個別
2．グループ
3．電話Ａ
4．E-mailA
５．ＦＡＸ
６．郵送

1．個別
2．グループ
3．電話A
4．E-mailA
５．ＦＡＸ
６．郵送

 実施回数

１往復

5

支
援
ポ
イ
ン
ト

5

 実施年月日

平成18年7月23日

10

支
援
ポ
イ
ン
ト

平成18年8月23日

平成18年10月9日

保健指導者名  保健指導者職種

保健指導者名  保健指導者職種

105分

 実施年月日

10

 実施時間

１往復
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月 　　　日（月） 日（火） 日（水） 　　　日（木） 日（金） 日（土） 日（日）

天気 □晴　□曇　□雨　□雪 □晴　□曇　□雨　□雪 □晴　□曇　□雨　□雪 □晴　□曇　□雨　□雪 □晴　□曇　□雨　□雪 □晴　□曇　□雨　□雪 □晴　□曇　□雨　□雪

身体チェック

●体重計測 □計測した □計測した □計測した □計測した □計測した □計測した □計測した

　（毎朝 計測）  　（計測時間　　：　　）  　（計測時間　　：　　）  　（計測時間　　：　　）  　（計測時間　　：　　）  　（計測時間　　：　　）  　（計測時間　　：　　）  　（計測時間　　：　　）

□計測しなかった □計測しなかった □計測しなかった □計測しなかった □計測しなかった □計測しなかった □計測しなかった

●今日の体重 （　　　　　　　）Kg （　　　　　　　）Kg （　　　　　　　）Kg （　　　　　　　）Kg （　　　　　　　）Kg （　　　　　　　）Kg （　　　　　　　）Kg

●腹囲計測 □計測した（　　　　　　　）ｃｍ

　（毎週に１回計測） □計測しなかった

運動チェック　目標：60 kcal/日 消費量アップ　  目安→普通歩行（１０分間）約２５kcal       速歩（１０分間）約４０kcal　　　　　

●普通歩行１０分 □できた □できた □できた □できた □できた □できた □できた

　 □できなかった □できなかった □できなかった □できなかった □できなかった □できなかった □できなかった

●速歩　１０分 □できた □できた □できた □できた □できた □できた □できた

　　速歩１０分　約１，０００歩 □できなかった □できなかった □できなかった □できなかった □できなかった □できなかった □できなかった

●腹筋　 □できた（　　　　　　　）回 □できた（　　　　　　　）回 □できた（　　　　　　　）回 □できた（　　　　　　　）回 □できた（　　　　　　　）回 □できた（　　　　　　　）回 □できた（　　　　　　　）回

□できなかった □できなかった □できなかった □できなかった □できなかった □できなかった □できなかった

●今日の歩数 （　　　　          　　　）歩 （　　　　          　　　）歩 （　　　　          　　　）歩 （　　　　          　　　）歩 （　　　　          　　　）歩 （　　　　          　　　）歩 （　　　　          　　　）歩

食事チェック　目標：140 kcal/日 摂取量ダウン  　目安→クリームパン/ジャムパン（各１個）約３００kcal　　ざるそば（普通盛１人前）約３００kcal 　　

□できた □できた □できた □できた □できた □できた □できた

□できなかった □できなかった □できなかった □できなかった □できなかった □できなかった □できなかった

□できた □できた □できた □できた □できた □できた □できた

□できなかった □できなかった □できなかった □できなかった □できなかった □できなかった □できなかった

□できた □できた □できた □できた □できた □できた □できた

□できなかった □できなかった □できなかった □できなかった □できなかった □できなかった □できなかった

●菓子は２日に１回、１個まで □菓子を食べなかった □菓子を食べなかった □菓子を食べなかった □菓子を食べなかった □菓子を食べなかった □菓子を食べなかった □菓子を食べなかった

　　クリームパン/ジャムパン □１個食べた □１個食べた □１個食べた □１個食べた □１個食べた □１個食べた □１個食べた

　　　（各１個）約３００kcal　　　 □２個以上食べた □２個以上食べた □２個以上食べた □２個以上食べた □２個以上食べた □２個以上食べた □２個以上食べた

●３食以外の夜食は食べない □できた □できた □できた □できた □できた □できた □できた

　　　ご飯（１杯）約３００kcal □できなかった □できなかった □できなかった □できなかった □できなかった □できなかった □できなかった

総合チェック

□Yes □Yes □Yes □Yes □Yes □Yes □Yes

□No □No □No □No □No □No □No

□Yes □Yes □Yes □Yes □Yes □Yes □Yes

□No □No □No □No □No □No □No

＊対象者の行動目標・行動計画に合わせてチェック項目を作成すること

　⑩行動計画実施状況把握のためのチェックリストの具体的な例　(例１）

●気分よい１日だった

●今日はよく頑張った！

●揚げ物・炒め物は１日１料理まで

●甘い炭酸飲料は飲まない
  1本（500ｍｌ）約２００kcal

●コーヒーの砂糖は甘味料（エネ
ルギー量の低いもの）とする。
　ｽﾃｨｯｸｼｭｶﾞｰ（1本）約１２kcal
　甘味料（１本）　約２kcal
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４）実施にあたっての留意事項 

①プライバシーの保護 

保健指導の実施に当たっては、プライバシーの保護に努め、対象者が安

心して自分のことを話せるような環境を整えること。 

 

②個人情報保護 

 健診データ・保健指導記録は個人情報であるため、それらの管理方法は

医療保険者が取り決め、適切に扱うこと。 

 

③フォローアップ 

支援終了後にも、対象者からの相談に応じられる仕組みをつくること。

 

４）実施にあたっての留意事項 

①プライバシーの保護について 

保健指導の実施に当たっては、プライバシーの保護に努め、対象者が

安心して自分のことを話せるような環境を整えること。 

 

②個人情報保護について 

 健診データ・保健指導記録は個人情報であるため、それらの管理方法

は医療保険者が取り決め、適切に扱うこと。 

 

③フォローアップについて 

支援終了後にも、対象者からの相談に応じられる仕組みをつくるこ

と。 

 

④積極的支援における保健指導実施者について 

生活習慣病予備群に対する保健指導は、個人の生活行動、行動の背景

にある健康に対する認識、そして価値観に働きかける行為であり、保健

指導実施者と保健指導対象者との十分な信頼関係が必要であることか

ら、同職種が数回にわけて行う場合は、できる限り同じ者が実施するこ

とが望ましい。 

 

（５）望ましい保健指導 

１）「積極的支援」 

①支援期間 

 ６か月間の実施 

 ②支援形態 

 初回面接 

 対面による中間評価 

 対面による６か月後の評価 

 ６か月後の評価まで、電話、e-mail を利用した月 1 回以上の支援 

③支援内容 

 生活習慣の振り返り 

 行動目標及び支援計画の作成 

 生活習慣改善状況の確認 

 食生活及び運動に関して体験を通した支援 

 ④支援の例 

１）面接による支援 

  個別支援（30 分以上）又はグループ支援（90 分以上） 
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 ・生活習慣と健診結果の関係の理解や生活習慣の振り返り、行動計画

や行動目標の設定等動機づけ支援の内容を含む支援とする。 

・食生活については、食生活の中で、エネルギーの過剰摂取につなが

っている要因を把握し、その是正のために料理や食品の適切な選択

等が自らできるスキルを身につけ、確実に行動変容できるような支

援とする。 

・運動については、生活活動、運動の実施状況の確認や歩行前後の把

握などを実施し、確実に行動変容できるような支援とする。 

２）２週間後 電話又は e-mail による支援 

３）１か月後 電話又は e-mail による支援 

４）２か月後 電話又は e-mail による支援 

５）３か月後 

  個別支援（20 分以上）又はグループ支援（80 分以上） 

（中間評価による体重・腹囲等の測定から必要時６か月後の評価までの行

動目標・行動計画の修正を含む。） 

６）４か月後 電話又は e-mail による支援 

７）５か月後 電話又は e-mail による支援 

８）６か月後の評価 

  個別支援（20 分以上）又はグループ支援（80 分以上） 

（次回の健診まで確立された行動を維持できるような支援とする。） 
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（３）保健指導の事例 

○ ここでは、「情報提供」、「動機づけ支援」、「積極的支援」の具体例として、

地域や職域において取り組まれている事例を紹介する。それぞれの事例で

使用されている支援材料等は、添付資料にまとめてある。 

 

○ ここで取り上げた事例は、地域あるいは職域という相違はあるが、次の

ような共通点がある。 

・生活習慣病予備群を対象者として、対象者の個別のニーズに即した支援

を行い、効果的な支援を行っていること。 

・対象者が所属する集団（地域あるいは職域）の健康課題を明らかにした

上で、保健指導の企画、実施、評価を行っていること。 

 

情報 

提供 
職域 

ＮＰＯ Selfcare Wellness Japan 

「健康診断結果票」－生活習慣改善コース－ 

地域 

職域 

あいち健康の森健康科学総合センター 

「健康度評価」 

「生活習慣病予防教室（1 日実践型）」 

職域 

兵庫県尼崎市 

「職員を対象としたメタボリックシンドロームに着目した

健康管理対策」 

職域 

富士電機リテイルシステムズ（株） 

「定期健康診断後の対象者の状況に合わせた生活習慣病予

防のための健康面談」 

動機づ

け支援 

職域 

（財）社会保険健康事業財団 

「政府管掌健康保険生活習慣病予防健診後の保健指導」 

地域 

神奈川県藤沢市 

「個別相談を軸に既存保健事業を活用しながら多様な参加

形態を可能とする総合支援型プログラム」 

地域 
福岡県宇美町 

「ホームベース型健康支援ＵＭＩモデル」 

職域 
あいち健康の森健康科学総合センター 

「職域肥満者に対するＩＴを活用した生活習慣サポート」

地域 

新潟県阿賀野市（旧笹神村） 

「４０歳代男性の全戸訪問から地域全体の生活習慣病対策

を推進」 

積極的

支援 

職域 
（財）社会保険健康事業財団 

「健康増進コース」 
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第６章 保健指導の実施に関するアウトソーシング 

（１）基本的事項 

 

１）保健指導アウトソーシングの必要性 

 これまでの健診・保健指導は、健診の受診率を上げることに重点が置かれ、

健診後の保健指導は付加的なサービスという位置づけであったが、今後は内

臓脂肪症候群のリスクを有する者に対する保健指導、すなわち個人の生活習

慣の改善を支援する保健指導の実施が重要となる。このような保健指導は、

老人保健事業の個別健康教育や国保ヘルスアップ事業で実施されていると

ころであるが、これらの事業には人的資源が相当必要であることが明らかと

なっている。また、健診・保健指導は医療保険者が実施することから、保健

指導が必要な対象者が確実に把握され、実際に保健指導を受ける者がかなり

多くなることも予測される。 

 一方、内臓肥満症候群のリスクを有する者に生活習慣の改善を促すために

は、保健師・管理栄養士等には高い専門性が求められ、保健指導の実績を積

み重ね、研鑽を重ねて保健指導の技術を高度化していくことが求められる。

また、ＩＴ産業などが開発する生活習慣改善支援機器を活用した保健指導方

法の導入や、対象者のニーズを踏まえた多様な保健指導の実施体制が求めら

れている。 

 市町村や事業所・健保組合などで健診後の保健指導に従事している現在の

保健師、管理栄養士等の実施体制のみでは、増大する保健指導業務に十分に

対応できないことが想定され、また、これらの機関で大幅な増員をすること

が困難であることから、健診後の保健指導を行う事業者を育成し、このよう

な需要に対応できる保健師、管理栄養士等を確保し、保健指導のアウトソー

シングを行っていく方向性が示されたところである。 

 医療保険者は、アウトソーシングに当たって、健診・保健指導業務全体の

目的を明確にし、事業計画を立案、そして評価を行うことが重要である。 

 

２）アウトソーシングの目的 

 保健指導のアウトソーシングは、内臓肥満症候群のリスクを有する者に対

して、個人のニーズに基づいた生活習慣の改善を支援する保健指導の提供体

制を整備することが当面の目的であるが、将来的には、保健指導の量が確保

されることにより保健指導の質の向上につながっていくことが期待され、効

率的かつ質の高い保健指導を実現する体制をめざすものである。 
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２）アウトソーシングの目的 

 保健指導のアウトソーシングは、内臓肥満症候群のリスクを有する者に対
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（２）アウトソーシングの対象となる保健指導業務 

 保健指導業務の範囲を健診後の保健指導、すなわち「情報提供」「動機づけ

支援」「積極的支援」に限定して考えると、アウトソーシングができる業務は、

それぞれの保健指導の一部の業務を事業者へ委託すること（部分委託）や、

保健指導業務をそれぞれ又はすべてを一括して委託すること（全面委託）が

考えられる。また、どのような範囲の業務委託であっても、健診・保健指導

の事業の企画及び評価については医療保険者自らが行うものである。 

なお、純然たる保健指導業務以外の健診受診者のデータ処理、保健指導対

象者の選定、保健指導結果の処理などについては、ここでは触れないことと

する。 

 

１）全面委託、部分委託のメリット、デメリット 

 保健指導業務の委託の考え方として、全面委託をする場合は、事業者の裁

量が増え様々な工夫や効率化が図られることになるが、一方で、保健指導業

務の評価には年数がかかることから、成果の出る保健指導が行われているか

の判断が遅れるというリスクを医療保険者は抱えることになる。また、医療

保険者に所属する保健師・管理栄養士等の保健指導技術の低下が危惧され、

事業の企画及び評価の実施に問題がでる可能性もある。 

他方、部分委託の場合は、委託された業務の効率化はあまり望めないが、

医療保険者に業務の実施が残ることから、ここに所属する保健師・管理栄養

士等の技術の向上や生活習慣病対策への熱意を維持することが期待できる。

また、医療保険者の専門職が直接、対象者の保健指導を行うことで、対象者

の問題や課題を早期に把握でき、改善に向けた事業の企画が可能になる。 

 

２）「情報提供」のアウトソーシング 

 「情報提供」については、健診結果と質問票の内容に基づき、対象者全員

に個別に行うことから、委託をする場合は、健診機関から直接データをもら

い、結果表を作成し対象者に提供するという業務となる。全面委託は、これ

ら一連の業務を事業者が行うことになり、医療保険者は情報提供を行ったと

いう結果が事業者から連絡される。 

一方、部分委託の例としては、健診結果と質問票の内容について結果表作

成までを委託し、対象者に提供する役割は医療保険者自身が行う方法である。

健診結果を渡す時を保健指導の重要な機会と捉え、健診結果と生活習慣に関

する情報を保健師・管理栄養士等が直接説明をする方式をとる場合は、この

ような部分委託となる。 
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３）「動機づけ支援」のアウトソーシング 

 「動機づけ支援」については、どのような保健指導の方法を採用するかに

よって異なるが、たとえば１対１の面接や、１日の支援プログラム（グルー

プ指導）を組む場合には、このような支援全体を委託する場合は全面委託と

なる。動機づけ支援の対象者の職場を訪ねて面接指導を委託する場合や、公

民館等に動機づけ支援の対象者に集まってもらって面接指導する業務をす

べて委託するような場合も、これに該当する。 

一方、部分委託の例としては、１日の支援プログラムのうちの運動指導の

部分のみを委託する場合や、電話やメールで６ヶ月後の評価を行う部分のみ

を委託する場合が考えられる。 

 

４）「積極的支援」のアウトソーシング 

 「積極的支援」については、３ヶ月から６ヶ月程度のプログラムを組んで

行うものであるので、全面委託の場合は、初回面接から支援プログラムの実

施、中間評価、最終評価の一連の支援業務を委託することになる。 

一方、部分委託は、多くの例が考えられる。例えば、初回面接から支援計

画の作成、中間評価、最終評価などは医療保険者の保健師・管理栄養士等が

行い、施設を使って行う食生活指導や運動指導のような対象者が自ら実践す

るような事業については委託する場合や、評価のみ医療保険者が行い、支援

プログラムの計画作成から実施までを委託する場合も考えられる。 

また、詳細な質問票から行動変容のステージ（準備段階）を把握すること

になるが、無関心期の対象者に対する保健指導は画一的なプログラムで支援

することは困難であるので、このような対象者は医療保険者の専門職が支援

することも考えられる。 

 どのような保健指導業務を委託するのかの判断は、保健指導の目的とする

生活習慣の改善が図られる体制の在り方をまず考え、医療保険者が有する人

的資源、委託できる事業者の有無等から総合的に判断し、委託の範囲を決め

るべきであろう。 
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（３）保健指導アウトソーシングの留意事項 

 健診後の保健指導は、付加的なサービスという位置づけであったことに加

え、保健活動は公共サービスの一つとして行政が直接実施してきた歴史があ

ることから、この分野において、民間事業者の参入はほとんど行われてこな

かった。このため、保健指導のアウトソーシングは、民間事業者の育成を図

りつつ実施されていくことになる。このような状況であるため、委託元とな

る医療保険者、特に市町村国保、そして委託先となる民間事業者は手探りの

中でアウトソーシングを進め、関係性を築いていくことになる。そこで、民

間事業者への委託が進んでいる分野の事例を参考として、アウトソーシング

にあたっての留意事項を整理した。 

 

１）委託する業務の目的の明確化 

医療保険者は、業務を委託する前に、健診・保健指導業務全体の目的、理

念を明確にし、実施体制を考え、その中からどのような業務を委託するかを

決めていくが、委託する業務はどのような理念に基づき、その目的は何かを

明確にし、それを委託先の事業者に伝えることが重要である。 

具体的には、委託に際して作成する基準などに理念や目的が表現されるこ

とになるが、このことによって、適切な事業者を選定することができる。ま

た、委託後に事業者と事業の目的を共有することができ、このことで協働す

る関係が構築でき、効果的、効率的な事業の実施につながる。 

 

２）保健指導の質の評価 

委託に当たって、保健指導の質を確保する仕組みを導入することが必要で

ある。 

１つは、事業者の選定に際して、保健指導の質を基準とすることである。

保健指導の質は、サービス提供者の技術と熱意が関係することから、選定時

にサービス提供者の技術の程度（資格及び研修体制、マニュアルの有無、指

導成果の実績等）を医療保険者に所属する専門職の目を通して確認すること

が重要である。 

 ２つめは、保健指導業務の終了後に、その評価を行うことである。例えば、

対象者の満足度調査を行う、次年度の健診結果や対象者の生活習慣の改善度

をみる、そして健診結果とレセプトの突合による保健指導の効果をみるなど

の方法が考えられる。その結果により、事業者に対して保健指導の質の改善

を促すことや、改善の見込みがない場合には、契約を更新するかについて検

討する必要がある。 

 ３つめは、委託業務に関する情報交換と情報公開である。これは、各都道

府県に設置されている保険者協議会などを活用して、事業者の資質に関する

情報交換等を行い、他の医療保険者の目を通した評価を行うことも必要であ

ろう。 
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３）委託した業務と生活習慣病対策全体の連動 

 保健指導業務の委託には、前述したように様々な委託方法があるが、どの

ような委託を行ってもその業務は生活習慣病対策の一部であり、ポピュレー

ションアプローチを含めた対策全体といかに連動させていくかが重要であ

る。 

事業者が地域や事業所で行われているポピュレーションアプローチを理

解し、このような社会資源を個々の対象者に対する保健指導に活用すること

を、委託業務の中に位置づけることが必要である。このためには、医療保険

者は、事業者と十分な情報交換を行うとともに、地域や事業で行われている

ポピュレーションアプローチに関する活動を提示することが必要となる。そ

して、医療保険者は、常に生活習慣病対策全体を視野に入れて、事業の運営

に当たることが重要である。 

 

４）医療保険者の専門職の技術の維持・向上 

 医療保険者に所属する保健師・管理栄養士等の役割は、事業者へのアウト

ソーシングを含めた保健指導プログラム全体の企画や実施機関間の調整、そ

して委託した事業者の保健指導の質を評価することである。これらの業務を

行うためには、保健指導に関する技術を維持・向上させることが前提となる。

このためには、医療保険者の保健師・管理栄養士等が、業務を委託した場合

であっても、保健指導業務に直接従事できる体制を整備しておくことを考慮

する必要がある。例えば、対象者に対する保健指導業務の一部（個別面接、

指導計画作成、評価）を医療保険者の保健師、管理栄養士等の業務とするこ

とや、プログラムに乗りにくい「無関心期」の対象者の保健指導を医療保険

者が直接に実施することなどが考えられる。 

 

５）モニター1、苦情処理 

 医療保険者は事業の実施責任者として、委託した業務の実績やプログラム

の進行状況、保健指導を受けない者に対する対処状況、事業所の保健師・管

理栄養士等のサービス提供者の変更や研修の状況など、適切な保健指導が行

われているのかについて、適宜報告を求めることが必要である。 

 そして、対象者から出される保健指導サービスに対する不満や苦情を受け

止める窓口を設置するとともに、これらの情報に対して、早期に適切に対処

することが求められる。 

 

６）保健指導の価格の設定 

健診後の保健指導業務は、付加的な存在であったことから、現状では価格

が設定されていないことが多いが、今後、保健指導業務をアウトソーシング

 
2モニター：現状把握及び対象者の意見、要望、批評等を収集すること。 
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していく際には、前述した事業者の選定方法を参考に、価格が決まっていく

ものと思われる。しかし、保健指導は、外形的には１対１で面接をしている

場面が主であり、面接による支援は対象者に合わせて行うものであることか

ら、対象者からはサービスを受けたという受益を感じることが難しい場合も

ある。このため、医療保険者、対象者ともに、保健指導の価値がわかりにく

く、保健指導内容の良し悪しの判断は難しいものである。このことは、医療

サービスも同様である。 

このため、保健指導の質の評価を十分行えない状態で価格競争が始まる

と、必要以上に安価な価格となり、保健指導業務全体の質の低下につながる

ことが懸念される。 

保健指導のアウトソーシングに当たっては、サービスの質の評価を抱き合

わせた価格の設定を行うことや、医療保険者が保健指導の成果を評価し、そ

れを価格に反映させていくことが必要である。 

 

７）委託基準の作成、委託方法の透明化 

 保健指導のアウトソーシングに際して、医療保険者は委託基準を作成する

ことになるが、この場合、委託する保健指導業務の目的を明確に示すこと、

また、保健指導の質が判断できる項目を設定することが重要である。 

 そして、事業者の選定に当たっては、選定の手順を透明化することが重要

である。 

 

８）個人情報の管理 

 保健指導は対象者の生活そのものを把握することになり、その情報は個人

として知られたくない情報であることもある。このため、保健指導を行った

場合の記録の漏洩防止や、保健指導実施者に守秘義務をかけるなど、個人情

報の管理が重要である。アウトソーシングを行う場合は、事業者がこのよう

な規定を有しているか確認をするとともに、情報の管理状況を定期的に確認

する必要がある。 

 

９）収益事業との区分の明確化 

事業者の中には、収益事業を行っている者も想定され、様々な健康に関す

る商品（健康食品、器具等）の販売を保健指導業務の委託と合わせて行う事

業者に対しては、収益事業との区別を明確にし、保健指導と同時に行うこと

がないよう、医療保険者の委託基準に明記しておくことが必要である。また、

保健指導を行う地位を利用した不当な推奨・販売（例えば、商品等を保健指

導対象者の誤解を招く方法で勧めること）等を行わないことが必要である。
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保健指導のアウトソーシングに当たっては、サービスの質の評価を抱き合

わせた価格の設定を行うことや、医療保険者が保健指導の成果を評価し、そ

れを価格に反映させていくことが必要である。 

 

７）委託基準の作成、委託方法の透明化 

 保健指導のアウトソーシングに際して、医療保険者は委託基準を作成する

ことになるが、この場合、委託する保健指導業務の目的を明確に示すこと、

また、保健指導の質が判断できる項目を設定することが重要である。 

 そして、事業者の選定に当たっては、選定の手順を透明化することが重要

である。 

 

８）個人情報の管理 

 保健指導は対象者の生活そのものを把握することになり、その情報は個人

として知られたくない情報であることもある。このため、保健指導を行った

場合の記録の漏洩防止や、保健指導実施者に守秘義務をかけるなど、個人情

報の管理が重要である。アウトソーシングを行う場合は、事業者がこのよう

な規定を有しているか確認をするとともに、情報の管理状況を定期的に確認

する必要がある。 

 

９）収益事業との区分の明確化 

事業者の中には、収益事業を行っている者も想定され、様々な健康に関す

る商品（健康食品、器具等）の販売を保健指導業務の委託と合わせて行う事

業者に対しては、収益事業との区別を明確にし、保健指導と同時に行うこと

がないよう、医療保険者の委託基準に明記しておくことが必要である。また、

保健指導を行う地位を利用した不当な推奨・販売（例えば、商品等を保健指

導対象者の誤解を招く方法で勧めること）等を行わないことが必要である。
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（４）委託基準 

１）基本的考え方 

 ○ アウトソーシングを推進することにより、利用者の利便性に配慮した保

健指導（例えば、土日祝日・夜間に行うなど）を実施するなど対象者のニ

ーズを踏まえた対応が可能となるなど、多様な事業者による競争により保

健指導のサービスの質の向上が図られる。一方で、効果的な保健指導が行

われないなど保健指導の質が考慮されない価格競争となり、質の低下に繋

がることがないよう委託先における保健指導の質の確保は不可欠である。

 

 ○ 医療保険者が事業者1へ保健指導の実施を委託する場合には、当該医療

保険者との役割分担、責任が詳細にわたって明確にされた上で、委託基準

を作成し、本プログラムに定める内容の保健指導が適切に実施される事業

者を選定する必要がある。なお、健診・保健指導の事業の企画及び評価に

ついては医療保険者自らが行う。 

 

 ○ 医療保険者は、委託契約期間中には、保健指導が適切に実施されている

かについてモニタリングを行うことが重要である。 

 

 ○ 委託契約の終了時には、保健指導の成果について外部の人間も含め複数

の観点から評価を行うことが重要である。その際には、保健指導の専門的

知識を有する者の意見を聴くことが重要である。 

 

○ 個人情報については、その性格と重要性を十分認識し、適切に取り扱わ

れなければならず、特に、医療分野は、「個人情報の保護に関する基本方針」

等において、個人情報の性質や利用方法等から、特に適正な取扱いの厳格

な実施を確保する必要がある分野の一つとされており、委託先の事業者は

個人情報を適切に取り扱わなければならない。なお、保健指導の記録等の

情報を取り扱う業務のみを委託する場合にも、委託先の事業者は２）④に

定める保健指導の記録等の情報の取扱いに関する基準を遵守することが求

められる。 

 

 ○ 医療保険者が基準を満たしている委託先を選定しやすいようにするため、

保険者協議会等においてホームページを作成し、事業者の申告に基づき、

事業者の各種情報を掲載するなどの方策を検討する必要がある。 

 

 ○ なお、巡回型・移動型で保健指導を行う場合も、委託先の事業者の施設

で行う基準と同じとする必要がある。 

 
２医療保険者から保健指導業務の委託を受けて保健指導を実施する事業者をいう。 

 

 

（４）委託基準 

１）基本的考え方 

 ○ アウトソーシングを推進することにより、利用者の利便性に配慮した保健

指導（例えば、土日祝日・夜間に行うなど）を実施するなど対象者のニーズ

を踏まえた対応が可能となるなど、多様な事業者による競争により保健指導

のサービスの質の向上が図られる。一方で、効果的な保健指導が行われない

など保健指導の質が考慮されない価格競争となり、質の低下に繋がることが

ないよう委託先における保健指導の質の確保は不可欠である。 

 

 ○ 医療保険者が事業者２へ保健指導の実施を委託する場合には、当該医療保険

者との役割分担、責任が詳細にわたって明確にされた上で、委託基準を作成し、

本プログラムに定める内容の保健指導が適切に実施される事業者を選定する

必要がある。なお、健診・保健指導の事業の企画及び評価については医療保険

者自らが行う。 

 

 ○ 医療保険者は、委託契約期間中には、保健指導が適切に実施されているか

についてモニタリングを行うことが重要である。 

 

 ○ 委託契約の終了時には、保健指導の成果について外部の人間も含め複数の

観点から評価を行うことが重要である。その際には、保健指導の専門的知識

を有する者の意見を聴くことが重要である。 

 

○ 個人情報については、その性格と重要性を十分認識し、適切に取り扱われ

なければならず、特に、医療分野は、「個人情報の保護に関する基本方針」等

において、個人情報の性質や利用方法等から、特に適正な取扱いの厳格な実施

を確保する必要がある分野の一つとされており、委託先の事業者は個人情報を

適切に取り扱わなければならない。なお、保健指導の記録等の情報を取り扱う

業務のみを委託する場合にも、委託先の事業者は２）④に定める保健指導の記

録等の情報の取扱いに関する基準を遵守することが求められる。 

 

 ○ 医療保険者が基準を満たしている委託先を選定しやすいようにするため、保

険者協議会等においてホームページを作成し、事業者の申告に基づき、事業者

の各種情報を掲載するなどの方策を検討する必要がある。 

 

 ○ なお、巡回型・移動型で保健指導を行う場合も、委託先の事業者の施設で

行う基準と同じとする必要がある。 

 

 ○ 医療保険者自らが実施する場合も同じ基準を満たす必要がある。 

 

○ 保健指導として運動を提供する施設については、日本医師会認定健康スポ

ーツ医を配置するなどにより、安全の確保に努めることが必要である。 
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※ 医療保険者自らが実施する場合も本基準と同じ基準を満たす必要があ

るかについて、これまで医療保険者により行われてきた保健事業の実施体

制等の現状を踏まえて、今後、検討が必要（例えば、看護師の位置づけな

ど）。 

○ 保健指導対象者が勤務する事業者に保健指導業務を委託する場合は、そ

の事業者の産業医が中心的な役割を担い保健指導を実施することが考え

られる。  

 

 
２医療保険者から保健指導業務の委託を受けて保健指導を実施する事業者をいう。 
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２）具体的な基準 

  ①人員に関する基準 

ａ 事業所の管理者2は、医師、保健師、管理栄養士であること。 

さらに、国、地方公共団体、医療保険者、日本医師会、日本看護協会、

日本栄養士会等が実施する一定の研修の修了者であること。 

また、常勤の者であること。 

ｂ 動機づけ支援や積極的支援において、①初回の面接、②対象者の行動

目標・支援計画の作成、③保健指導の評価に関する業務を行う者は、医

師、保健師、管理栄養士であること。 

さらに、国、地方公共団体、医療保険者、日本医師会、日本看護協会、

日本栄養士会等が実施する一定の研修の修了者であることが望ましい

こと。 

ｃ 対象者ごとに支援計画の実施について統括的な責任を持つ医師、保健

師、管理栄養士が決められていること。 

ｄ 積極的支援のプログラムのうち、食生活に関する保健指導は、管理栄

養士その他の食生活に関する専門的知識を有する者により提供される

こと。 

また、食生活に関する保健指導を自ら提供する場合には、管理栄養士

その他の食生活に関する専門的知識を有する者を必要数雇用している

こと。 

ｅ  積極的支援のプログラムのうち、運動に関する保健指導は、運動に関

する専門的知識を有する者（例えば、健康・体力づくり事業財団が認定

する健康運動指導士等）により提供されること。 

また、運動に関する保健指導を自ら提供する場合には運動に関する専

門的知識を有する者を必要数雇用していることが望ましいこと。 

ｆ 保健指導対象者が治療中の場合には、ｃに掲げる者が必要に応じて当

該保健指導対象者の主治医と連携を図ること。 

 

 

 
３事業所における保健指導の業務を統括する者をいう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）具体的な基準 

  ①人員に関する基準 

ａ 保健指導の業務を統括する者は、常勤の医師、保健師、管理栄養士で

あること。 

また、常勤の管理者が置かれていること。ただし、管理上支障が無

い場合は、保健指導機関の他の職務に従事し、又は同一の敷地内にある

他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

ｂ 「動機づけ支援」や「積極的支援」において、①初回の面接、②対象

者の行動目標・支援計画の作成、③保健指導の評価に関する業務を行う

者は、医師、保健師、管理栄養士であること。ただし法施行後５年間に

限り、一定の保健指導の実務経験のある看護師も行うことができる。 

ｃ 対象者ごとに支援計画（対象者の保健指導計画の作成、対象者の行動

変容の状況の把握、評価，評価に基づいた計画の変更等）の実施につ

いて統括的な責任を持つ医師、保健師、管理栄養士が決められている

こと。 

ｄ 「動機づけ支援」、「積極的支援」のプログラムのうち、対象者の支援

計画に基づく食生活に関する実践的指導は、管理栄養士その他の食生活

に関する専門的知識及び技術を有する者（事業場における労働者の健康

保持増進のための指針に基づく産業栄養指導担当者、産業保健指導担当

者等）により提供されること。 

また、食生活に関する保健指導を自ら提供する場合には、管理栄養士

その他の食生活に関する専門的知識及び技術を有する者を必要数雇用

していることが望ましい。 

ｅ  「動機づけ支援」、「積極的支援」のプログラムのうち、対象者の支援

計画に基づく運動に関する実践的指導は、運動に関する専門的知識及び

技術を有する者（健康・体力づくり事業財団が認定する健康運動指導士

や事業場における労働者の健康保持増進のための指針に基づく運動指

導担当者、産業保健指導担当者等）により提供されること。 

また、運動に関する保健指導を自ら提供する場合には運動に関する専

門的知識及び技術を有する者を必要数雇用していることが望ましい。 

f 保健指導プログラムに応じて、再委託先や他の健康増進施設等と必要

な連携を図ること。 

ｇ 保健指導実施者は、国、地方公共団体、医療保険者、日本医師会、

日本看護協会、日本栄養士会等が実施する一定の研修を修了しているこ

とが望ましい。 

ｈ 保健指導対象者が治療中の場合には、ｃに掲げる者が必要に応じて

当該保健指導対象者の主治医と連携を図ること。  
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②施設又は設備等に関する基準 

 ａ 本プログラムに定める内容の保健指導を適切に実施するために必要な

施設及び設備を有していること。 

ｂ 個別指導を行う際、対象者のプライバシーが十分に保護される施設（部

屋）が確保されていること。  

ｃ 運動の実践指導を行う場合には、救急時における応急処置のための設

備を有していること。 

ｄ 保健指導が実施される施設の敷地内が全面禁煙とされていること。 

 

③保健指導の内容に関する基準 

  ａ 本プログラムに準拠したものであり、科学的根拠に基づくとともに、

対象者や地域、職域の特性を考慮したものであること。 

  ｂ 具体的な保健指導のプログラム（支援のための材料、学習教材等を含

む）は、医療保険者に提示され、医療保険者の了解が得られたものであ

ること。 

ｃ  最新の知見、情報に基づいた支援のための材料、学習教材等を用いる

こと。 

ｄ 個別指導を行う場合はプライバシーが保護される場で行われること。

ｅ 契約期間中に、保健指導を行った対象者から指導内容について相談が

あった場合は、事業者は相談に応じること。 

  ｆ 保健指導対象者のうち保健指導を受けなかった者又は保健指導を中断

した者への対応については、個別訪問するなど対象者本人の意思に基づ

いた適切かつ積極的な対応を図ること。 

 

 

 ④保健指導の記録等の情報の取扱いに関する基準 

ａ 本プログラムにおいて定める電子的標準様式により、医療保険者に対

して保健指導対象者の保健指導レベル、効果（腹囲、体重）等を安全か

つ速やかにＣＤ－Ｒ等の電磁的方式により提出すること。 

ｂ 保健指導に用いた詳細な質問票、アセスメント、具体的な指導の内容、

フォローの状況等が適切に保存・管理されていること。 

 

 

ｃ 個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及びこれ

に基づくガイドライン（「医療・介護関係事業者における個人情報の適切

な取扱いのためのガイドライン」、「健康保険組合等における個人情報の

適切な取扱いのためのガイドライン」、「国民健康保険組合における個人

情報の適切な取扱いのためのガイドライン」等）等を遵守すること。 

ｄ 健診データや保健指導データの電子媒体による保存等については、「医

療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守すること。  

②施設又は設備等に関する基準 

 ａ 本プログラムに定める内容の保健指導を適切に実施するために必要な

施設及び設備を有していること。 

ｂ 個別指導を行う際、対象者のプライバシーが十分に保護される施設（部

屋）が確保されていること。  

ｃ 運動の実践指導を行う場合には、救急時における応急処置のための設

備を有していること。 

ｄ 健康増進法 25 条に定める受動喫煙の防止装置が講じられているこ

と。 

 

③保健指導の内容に関する基準 

  ａ 本プログラムに準拠したものであり、科学的根拠に基づくとともに、

対象者や地域、職域の特性を考慮したものであること。 

  ｂ 具体的な保健指導のプログラム（支援のための材料、学習教材等を含

む）は、医療保険者に提示され、医療保険者の了解が得られたものであ

ること。 

ｃ  最新の知見、情報に基づいた支援のための材料、学習教材等を用いる

よう取り組むこと。 

ｄ 個別指導を行う場合はプライバシーが保護される場で行われること。

ｅ 契約期間中に、保健指導を行った対象者から指導内容について相談が

あった場合は、事業者は相談に応じること。 

  ｆ 保健指導対象者のうち保健指導を受けなかった者又は保健指導を中断

した者への対応については、個別訪問するなど対象者本人の意思に基づ

いた適切かつ積極的な対応を図ること。 

 

 ④保健指導の記録等の情報の取扱いに関する基準 

ａ 本プログラムにおいて定める電子的標準様式により、医療保険者に対

して保健指導対象者の保健指導レベル、効果（腹囲、体重）等を安全か

つ速やかにＣＤ－Ｒ等の電磁的方式により提出すること。 

ｂ 保健指導に用いた詳細な質問票、アセスメント、具体的な指導の内容、

フォローの状況等を記載したものが、適切に保存・管理されていること。

ｃ 正当な理由がなく、その業務上知り得た保健指導対象者の情報を漏ら

してはならない。 

ｄ 個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及びこれ

に基づくガイドライン（「医療・介護関係事業者における個人情報の適切

な取扱いのためのガイドライン」、「健康保険組合等における個人情報の

適切な取扱いのためのガイドライン」、「国民健康保険組合における個人

情報の適切な取扱いのためのガイドライン」等）等を遵守すること。 

  e 医療保険者の委託を受けて健診結果や保健指導結果を保存する場合に 

   は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守するこ

と。 
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ｅ インターネットを利用した保健指導を行う場合には、「医療情報システ

ムの安全管理に関するガイドライン」の 6.9 外部と個人情報を含む医療

情報を交換する場合の安全管理に規定されているとおり、①秘匿性の確

保のための適切な暗号化、②通信の起点・終点識別のための認証、③リ

モートログイン制限機能により安全管理を行うこと。さらに、①インタ

ーネット上で保健指導対象者が入手できる情報の性質に応じて、パスワ

ードを複数設けること（健診データを含まないページにアクセスする場

合には英数字のパスワードとし、健診データを含むページにアクセスす

る場合には本人にしか知りえない質問形式のパスワードとする等）、②

インターネット上で健診データを入手できるサービスを受けることに

ついて必ず本人の同意を得ること、③当該同意を得られない者の健診デ

ータは、当該サービスを受ける者の健診データとは別の保存場所とし、

外部から物理的にアクセスできないようにすること等により、外部への

情報漏洩、不正アクセス及びコンピュータ・ウイルスの侵入等の防止の

ための安全管理を徹底すること。 

ｆ 保健指導結果の分析等を委託する際には、本来必要とされる情報の範

囲に限って提供すべきであり、個人情報をマスキングすることや個人が

特定できない番号を付すことなどにより、当該個人情報を匿名化するこ

と。 

 

 ⑤運営等に関する基準 

ａ 対象者にとって保健指導が受けやすくなるよう、利用者の利便性に配

慮した保健指導（例えば、土日祝日・夜間に行うなど）を実施するなど

保健指導の実施率を上げるよう取り組むこと。 

ｂ 対象者から苦情を受け付ける窓口が設置され、苦情への対応が適切に

行える体制であること。 

ｃ 医療保険者の求めに応じ、医療保険者が適切な保健指導の実施状況を

確認する上で必要な資料の提出等を速やかに行うこと。 

ｄ 保健指導を行う際に商品等の勧誘・販売等を行わないこととするとと

もに、保健指導を行う地位を利用した不当な推奨・販売（例えば、商品

等を保健指導対象者の誤解を招く方法で勧めること）等を行わないこ

と。 

  ｅ 保健指導実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該保健

指導実施者の資質の向上に努めていること。 

ｆ 本プログラムに定める内容の保健指導を適切かつ継続的に実施する

ことができる財務基盤を有すること。 

ｇ 医療保険者から受託した業務の一部の再委託が行われる場合には、医

療保険者が委託先と委託契約を締結するに当たり、当該委託契約におい

て、再委託先との契約において本基準に掲げる事項を遵守することを明

記すること。 

 

 

 

ｆ インターネットを利用した保健指導を行う場合には、「医療情報シス

テムの安全管理に関するガイドライン」の 6.9 外部と個人情報を含む医

療情報を交換する場合の安全管理に規定されているとおり、①秘匿性の

確保のための適切な暗号化、②通信の起点・終点識別のための認証、③

リモートログイン制限機能により安全管理を行うこと。さらに、①イン

ターネット上で保健指導対象者が入手できる情報の性質に応じて、パス

ワードを複数設けること（例えば、健診データを含まないページにアク

セスする場合には英数字のパスワードとし、健診データを含むページに

アクセスする場合には本人にしか知りえない質問形式のパスワードと

する等）、②インターネット上で健診データを入手できるサービスを受

けることについて必ず本人の同意を得ること、③当該同意を得られない

者の健診データは、当該サービスを受ける者の健診データとは別の保存

場所とし、外部から物理的にアクセスできないようにすること等によ

り、外部への情報漏洩、不正アクセス及びコンピュータ・ウイルスの侵

入等の防止のための安全管理を徹底すること。 

ｇ 保健指導結果の分析等を行うため、医療保険者の委託を受けて保健指

導結果を外部に提供する場合は、本来必要とされる情報の範囲に限って

提供すべきであり、個人情報をマスキングすることや個人が特定できな

い番号を付すことなどにより、当該個人情報を匿名化すること。 

 

 ⑤運営等に関する基準 

ａ 対象者にとって保健指導が受けやすくなるよう、利用者の利便性に配

慮した保健指導（例えば、土日祝日・夜間に行うなど）を実施するなど

保健指導の実施率を上げるよう取り組むこと。 

ｂ 医療保険者の求めに応じ、医療保険者が適切な保健指導の実施状況を

確認する上で必要な資料の提出等を速やかに行うこと。 

c 保健指導を行う際に商品等の勧誘・販売等を行わないこととするとと

もに、保健指導を行う地位を利用した不当な推奨・販売（例えば、商品

等を保健指導対象者の誤解を招く方法で勧めること）等を行わないこ

と。 

d 保健指導実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該保健

指導実施者の資質の向上に努めていること。 

e 本プログラムに定める内容の保健指導を適切かつ継続的に実施するこ

とができる財務基盤を有すること。 

f 医療保険者から受託した業務の一部の再委託が行われる場合には、医療

保険者が委託先と委託契約を締結するに当たり、当該委託契約におい

て、再委託先との契約において本基準に掲げる事項を遵守することを明

記すること。 

g 次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規定を定め、保健

指導機関のみやすい場所に当該規定の概要等を掲示するとともに、ホー
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ムページ上での掲載等を通じて、当該規定の内容を広く周知すること。 

一 事業の目的及び運営の方針 

二 統括者の氏名及び職種 

三 従業者の職種及び員数 

四 保健指導実施日及び実施時間 

五 保健指導の内容及び価格その他費用の額 

六 通常の事業の実施地域 

七 緊急時における対応 

八 その他運営に関する重要事項 

ｈ  保健指導実施者に身分を証する書類を携行させ、保健指導対象者か

ら求められたときは、これを掲示すること。 

i 保健指導実施者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う

とともに、保健指導機関の設備及び備品について、衛生的な管理を行う

こと。 

j 保健指導機関について、虚偽または誇大な広告を行わないこと。 

k 保健指導対象者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情

を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるとともに、

苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。 

l 従業者及び会計に関する諸記録を整備すること。 
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（５）国、都道府県、市町村、医療保険者の役割 

 

１）国の役割 

 国は、保健指導の標準的なプログラムを示すとともに、これを基にした保

健指導の委託基準を示す。 

 また、都道府県において、事業者の指導ができるよう、保健指導に関する

情報を都道府県に報告する規定を設けるなど、情報の公開に努める。 

 

２）都道府県の役割 

 地域・職域連携推進協議会を活用して、生活習慣病対策に取り組む関係者

間（事業者を含む）の総合調整を行い、体制整備を行う。 

 また、保険者協議会などを活用して、委託する事業者に関する情報交換を

行い、適切な委託契約が行えるよう支援する。 

 市町村、医療保険者、事業者が行う保健指導の質を向上させることができ

るよう、保健師、管理栄養士等に対する研修等を行い、質の高い事業者を育

成する。また、保健指導に関するデータの収集及び分析を行い、市町村や医

療保険者に提供し、事業者の選定に資する。 

また、医療保険者の違いによる保健指導の実施に格差が生じた場合には、

都道府県の地域・職域連携協議会等を通じて、その調整を行う。 

 

３）市町村（一般行政）の役割 

 地域住民からの健診・保健指導に関する様々な相談に応じる体制をつくる。

 

４）医療保険者の役割 

 保健指導に関する計画を策定し、効果的な保健指導が提供できるよう、予

算の確保、実施体制の整備を行う。 

 その中で、地域・職域の特性を考慮に入れた保健指導の理念を明確にし、

生活習慣病対策全体における保健指導の位置づけを明確にするとともに、ア

ウトソーシングする業務の範囲や考え方を定め、質の高い事業者を選定する。

 アウトソーシングの目的に合致した委託基準を作成し、適切な事業者を選

定するとともに、契約内容についてモニタリングを行い、問題がある場合に

は適宜改善を求める。 

また、委託した事業者から提出された事業の結果報告以外に、対象者から

直接的な評価、また、費用対効果を評価し、効率的でかつ質の高い保健指導

の実施に努める。 

 

 

 

 

（５）国、都道府県、市町村、医療保険者の役割 

 

１）国の役割 

 国は、保健指導の標準的なプログラムを示すとともに、これを基にした保

健指導の委託基準を示す。 

 また、都道府県において、事業者の指導ができるよう、保健指導に関する

情報を都道府県に報告する規定を設けるなど、情報の公開に努める。 

 

２）都道府県の役割 

 地域・職域連携推進協議会を活用して、生活習慣病対策に取り組む関係者

間（事業者を含む）の総合調整を行い、体制整備を行う。 

 また、保険者協議会などを活用して、委託する事業者に関する情報交換を

行い、適切な委託契約が行えるよう支援する。 

 市町村、医療保険者、事業者が行う保健指導の質を向上させることができ

るよう、保健師、管理栄養士等に対する研修等を行い、質の高い事業者を育

成する。また、保健指導に関するデータの収集及び分析を行い、市町村や医

療保険者に提供し、事業者の選定に資する。 

また、医療保険者の違いによる保健指導の実施に格差が生じた場合には、

都道府県の地域・職域連携協議会等を通じて、その調整を行う。 

 

３）市町村（一般行政）の役割 

 地域住民からの健診・保健指導に関する様々な相談に応じる体制をつくる。

 

４）医療保険者の役割 

 保健指導に関する計画を策定し、効果的な保健指導が提供できるよう、予

算の確保、実施体制の整備を行う。 

 その中で、地域・職域の特性を考慮に入れた保健指導の理念を明確にし、

生活習慣病対策全体における保健指導の位置づけを明確にするとともに、ア

ウトソーシングする業務の範囲や考え方を定め、質の高い事業者を選定する。

 アウトソーシングの目的に合致した委託基準を作成し、適切な事業者を選

定するとともに、契約内容についてモニタリングを行い、問題がある場合に

は適宜改善を求める。 

また、委託した事業者から提出された事業の結果報告以外に、対象者から

直接的な評価、また、費用対効果を評価し、効率的でかつ質の高い保健指導

の実施に努める。 
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